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日本学校歯科医会会誌60号1988年11月／1

巻 頭 肖

会長　加　藤　増　夫

　近塒，歯学の進歩は著しく，学佼歯科保健関係者の献身的ご奉仕とともに文部省もまた

昭和53年「小学校／歯の保健指導の手引き」を発刊し全国小学校に配布し，これの実践展

開のため「むし歯予防推進指定校」を委嘱し毎年度学校歯科保健i研究協議会の前日に，こ

の指定校の研究担当者，学校歯科医及び都道府県・市町村教育委員会の担当者による，む

し歯予防推進指定校協議会を開催しており，更に日本学校保健会に委託して「むし歯予防

啓発推進事業」を実施し大きな成果を挙げ，いわば官民一体として学校歯科保健の前進の

ため取り組んでおるところであります。このように関係者の努力が，むし歯罹患者率を漸

減させ文部省学校保健統計の示すところのDMF歯数も59年4．75→62年4．51と僅かですが

低下し，2000年におけるWHOの提唱の3歯以下に，今後の学校歯科保健の期待が大きく

かかっております。

　昭和6年，学校歯科医会令が公布され学校歯科の取り組みが確立されて以来既に58年を

経過し，昭和7年に日本連合学校歯科医会が創立され，8年頃から校内処置が一部に行わ

れ学硫の歯口清掃や予防としての初期治療が実施されはじめ，9年に国定教科書の国語読

本巻3（2年生用）のrPに「むL歯」が，10年に修身教科書（2年生用）のカラダヲキレ

で二の中に歯口清掃が取り上げられ学校衛生と学校教育が認識されはじめました、，

　第2次大戦後，教育基本法が設、ンニされ，教育の目的として保健・安全で幸福な生活のた

めに必要な習慣を養い，心身の調和的発達を図ること，となって健康の達成は教育の目的

であることが明示されました（昭和22年）。

　学校保健法公布（同33年）一目本学校安全法公布（同43年）。47年には保健体育審議会で

「児童生徒の健康保持増進に関する施策について」が文部大臣に答申され，学校における

歯科保健の重要性が一段と向上し，学校における歯科保健の進め方については，健康への

理念および歯科疾患の持つ保健対策上の特性を考慮しながら教育の場での歯科保健の位置

づけが重要視されております。

　学校教育には，その機能の面で知識や技術を授ける場としての面，子供たちが自分自身

の人間形成をするための自己実現の場としての面があり，この両面の調和が大切です。

　永年にわたる保健指導と保健管理の調和を基本として幼・小・中・高を一貫した学校保

健の構築や，学校・家庭・地域との緊密連携による保護者の啓発，学校教育が直面してい

る生命尊重・基本的生活習慣の育成などの教育課題を学校歯科保健の包括化として学校関

係者と共に研鐙し，心豊かで逞しく生きる児童・生徒の育成を目指して，かつ自からの管

理能力を一段と向上させるため会員各位の絶大なご尽力ご支援を心より切望してやみませ

ん。

　拙文を掲げ巻頭のご挨拶と致します。
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昭和63年度 学校歯科保健研究協議会

趣旨　歯及び口腔に関する保健活動について研究協議を行い，学校における歯科保健活動の充

　　実を図ろ、、

主催　文部省，栃木県教育委員会・宇都宮市教育委員会・（社）日本学校歯科医会・

　　（社）栃木県歯科医師会・（社）宇都宮市歯科医師会・栃木県連合学校保健会

期日　昭和63年9月28日（水）～29日（木）

会場　9月28目（水）　全体会　栃木県教育会館

　　　9月29日（木）　第1分科会（教員部会）　栃木県教育会館

　　　　　　　　　　第2分科会（学校歯科医部会）　栃木県歯科医師会館

対象　①　国公私立学校長・教頭及び教員

　　　②　学校歯科医及び都道府県・市町村教育委員会の担当者

　　　③上記以外の学校歯科保健担当者

■全体会■　g月28日（水）栃木県教育会館大ホ＿，レ

開会式

　開式のことは　　　　　　　　　（社）栃木県歯科医師会副会長

　あいさっ　　　　　　　　　　　　　　　　　文部省体育局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木県教育委員会教育長

　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）日本学校歯科医会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）栃木県歯科医師会会長

　歓迎のことば　　　　　　　　　　宇都宮市教育委員会教育長

　閉式のことは　　　　　　　　　（社）栃木県歯科医師会副会長

講義1

　「教育課程基準の改善と歯の保健指導」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部省体育局体育官

講義ll

　「子どもの発達課題からみた歯の保健指導」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明海大学歯学部教授

研究発表・協議

　一当面する歯科保健の諸問題について一

座長

発表者

指導助言者

　　　　　（社）日本学校歯科医会専務理事

　東京都江東区立第二亀戸小学校養護教諭

　　　　埼玉県所沢市立小手指中学校教諭

　　　栃木県湯津上村立佐良土小学校校長

栃木県小111市立小山城東小学校学校歯科医

　　　　　　　　　明海大学歯学部教授

　　　　　　　　　文部省体育局体育官

栃木県教育委員会事務局塩谷教育事務所長

　　　　　　　　日本大学松戸歯学部教授
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【講義1】

教育課程基準の改善と歯の保健指導

文部省体育局体育官吉田螢一郎

1．　教育課程の基準の改善の方向

2．　学校における歯の保健指導の考え方

3．　歯の保健指導の目標と内容の設定

4．　歯の保健指導の指導計画

5．　歯の保健指導の指導の進め方

6．　家庭・地域との連携

　　一学校保健委員会の活性化一

7．歯の保健指導の評価

（躰学騰鞭盆鱗N°・58）

【資料】

　　　　　　　　　　　　　文体学第118号

　　　　　　　　　　　　　昭和63年7月1日

各都道府県教育委員会教育長

各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学長　殿

国公私立高等専門学校長

国立久里浜養護学校長

文部省体育局長

　　　坂　元　弘　直

健康教育の推進と学校健康教育

課の設置について（通知）

文部省体育局の学校保健課と学校給食課が統合

され，新たに，学校健康教育課として発足したこ

とについては，別に昭和63年7月1日付け文総審

第84号「文部省組織令の一部改正について」によ

り通知したところであります。この学校健康教育

課は，新たに，学校教育及び社会教育における健

康教育の振興に関し，連絡調整する等の総合的な

事務を行うものです。

　健康教育とは，心身の健康の保持増進を図るた

めに必要な知識及び態度の習得に関する教育をい

うものでありますが，その内容及び推進の必要性

については，下記1のとおりであります。このよ

うな健康教育の振興に資するため，従来学校にお

ける保健教育，安全教育及び給食指導に関する事

務を所掌してきた学校保健課と学校給食課を統合

して，学校健康教育課を設置し，関係各課との連

携を図りつつ学校教育や社会教育の場における健

康教育の総合的な推進を図っていくこととしたも

のであります。

　なお，これによって，学校教育及び社会教育に

おける各教育活動について，初等中等教育局及び

生涯学習局の関係課が所掌してきた個々の事務に

直接変更を及ぼすものではありません。

　以上のほか，学校健康教育課においては，学校

保健課及び学校給食課が所掌していた学校保健，

学校安全，学校給食等に関する事務をすべて継承

して所掌することとなりますが，これらに関して

も，健康教育の重視の観点から一層の充実向上を

図るものであります。

　ついては，貴職におかれては，下記事項に留意

の上，今後の健康教育の推進等を図られるよう十

分配慮されるとともに，貴管下の市町村教育委員

会等関係機関に対し，指導及び周知徹底をお願い

します。

　なお，学校給食の指導については，日本体育・

学校健康センターにおいて，有職者の協力を得

て，学校給食における学校・地域の連i携の推進に



資するため，その具体的な指導内容の体系化等に

ついて検討願ってきましたが，このたびその中間

報告（「学校給食指導研究委員会中間まとめ」昭和

63年5月20日）が取りまとめられましたので，参

考までに送付します。

　　　　　　　　　　　記

　1．　健康教育の推進について

　（1）初等中等教育においては，教科「体育」及

び「保健休育」の「保健」で心身の健康・安全全

般についての知識を習得させるとともに，「家庭」

等の他の教科や「道徳」等でも健康に関する内容

を扱っており，また保健指導，安全指導，学校給

食指導など，特別活動や日常的指導を通じて健康

な生活に関する態度を習得させることとしている

が，学校における健康教育とは，これらを指すも

のであること。

　児童生徒にわたり健康で充実した生活を送る能

力を身に付けさせるため，今後は健康教育の重視

の観点から，このような各領域にわたる指導の有

機的連携を強化するとともに，家庭や地域との連

携も進める必要があること。なお，臨時教育審議

会「教育改革に関する第2次答申」（昭和61年4月

23日）も，このような健康教育の重視について指

摘していること。

　②　社会教育においては，青少年及び成人を対

象とする学級，講座等各種の事業において，心身

の健康に関する学習内容が他の内容と並んで扱わ

れており，社会教育における健康教育とは，これ

らを指すものであること。人生80年時代を迎え，

このような学習活動について，生涯各時期を通じ

ての継続性を持たせるとともに，学校教育との連

携を強化するなど，健康教育の観点から充実を図

る必要があること。

　（3）このような健康教育の推進を図るため，文

部省においては，学校健康教育課を中心として，

学校教育及び社会教育にわたる健康教育の指導内

容の充実や指導体制の強化を図るための施策を講

ずることとしていること。

　（4）都道府県及び市町村の教育委員会並びに学

校その他の教育機関においても，以上の趣旨を踏

まえ，学校教育及び社会教育における健康教育の

日本学校歯科医会会誌60号1988年11月／5

推進を図られたいこと。

　2．　学校保健及び学校安全の充実について

　学校保健及び学校安全については，健康教育の

観点を踏まえ，次のような事項に配慮して，一層

の充実を図る必要があること。

　①児童生徒が発達段階に応じて自主的に健康

　　で安全な生活を実践することのできる能力と

　　態度の育成

　②児童生徒の心の健康の保持増進

　③交通安全教育の充実

　④学校医等の連携をも図りつつ，関係教職員

　　の一体となった取組みがなされるような校内

　　体制の整備

　なお，教科「体育」及び「保健体育」の「保

健」については，今後，昭和62年12月24日の教育

課程審議会の答申を踏まえて，健康科学を基盤と

して，自他の生命を尊重し，生涯を通じて健康で

安全な生活を送るための基礎を培う観点から，児

童生徒が発達段階に応じて自主的に健康で安全な

生活を実践できる能力と態度を育成することを重

視するものであること。

　3．　学校給食指導の充実について

　学校給食は，児童生徒の心身の健全な発達をめ

ざし，毎日の食事を通じて健康な食生活習慣の形

成を図るものであるから，その指導は健康教育の

観点を踏まえ，栄養指導を中心として，実践的，

総合的な「食教育」にふさわしい内容を持つもの

として，一層の充実を図る必要があること。

　このような観点から，特に次の事項について十

分配慮されたいこと。

　①教育や学校栄養職員など関係教職員の密接

　　な連携による指導体制の整備

　②栄養のバランスに配慮した多様で魅力ある

　　食事内容の実施

③食堂，ランチルームの整備，料理形態に即

　　した食器具の使用など食事環境の改善充実

④学校給食を通じての学校・家庭・地域の連

　　携の推進

⑤　関係教職員の研修の充実
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【講義II】

子どもの発達課題からみた歯の保健指導

明海大学歯学部教授中尾俊一

　はじめに

　常日頃，母子保健・学校保健・成人，老人保健

（産業保健）などの歯科健康診査にあたり思い，

心を悩ませるのは膨大な歯科疾患のことである。

　統計的には各領域の各種の施策と多くの人達の

努力により疾病量は僅かであるが減りつつあるが

成人や老人の歯科保健状態をみると，むし歯の多

さ，歯周病の多さ，そ治に歯牙喪失歯の多さにつ

いてである。

　そして痛感するのは，どうしてこんなに多くの

人々は歯科医を恐がり，多くのむし歯をもち，歯

を処置している人でも過去の治療椅子での苦々し

い歯科治療の恐怖と不安をもつのであるかという

ことである。また，熟年者や老人の歯をみても，

その人の年齢にふさわしくない程歯を喪失して，

毎日の食生活が味けなく何とかして元通りの噛め

る状態にして下さいと哀願さカる人の多いことか

である。「親をなくしてはじめて知る親の恩」と言

われるが，「歯を失ってはじめて知る歯の有難さ」

ということをお年寄からいつも聞く言葉である。

　歯の保健指導の意味するもの

　「失ってわかる歯の有難さ」からの脱却は学校

保健における教育と管理の認識と教育の重要性で

ある。教育基本法第1条教育の目的を今一度認識

したい。

　教育基本法一第1条（教育の目的）

　教育は，人格の完成をめさし，平和的な国家及

び社会の形成者として真理と正義を愛し，個人の

価値をたっとび，勤労と責任を重んじ，自主的精

神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して

行わなけれぽならない。

　また，昭和62年12月に教育課程審議会は「幼稚

園，小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基

準の改善について」答申がなされ，その中ても豊

かな心をもち，たくましく生きる人間の育成を図

ることなど四つの項目があげられている。いずれ

にしても，すごやかな精神と身体を育て，基本的

な生活習慣を身につけさせることなど自から生き

る目標を求めその実現に努ある態度を育てること

に歯の保健指導が大きくかかわっていることが文

部省の「むし歯予防推進指定校」や「む1、歯予防

啓発推進事業」の実践の成果から判っている。そ

の具体的な事柄を文部省体育官の吉田螢i一郎氏は

次のようにあげておられる。意識や行動の面から

は，

　①口の中の汚矛1を，自分で確認することができ

るようになる。

　②歯のみがき方については，自分に合った方法

を見つけ出して，進んで歯みがきを励行するよう

になる。

　③口の中がきれいになり，新しく発生tたむL

歯が見つけやすくなる。

　④間食のとり方に気をつけるようになる。

　⑤栄養素のバランスを考えた食事をとるように

なる。

　⑥みがき残しのないような歯みがきができるよ

うになると，日常の生活リズムにも望ましい変化

がみられるようになる。正しい歯みがきを励行L，

間食に気をつけるようになると，ねばり強さ，が

まん強さが身につき表情も生き生きとしてくるよ

うになる。

　一方，歯・口腔の疾病の面からは，

　①むし歯の処置率が向上し，未処置歯が減少す

る。

　②上顎前歯のむし歯の発生が抑制される。

　③高度のむし歯が著しく減少する。

　④永久歯のむし歯の発生が全休的に抑詣ljこ：わ



る。

　⑤高学年に発生する歯肉炎を抑制することがで

きる。

　学校保健の中での歯科保健指導は，歯を通して

歯科保健指導を接点としてライフスタイルから，

しつけ，人間形成，食生活，家庭，地域での健康

づくりなど，自律・自制の心や強靱な意志と実践

力を育てることなど，児童・生徒一人一・人が自分

の健康と歯の健康状態に関心を持ち，身近な生活

における歯の健康上の問題を自分で考え，処理て

きるような態度や習慣を養うことができるように

するものである。そして歯が痛んでくる前に，む

し歯を予防する（むし歯の予防）を心がけ終生忘

れることなく，毎日の生活の中で歯科保健指導て

勉んだことが，その成果が老人になっても自分の

歯で噛め，健康で生き生きとした活力ある人生を

歩むことを知り，self　managementができる様

に終生継続することが何よりも大切である。

　発達課題からみた歯の保健指導

　児童・生徒の発達段階からみた歯科保健指導の

目標とは何かを発達課題で明らかにするのが本講

演の目的である。

　前述の教育課程の基準の改善に関する答申にお

いて，小学校の各教科の編成について，低学年に

ついては，「生活科」を新設している。生活科は，

具体的な活動や体験を通して，自分と身近な社会
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や自然とのかかわりに関心をもち，自分自身や自

分の生活について考えさせるとともに，その過程

において生活上必要な習慣や技能を身につけさ

せ，自立への基礎を養うことをねらいとして構想

するのが適当である。としている。また，小学校

および中学校の「学級会活動」および「学級指

導」を統合して新たに「学級活動」を設けること

とL基本的な生活習慣の形成や健康で安全な生

活に心掛ける態度の育成など，生活や学習への適

応に関する指導を主にして内容を構成するとなっ

ている。

　学校での歯科保健は，教育活動の一環，すなわ

ち学校教育目標達成に向けてのものであることを

認識して，子どもの発達課題からみた歯の保健指

導はどのようなものであるかを明らかにしたい。

多くの健康診断にかかわり思うことは，むし歯の

数を調べるのてはなく，一言でも二言でも子供に

語りかけ，歯の様子を知らせ，また学級担任との

話しあいの機会を作り歯の保健指導の効果，発達

課題からみた目標すなわち各学年や学級の児童や

生徒にこうしてほしいという指導法まで見とおす

目標を示して，保健指導のカリキュラムづくりを

促すよう発展するようにしてみたい。

　学校歯科医はただの歯科医ではなく，学校歯科

医であることを認識し多くの関係者と協力して歯

の保健指導の実をあげたい。
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【第1課題】

「子どもの発達課題に即した指導計画は，

どのように作成したらよいか」

東京都江東区立第二亀戸小学校養護教諭三木とみ子

　学校における歯の保健指導を効果的に進めるた

めには，関係者のよりどころとなる「歯の保健指

導計画」を作成することが99－一の条件と言える。

この計画により歯の保健指導が意図的，計画的，

組織的そして累積的に進められるからである。そ

こで指導計両の作成に当たっては，歯の保健指導

の目漂や，おさえておくべき様々な条件があるこ

とを忘れてはならない，，ここでは，特に歯の発達

課題に焦点をおいた歯の指導計画作成の過程をの

べてみたいJ

　1．　歯の保健指導の目標

　歯の保健指導の目標は，児竜自らが歯や口の健

康の問題に気づき，その解決方法を身につけ日常

生活において健康づくりの実践ができるようにな

ることである。文部省の歯の保健指導の手引によ

ると次の内容があげられている，，

　歯，ri腔の発育Al°疾病，異常なと，自分の口の

健康状態を理解させ，それらの健康保持増進てき

る態度や習慣を養う、

　歯のみかき方やむL幽の予防に必要な望ましい

食生活なと，歯や口の健康を保つのに必要な態度

や習慣を養う。

　2．　歯の保健指導計画作成の際におさえておく

　　べき条件

　（1）子供の歯の発達課題にかかわる条件

　児帝の歯は，乳歯から永久歯へ生えかわる発育

上の大きな変化期であり，それぞれの年令による

歯の発育の特徴やそれに伴う歯や口腔の疾病が現

れる。したがって，健全な歯を保つには，発達段

階のその時，その時に当面するさまざまな課題を

解決することである。つまり，歯の保健指導計画

の作成にあたってはこのような発達課題を十分に

ふまえた上で作成しなけねばならないということ

である。

　発達段階のその時，その時に応じた発育の特徴

や，かかりやすい疾病などを取り上げ，それをの

り越えるための課題として，知的理解の程度，技

能的実践力の程度に即して指導すべきである。

　その内容としては，歯や口腔の健康を保つため，

「歯みがきのしかた」に関する技能の習熟に関す

る事項とその他の基本的内容とに分類してみた。

　以下，発達課題と指導の着眼点及び，主な指導

事項をあげてみる。

〈低学年〉

　この時期は，上下の前歯が生え始め，6歳臼歯

が生えそろってくるが，生え始めて間もない6歳

臼歯がむし歯に冒されやすいという課題がある。

　この時期の歯の保健指導の着眼点としては，6

歳臼歯をむし歯にしないということを中心に次の

ような指導をする。

　06歳臼歯の歯みがきは，歯ブラシが届きにく

　　いので，口を横に大きくあけて入れ，歯ブラ

　　シの毛先がしっかり当たっていることを確か

　　めてみがくようにさせる。

　○咬合面だけでなく舌側面（内側），頬側面（外

　　側）も歯ブラシの毛先をしっかり当ててみが

　　けるようにさせる。

　○歯ブラシに力を入れすぎず，こまかくていね

　　いにみがくようにさせる。

　Orlに合った歯ブラシを使い，みがいたあとの

　　しまつができるようにさせる。

〈中学年〉

　この時期は，上顎の前歯が生えそろってくる。

さらに乳歯の臼歯が抜け第一！」、臼歯，第二小臼菌
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が生え始ゐる混含歯列期である。不正咬合や歯肉

炎があらわれ始め，上顎切歯の隣接面がむし歯に

なりやすいという課題がある。

　この時期の歯の保健指導の着眼点としては，前

歯のみがき方の習熟に主眼をおくが，混合歯列期

という萌出の特徴をとらえた歯みがきのしかたも

おさえておく必要がある。

　○前歯は比較的みがきやすいので，歯みがきの

　　基本をこの歯で教え習熟させるようにする。

　　例えぽ，赤染めをしてその中の一番赤く染ま

　　っている歯をきめ，歯ブラシの毛の先をどの

　　ように当て，どのように力を入れ，どのよう

　　にうこかすか等を確かめながら指導をすると

　　自分の歯殴がきの自己評価もできて効果的で

　　あるQ

　O混合歯列期で，歯かそろつていないので，鏡

　　などをつかって歯面に歯ブラシの毛先がし一，

　　かり当たっていることを確かめながらみがく

　　ことができるようにさせる。

　○おやつを時間と量を考えてとることができる

　　ようにさせる。

　○むし歯の原因が歯垢であること，一度かかっ

　　たら自然治癒しないことなどをわからせる。

〈高学年〉

　この時期は，第二大臼歯（12歳臼歯）が生え始

める。前歯が生えそろう。

　歯肉炎にかかりやすくなる。不正咬合が「1立つ

ようになる。12歳臼歯がむし歯にかかりやすい等

の課題がある。

　この時期の指導の着眼点としては，歯肉炎の予

防に主眼をおき，みがき残しのない歯みがきの技

能の習熟を中心とし，歯の健康を保つための食生

活のあり方や，歯の働きについて指導する。

　○歯肉炎の原因が歯垢であること，そ才〔は，歯

　　みがきで予防できることや，初期であれば治

　　すこともできることをわからせ，歯みがきが

　　しっかりできるようにさせる。特に歯と歯ぐ“

　　きの間や歯肉のよごれを歯ブラシの毛先をじ

　　ょうずにつかっておとせるようにさせる。

　O自分の歯ならびの特徴や，赤染め等によりみ

　　がきのこしやすいところを知り，歯ブラシの

　　毛先の特性を生かし，力を入れずにみがける

　　ようにさせる。

　○健康な歯を作るためには，すべての栄養素を

　　とる必要があることを知りバラソスよくなん

　　でも食べることができるようにさせる。

　○歯の働きを知り，よくかんで食べることがで

　　きるようにさせる。

　②　自校における子供の実態にかかおる条件

　先の発達課題や指導の着眼点はすべての子供に

当てはまる普遍的な条件である。しかし，各学校

における子供の歯や口腔の問題，指導体制，保護

者の意識などに大きな違いがある。そこで次にあ

げるような「自校における条件」を的確につかん

でおかなければならないe、

　「i、歯の検診結果の状況（むし歯の実態，歯肉炎び）状

　況）　｛2歯みがきの状況（染め出し検査の状況，給

　食後の歯みがき実践の状況）　③間食や食生活のあ

　り方の状況，保護者の意識　堕学校における保健指

　導の体制の状況（学級指導の位置づけ食S’：）

3．　指導計画作成の手順

⑦　日標や内容・基本的条件（発達課題）　　児

　　竜の実態把握

　指導計画の基本的事項として，歯の保健指導

の目標，内容，発達課題，そして自校の児童の

歯の健康に関する実態を掌握しておくことであ

る。これらのことから歯の健康についての問題

点を追求し自校の歯の保健指導がどのようでな

けれぽならないかが明らかになってくる。

②　到達目標の設定

　歯の保健指導は，児童の主体的実践を促し，

口常の生活行動の変容を期待するものである。

そのためには児童の発達段階に即し，少なくと

もこれだけは身につけさせたいという目標を設

定しておく必要がある。

③　指導内容の設定と構造化

　到達目標を達成するために，毎日の生活の中

で児童にわからせたい内容，実践させたい内容

は何であるかを，理解目標・行動目標で具体的

に設定する。さらにそれらの中で相互に深い関

連をもつもの，又は”・連の系統性をもつもの等



に類別し，一日でわかるように構造化を図る。

④教育課程への位置づけ

　歯の保健指導は教育活動全体の中で展開され

る訳であるがここでは主に学級指導，日常の指

導，家庭との連携による指導を指導の場として

1立置づける。

　※　学級指導の時間配当と主題の設定

　他の学級指導との関連から1単位時問，1／2単

位時間でとれる時数を設定し，先に明らかにな

’、た指導内容を学年の発達段階や内容の系統性

に留意して主題を設定する。

〆5．指導内容と指導の場との内容配列表の作成

　指導内容と指導の場（学級指導　指導主題）

を対応させた内容配列表を作成する．，この配列

表により，●指導の系統件がわかり，既習事項

をふまえた指導が展開できる，、●各学年の指導

主題と理解目標・行動目標との関連が一十1でわ

かる。●各学年での指導内容の重複がなく効率

的な指導ができる．

⑥　指導の実践

⑦　指導計画の評価と反省

　それぞれの指導の場での実践に基づいて出さ

れた評価や反省等を分析し，指導計画の手なお

しをする。

　4．　本校における指導の実践例

　本校は，歯の保健指導を計画的・組織的に進め

るのは，今年度が始めであり，取り組みの第一歩

である。したがってまだまだ十分とは言えない

が，木校の指導計画と，発達課題をふまえた指導

の1例として，5年の「歯肉炎と歯みがき」を紹

介してみる。

　（1）本校の歯の保健指導計画と指導時間の位置

　　　づけ

　本校の児童の実態からすべての学年に歯みがき

の技能習得に関する内容を基盤におき，その他の

基本的な内容を適切にとり入れ全学年1単位時間

の設定をした。

　②　5年の指導例

　　ア．指導主題　歯肉炎と歯みがき

　　イ。指導案

日本学校歯科医会会誌60号1988年lUl／11

ウ．指導者

　始めての指導の試みということで指導過程

により指導者は次のように分担した。

指導過劃鵜劃 指　導　内　容

問題の発見

問題の焦点化

学級担任

学校歯科医

●歯肉炎にかかっている人

●将来歯を失う歯周炎に結
　　　　　　　　　　1びつく歯肉炎

●歯肉炎の症状やすすみ方

●全身への影響（スライト）

i●自分の歯肉

問題解決の方法

実践への意欲化

　　　　　●歯肉炎は歯みがきで治るi

養護教諭●歯みがきの基本（VTR）
　　　　十
　　　　1●歯みがき実習（赤染め）

　　　　　●fEとめ

学級担任●歯みがきの日常的実践と
　　　　　　　　　1習慣化

エ．指導後の反省

1
し
童　スライトをみたときは歯が黒く，フヨ　1

　ブヨして気持わるかった。自分の歯肉が

　心配になった。しかし先生から歯みがき

みがきの実習で私は赤くそまってしまっ

たのでビデオてみたように一生懸命練習

してきれいにした。

で治るときいて安心した・そのあとの制

学校歯科医：むずかしい専門用語をつかわすに，わ

　　　　かりやすい言葉をさがすのに苦労した、，1

学級担任：放置すればこわい歯肉炎も「歯みがき

　　　　で治せる」ときいて，みがく意欲へ結ひ

　　　　ついた。加えて赤染めにより，自らの課1

　　　　題を科学的かつ心情的にとらえ，自ら解1

　　　　決しようとする意欲が感じられるよい授1

　　　　業であった。

　まとめ

　歯の指導計画の作成と実践の一例をあげてみ

た。今日では，研究指定校等の参考になる計画例

が多く示されている。これらを手がかりとして

「本校ではどのような内容でどのような実践をし

たらよいのか」を明らかにして自校の計画を作成

するのも1つの方法であろう。さらに実践と評価

を繰り返し計画をよりよいものにしていくことが

望まれる。
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【第2課題】

「子どもにやる気を起こさせる指導はどうあればよいか」

埼玉県所沢市立小手指瓢1彫校教諭浅野幹雄

　L　本校の概要

　本校は埼玉県西部，所沢市内の南西部の狭山丘

陵末端に位置し，周囲緑に囲まれた学校環境であ

る。昭和22年に開校，校舎建築時には校内から縄

文・弥生時代の土器，石器や住居跡等多数発掘さ

れた。また，旧学区内の小手指ケ原は，新田・北

条軍の古戦場として有名である。昭和50年まで300

人余の小規模校であったが，以後地域の開発・都

市化が進み生徒数が急増し，昭和58年には1，354

人に達した。昭和59年隣接中学校の開校により，

生徒数はやや減少t，現在善通学級24，特殊学級

3，生徒数1，025人の規模である。

　昭和55年～58年生徒数の急増に伴い，生徒指導

Lの諸問題も急激に増加し，対教師暴力，生徒間

暴力，器物破損等の校内暴力が次々発生し，すさ

み荒れた学校となった。地域・保護者・教職員の

一体化した生徒指導の取り組みにより，現在は

3～4人の服装違反生徒を除き全ての面で落ち着

きのある活気に満ちた学校となっている。

　2．　歯科保健活動の取り組み

　本校では，学校教育目標の1つに「心身共に健

康でたくましい生徒」の育成をあげているLこの

目標具現化の保健努力事項として，（1）自立的て健

康な生活を送ることのできる生徒の育成　（2）実践

をとおして安全のために必要な行動を会得L，自

他の生命を尊重する能力や態度の育成　（3）歯を人

切にして歯の健康に取り組む生徒の育成とLた。

　この努力事項の具体的実践の1つとして本校て

は債極的な歯科保健活動を推進しているが，その

恨底・基盤となるものは

　（ア）生徒個々が自分の歯を知り，自分で行動を

　　おこして，自分の歯を大切にする。

　（イ）その習慣と実践は自らの強い意志，川ら心

である。

　自らを省みる心の教育，心の健康増進をもって

体の健康を増進する。このことによって荒れた中

学校の立て直しを図ることであった。幸い学区内

・学区に極く近い所に開業歯科医院が十数軒もあ

り，う歯治療にはすぐに応じていただけた。特に

本校歯科医片桐誠先生は，歯科保健活動→生徒指

導の充実という学校のねらいを扱みとられ，歯科

検診では，生徒への生活上の言葉かけのほか，生

徒からの歯の相談を受けられたり，検診の受け方，

（態度・礼儀等）の指導をも生徒一人一一人にして

くださり，教師以ヒの生徒指導の実践者であられ

る。そのような教育的配慮及び指導のおかげで現

在では，検診時40～50人の生徒が保健室前廊下で

順を待つが，おしゃべりや歩く足音も全くない態

度で受診できるようになっており，生徒自身歯の

健康についての意識が高まっている。

3，具体的な歯科保健活動の取り組み

（1）全体行事

ア．定期健康診断また臨時健康診断での歯科検

　　診

　　本校では，4月・9月の年2回歯科検診を

　行っている．歯科検診は生徒各自が自分の歯

　の状態を知る貴重なチャンスととらえ，学級

　担任による事前指導（歯科検診び）正しい受け

　方）をしっかり行って丁寧に検診していただ

　いている．歯科校医片桐先生のお人柄から，

　「お一すごい、きれいな歯だね」「よく治し

　てるじゃない一痛くなかった。」「むし歯があ

　るぞ，9月にまた来るから，必ず治しておく

んですよ。」等々やさしく，生徒一人一人に

声をかけてくださる。生徒は，その指導を糧

　に，歯をよくみがき，う歯治療に励んでいる。
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日本学校歯科医会会誌60号1988年11月／13

歯科保健活動年間指導計画

所沢市立小手指中学校

目　標　1 歯　　雅卜　f呆　　健　　才旨　　導 1　犠保懸員会翻

歯科検診の受け方 歯科検診の補助

自分の歯の状態を知る むし歯の有無，自分の口腔衛生の状態を知る むし歯のある者に治療するようす

すめる

むし歯のある者は早く治 むし歯はそのままにしておいても治らないこ 治療票の整理

療する とを知り，1日も早く治療する。 クラス別未治療者表作成

歯の大切さを知る 1歯は性使うものであり，歯の大切さを矢・る 【む噛予防デー（週間）の取り取み

強い歯質づくりのため食 夏休み中の食生活について 着色料，保存料の恐怖ポスター作

生活を改善する （スナック菓子，清涼飲料水の害） 成，夏休み前再勧告

効果的な歯みがき法を知 自分の歯並びにあったみがき方 歯みがき調べ

る みがき残しのない方法を知る ブクブクうがいの実施

歯の構造を知る
歯の構造を知り自分の歯がどの程度のものか 歯の構造を図示

を知る

大切な歯を支える歯ぐきの病気を知る 治療票の整理

歯ぐきの病気を知る その他健康をむしばむ病気を知り，健康の大 100％治療達成クラスの表彰

切さを再確認する

むし歯の早期発見早期治 今だにむし歯のある者，または新たにむし歯 冬休み前，再々治療勧告

療 のできてしまった老は冬休み中に治療する

歯ブラシの正しい選び 使い古した歯ブラシでは効果はない 治療票のまとめ

方，使い方を知る 年の初めに買いかえよう

歯や［の中の病気を知る
口内炎や不正咬合等の病気を知り，体に与え 口内炎や不正咬合等の図示

る影響を考える

一年間のう歯予防

治療の反省をする

各自，むし歯の予防と治療を実践できたか，

食生活の改善はできたか

その他の健康状態は

一年間のう歯予防，治療実践を反

省しまとめる

． 全校一斉のう歯予防指導（全体集会） 生短期大学助教授・河瀬光枝先生等にもこ来

むし歯予防週間の6月 4日～10日の前後の　　　　校いただき， 「むし歯予防は，ガソ予防にも

曜日の第四校時（全学年一斉学活の時間） つながる。」 「歯をじょうぶにするための栄養

分の時間を使って， 「歯の衛生講演会」を 学」等々たいへん貴重な講話をしていただい

っている。内容は， 片桐歯科校医さん，所　　　　ている。

市役所保健予防課の歯科衛生士さんに来て ウ． ビデオ教材を使った全体指導（全学級一

ただいて，う歯予防の講話と， 正しい歯の　　　　　　斉指導）

がき方の指導をしていただいている。例年 1，000名を越える学校規模なので，全体集

例となり，生徒のう歯予防， 正しい歯のみ 会では生徒の意識を高めるにはたいへんよい

きの意識を高めるには， とてもよい機会と が，歯のみがき方の細かいテクニックなどを

なっている。その年により，片桐先生のご助

力で，所沢保健所長。国枝寛先生，埼玉県衛

伝えるのは難しいとの反省から，全体集会と

合わせて，自作ビデオ教材作りを手がけ，ビ
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　　デオ教材による全学級一斉指導を行い，教職

　　員の保健安全部と，生徒保健委員会が協力し

　　て，ビデオ教材を作った。内容は，保健委員

　　による，歯科校医さんへのイソタビュー，歯

　　科衛生士さんの正しい歯のみがき方の指導，

　　強い歯質づくりに必要な食生活について等で

　　ある。全体行事を成功させるには，全職員の

　　協力が不可欠であるが，本校では生徒指導上

　　の問題を乗り越えるため，どのような取り組

　　みも全教職員協力してやっていこうという意

　　識がたいへん高いので，う歯予防指導の全体

　　行事も全職員が，一致協力して行ってきてい

　　る。

　（2）学年行事

　各学年とも様々な学年行事の機会をとらえ，う

歯予防指導に力を入れている。

　特に1年生への指導は重要と考え，1年生だけ

のう歯予防指導集会を行っている。16mm映画

「歯一ブラッシングを科学する」を見せて，歯み

がきの大切さをわからせ，歯みがきを実践する強

い心一今歯と心の健康について指導を徹底Lてい
る、、

　2，3年生については，永久歯の重要性につい

て，歯周疾患の恐ろしさについて，夜食後も必ず

歯をみがくこと等々，ゆとりの時間における学年

集会で指導している。

　（3）学級指導

　「う歯予防学級指導案」を保健安全部で作り，

短・長学活で活用している。教材には自作ビデオ

教材を使っている。

　また，う歯治療が終わり，治療票を保健室へ提

出すると，生徒には賞が渡されるが，この機会に

は大いに誉めている。う歯予防，う歯治療は生徒

自身がやる気を起こしさえすればその生徒の学力

や運動能力に関係なく目標を達成させることがで

きる。普段目立たない生徒，誉められることの少

ない生徒を，大いに認め，誉めてやる機会とする

ことができる。そうして認められた生徒の自信

は，う歯予防の取り組みから，学習や運動のやる

気へ確かに高められてきている。

　さらに，短学活においては，歯みがきの点検を

日常的に行っている。

　（4）生徒会保健委員会の活動

　各クラスから男女1名ずつの保健委員が選出さ

れる。保健委員には，問題傾向のある生徒が立候

補してくることもあるが，生徒たちけ委員会の仕

事を喜んでよくやる，

　　ア．広報活動

　　　○生徒保健委員会からの保健だより（各個

　　　　人配布）

　　　○ビデオ教材作り（台本作製・撮影）

　　　○ポスター・壁i新聞クイズ・標語

　　イ．点検活動

　　　0各クラスのう歯治療状況の点検（未治療

　　　　者に確認，治療票の整理）

　　　○歯みがき点検

　　ウ．統計活動

　　　○クラス別う歯治療状況月報（各クラス配

　　　　布）

　　　○治療票の掲示（保健室前に掲示）

　　　○生徒会朝会での治療状況発表

　　工．保健委員会全体として

　　　○歯科検診時の補助

　　　○全体集会，学年集会の準備・運営

　（5）家庭への啓蒙活動

　学校の歯科保健活動の取り組みを，家庭にも理

解していただき，協力してもらうことが大り」と，

各種の機会を利用して協力を求めている。保護者

会，地区懇談会，家庭教育学級，P・T・A厚生

部会，ならびに広報活動（保健室よりの保健だよ

り，学年学級だより，P・T・A広報）を行っ

て，特に強い歯質づくりには，バランスのとれた

食生活が必要と，そのカギを握る母親と養護教諭

との，食生活に関する懇談会も行っている。

　4．　まとめ

　本校は60年度～62年度の三年間，埼玉県よい歯

のコンクールにおいて，大規模学校の部で「最も

よい歯の学校」に選ばれた。この埼玉県一位との

評価をいただいたことは，全校生徒の自信とやる

気につながっている。また，その他の学校保健活

動の面でも，学校事故は減り，インフルエンザに



よる学級閉鎖もない。朝会，体育行事（体育祭・

マラソン大会）で倒れる生徒も，ほとんどいな

い。しかし，う歯治療率も今だ100％とは言えず，

日本学校歯科医会会誌60号1988年11月／15

学校保健活動全般もすべて目標が達成している訳

ではない。さらに歯科保健活動を充実させるとと

もに，学校保健活動を推進させてゆきたい。
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【第3課題】

「家庭・地域との連携を緊密に図るための学校

保健委員会の運営はどうあればよいか」

栃木県湯津上村立佐良＋小学季交校長星 昇

　1．　はじめに

　児童の毎日の生活は，学校・家庭，地域社会に

広がっており，児童はそれぞれの場において様々

な影響を受けている。学校において保健指導を進

めるに当たっては，一人一人の児童が，学校生活

に喜びと希望を持てるような教育環境を整えてい

くことが必要である。

　そのためには，学校，家庭，地域社会それぞれ

が，固有の教育機能を再確認するとともに，学校

は家庭，地域社会及び関係機関と密接な連携を保

ち，一致協力した指導を推進していくことが極め

て大切なことである。

　ところで，昭和62年度の学校保健統計調査によ

れば，むし歯の治療については，子どもの約半数

は未処置のままでいるのが現状である。

　子どもは現在発育期にあり，生理的，精神的に

も不安定であるために，むし歯の局所に及ぼす生

体的影響は，成人よりもはるかに大きいという。

子どもの健康を考えるとき，むし歯の治療につい

ても，前に述べたように学校，家庭，地域社会が

三位一体となって対処し，子どもの健康づくりに

努めなければならないと考える。

　2．本校をとりまく地域の概要

　本村の人口は約6，000余名で，面積は約32平方

キPtメートルである。純農村地域で，約80パーセ

ソトは農業を営んでいる。本地域には，国指定文

化財の上・下侍塚，日本三古碑の一つである那須

国造碑など，数多くの史跡，文化財があり，歴史

の古い村である。

　医療機関は内科2，歯科1の医院がある。自然

環境に恵まれ，豊かな村であるが，文化保健施設

は少なく，学校が地域に果たす役割は大きい。

　3．本校の概要

　本校は教］職員14名，児童数146名，　6学級の小

規模校である。児童ぱ素直で，明るく，自分の健

康管理については，関心が高く疾病等の治療には

余暇を活用し，積極的に当たっている。保護者も

教育に対しての関心が高く，協力的である。教育

優先の村政の中で，本校の施設設備はかなり充実

している，，

　4．　家庭地域との連携を図った学校保健委員会

　　の活動

　本稿では，以下実践してきた，学校保健委員会

の運営の概要について述べてみたい。

　〈1）学校保健委員会の規約

　本校の学校保健委員会の規約は下記のとおりで

あるn

　　　　　　佐良土小学校保健委員会規約

第1条（趣旨）　この規約は，学校保健法，同施行規則等の

　　　　　　趣旨をふまえ，佐良土小学校管理運営規定第

　　　　　　8条の規定に基づき，本校保健委員会の組織

　　　　　　及び運営について，定めるものとする。

第2条（目的）　この会は，佐良土小学校の児童が健康で安

　　　　　　全な生活ができ，よりよい健康の習慣を身に

　　　　　　っけて心身の健全な発達ができるように，本

　　　　　校の保健安全活動について研究協議し，それ

　　　　　　る推進することを目的とし，あわせて地域の

　　　　　　保健安全活動の啓発を図る。

第3条（事業）　この会は，前条の目的を達成するために，

　　　　　次のことを行う。

　　　　　1．学校保健安全計画の立案と実施に関する

　　　　　　こと。
2．健康診断と事後の指導及び健康縮談に関

　すること。

3．　学校安全及び，学校環境衛生に関するこ

　と。

4．　学校保健，安全に関する調査統計並びに

　研究に関すること。

5．保健事業の啓発に関すること。

6．　その他，目的達成に必要なこと。



第4条（組織）　この会は，次の委員をもって構成する。　1

　　　　　　　1．　（教職員）校長，教頭，体育主任，保健

　　　　　　　　主事，養護教諭　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　2．　（児ci会）児9会代表　　　　　　　　i

　　　　　　　3．　（学校三師）学校医，学校歯科医，学校’

　　　　　　　　薬剤師

　　　　　　　4．　（保護者）PTA会長，PTA厚生部長，　I

　　　　　　　　PTA学年部長，母親代表
　　　　　　　5．　（地域代表）本村南部地区保健委員，同

　　　　　　　児童委員
第5条（役員及び任期）　この会は，次の役員をおく。役員

　　　　　　　は，委員の々二選とし，任期は1年とする。た

　　　　　　　だし，再任を妨げない。委員長1名，副委員

　　　　　　　長2名，書記1名　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　委員長は，会務を総理する。副会長は，委
　　　　　　　員長を補佐し，委員長事故あるときは，その

　　　　　　　任務を代理する。書記は，会議を整理し，記I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　録する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎学期2第6条（会議）　この会の会議は，委員長が召集し，
　　　　　　　一回開催する。ただし，必要に応じて臨時に｛

　　　　　　　開催することができる。

　　　　　　　　会議には，佼長の指名する者も出席できる・

第7条（帳薄）　この会に，次の帳薄を備える。

　　　　　　　会則凄員名簿・　ktw，その他必要なもの1
第8条（改廃）　　　　　　　　この会の規約の改廃は，委員の過半数で決1

　　　　　　　する。

　（2）学校保健委員会のしおり

　学校保健委員会を円滑に運営するために，下記

の運営のしおりを設定している。

　　　　　　　学校保健委員会運営のしおり

1．　会議の運び方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　（1）保健委員会の運営は，校長の指示をうけ，保健主事が1

　　　計画する。

　（2）保健委員会の例会は，4月，9月，1月に開催する。1
　　　必要に応じ，他の月に囲催する。　　　　　　　　　1

　（3）会議の進行は，保健主事があたる。　　　　　　　　1
　（4）資材の整理は，養護教諭があたる。　　　　　　　　；

2．協議の進め方
　（1）議題は，できる取り具体的なものに絞る。

　（2）協議時間は，1時間30分を超えない程度を目安とする。I

　C3）議長，原則として委員が交替であたる。　　　　　　1

　（4）協議の進め方の順序　く例〉

　　ア　前回委員会の報告
　　イ　当面の学校の保健活動の報告　　　　　　　　　　5

　　ウ　議題の提案と協議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　工　次回の予定
3．　委員会の会議結果の処理

　（1）教職員，保護者で解決のできるものは，直ちに実行すi

（，）癒協力を求める轍すばやく翻聯する』

　／3）PTA活動で，徹底する。
　（4）児童会活動で，徹底する。

　（5）職員打合せ，職員会議で，徹底する。

　（6）血液，心電図（4，5年）カリナスタット等の検査を1
　　　実断するため。特に，学校医，学校歯科医との緊密な1

　　　連携を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　1
4．　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　児童が出席する議題は，児童保健委員会で十分検討する。
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　〔3）学校保健委員会例（昭，58年，第1回）

　　a　会議要項

　　　会議要項は，下記のとおりで報告事項，協

　　議事項，その他に分けて協議した。

　　b　協議の内容

　　　（a）　協議のテーマ

　　　　○健康診断の結果について

　　　　○性に関する実態調査について

　　　　○児童の負傷事故防止

　　　　○その他

　　　　等に観点をしぼり協議した。

　　　（b）協議内容

　　　　むし歯治療，性に関する調査，間食調査

　　　等については，職員及び保護者への周知

　　　と，学校・家庭の両面からの指導の強化を

　　　図ることを確認した。

　　　（c）協議事項に基づく実践例

　　　　　「ほけんだより」の発行によって，保護

　　　者への周知を図り，またPTA学年部会の

　　　折などに，間食の問題点をとりあげ，これ

　　　らに対する家庭の役割について啓発し，指

　　　導の効果を図った。

　（4）学校保健委員会の地域への啓発活動

　地域の保健センター的役割を持った本校の学校

保健委員会の協議結果は，種々の方法で広く地域

に働きかけ周知を図り，学校と家庭・地域社会と

の連携を密にして，児童がより健康で安全な学校

生活，校外生活が送れるよう努めている。その啓

発活動の例をあげると

　　ア　村内の保健委員会に，本校の資料が掲示

　　　活用され，村の保健行政に役立てられてい

　　　るっ

　　イ　村内の保育所でも，本校の「歯みがきタ

　　　イム」にならい，食後の3分間自由に歯み

　　　がきをする時間が設定された。

　　ウ　「学校だより」「いわがわ」（PTA広報

　　　紙）による啓発活動

　　工　保健講話の開催

　　オ　「広報ゆずかみ」による地域への啓発

　　力　子供会育成会への働きかけなどである。

　（5）学校保健委員会運営上の留意事項
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ア　協議事項の固定化をさけるため，日々の

　教育活動の中から，具体的なものをとりあ

　げること。

イ　PTAの会員の参加の機会を設け，校

　外，家庭生活全般からの問題発見に努める

　こと。

ウ　学校三師と，常に連絡，連携を図るこ

　と。

　5．　おわりに

　学校と家庭，地域社会の連携を図るナこめには，

学校からの情報を単に提供するのみではなく，そ

の情報を家庭・地域社会が正しく理解し，それを

また学校ヘフィードバックすることが必要であ

る。そして学校では，それを更に分析し検討し，

また改善工夫を加えて，家庭・地域社会に提供す

るという「行って」，「返って」，「また行く」とい

う作用が大切であると考える。この地味なくり返

しが，学校を理解し，また活動の活性化につなが

るものと考える。

　学校の保健活動の活性化はもちろん，その他の

教育活動も，家庭・地域社会の理解，協力，連携

なくしては，所期の目的を達することはできな

い、以上家庭・地域社会との連携を意図した，さ

さやかな実践であるが，各位の御指導，御批判を

いただけれぽ幸いである。
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【第4課題】

「歯の保健指導における学校歯科医の役割」

栃木県小1肺立小山城東4・学校学校歯科医柿沼幸宏

　学校歯科医の職務は，学校保健法施行規則第24

条に示されているが，私も含め多くの学校歯科医

は，歯の健康診断のほか，年1，2回学校保健委

員会に参加し，また，歯の衛生週間等にあわせて

行う学校行事において講話を行う程度が現実では

ないだろうか。また，学校と学校歯科医との接点

に立つ養護教諭の方々も，先生方は忙しいから

と，学校歯科医との接触を遠慮している点も多々

みうけられる。

　私もかつてはあまり熱心でない学校歯科医であ

ったが，たまたま一人の熱心な養護教諭に出会

い，要望を受け，口腔衛生に関するビデオを製作

したところ，そのビデナをみた児童，父兄の反響

の大きかった話を養護教諭から聞き，歯の健康診

断とは異なる学校歯科医の使命を知り，学校歯科

医の役割りを考えるようになった。

　ここでは，小山市立小山城東小学校における歯

の保健指導に，学校歯科医がどのように係ってい

るかについて報告する。

　1．　小山城東小学校について

　小山市は，栃木県の南部で茨城県と接するとこ

ろに位置し，東京に最も近く，東北新幹線では大

宮の次の停車駅で，上野から40分の乗車時間にあ

る。人口は現在14万人弱であり，年々人口が増加

している。小山城東小学校は，この小山市の中央

東部に位置し，児童数1，006人，教職員数47人の

大規模校であり，学校歯科医は3人いる。児童の

家庭は給与所得者が多く，都市型の学校である。

近年のう歯の状況は，次のようである。

　　　　　　160年　：61年　162‘ti　　63年

噛被患率93・　7％93・　5％　1　94・　0％　1　92・　3％

処置完了者率25・4％、3・・7％　！　29・3小1・8％

　この値をみると，あまり良い結果ではないが，

県南一の大規模校という難しさもあり，これから

我々学校歯科医および各関係者が相当熱心に取組

んでいかなければならないと思われる。そして現

在やっと次に挙げるような事業に取組みはじめた

ので，今後の結果が期待される。また，近年小山

市も歯科医院が急増しているので，健康診断の事

後処理も容易になってくるものと思われる。

　2．　歯の保健指導に対する学校歯科医の係わり

　小山城東小学校においては，歯科については

「食べ物がよくかめる丈夫な子を育てる」ことを

目標として，児童に指導を行っている。この目標

は，高齢化社会を迎えたわが国において，歯の寿

命は43～62年と短かく，また，最近では食べ物を

よくかめない幼児も増加していることにより，か

かげた。また，よくかむことは，単に歯だけの問

題ではなく，全身の健康にもつながり，スポーツ

の記録にも，さらに学習面でも影響があるともい

われており，教職員はもとより，児童，保護老に

も理解が得られるテーマと考えられる。

　この実際的な指導は，校長をはじめ教職員の理

解を得て養護教諭が中心となり，一部は学校歯科

医の診療所に勤務する歯科衛生士も参加して行っ

ている。第一大臼歯の観察，染色剤による歯の汚

れの観察，印象模型による健全歯列とう歯列の比

較，歯科疾患の治療ビデオなどにより，歯の大切

さとう蝕予防の重要性についての態度を養うとと

もに，ピーナッツやりんごを丸かじりさせて，給

食のカムカム運動，顎模型（上下顎健全歯と一方

健全歯他顎をう歯）による咬合力測定などの実際

を通じて，また，祖父母の歯の状況と好む食べも

のとの関係を調べさせるなどして，かむことの重

要性を認識させる指導を行っている。

」
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　学校歯科医は，これらの指導の実際場面にほと

んど参加せず，裏方として，専門的な指導のほか，

印象模型や顎模型など指導用教材の作製，ビデオ

など資料の提供，また，学校広報紙や保健だより

に寄稿などの役割を行っている。これらは，養護

教諭と電話連絡，養護教諭の訪問により行ってい

るが，診療所の昼休みに行うことにより，診療へ

の影響をできるだけ少なくしている。

　以上まとめると，学校歯科医は，保健指導の第

一線に立つことなく，養護教諭のサポーター（あ

るいは仕掛人）として，保健指導に寄与できると

考える。また，歯科衛生士の活用も重要と考える。

しかし，そのためには，日ごろから，児童の状況

についての情報が，養護教諭から入手されなけれ

ばならない。情報なくして，現実に即した指導は

困難である，

第1分科会に集まった参加者の皆様

第1分科会（教員部会）

9月29日（木）栃木県教育会館大ホー・レ

開会あいさつ　　　　　　　　　　　栃木県教育委員会教育次長　清　水　英　世

講義阻

　　　「歯の保健指導を効果的にすすめるための授業の在り方」

　　　　　　　　　　　　　　神奈川県綾瀬市立綾南小学校長ltJ田央
講義iX

　　　「そしゃくの意義と食生活に関する指導1

　　　　　　　　　　　　　　（ネト）日本学校歯科医会常務理事石川　実

講義、

　　　「歯のみがき方と指導の実際」（講義と実習）

　　　　　　　　　　　　　　（社）口本学校歯科医会常務理事桜井善忠

閉会あいさつ　　　　　　　　　　栃木県教育委員会保健体育課長　池　田　　　　収
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【講義III】

「歯の保健指導を効果的にすすめるための授業の在り方」

神奈川県綾瀬1泣綾1を‘小学校校長山田 央

　1．　はじめに

　学校における歯の保健指導を進めるにあたって

は，学校としての歯の保健指導に対する基本的な

態度を明確にしておく必要がある。特に，次の点

については，具体的におさえておくことが大切で

ある。

　（1）児童生徒の健康は，生活の手段として重要

なのではなく，教育の目的としての位置をもつも

のであること。

　it　2）学校が，児童生徒を預かり，日々教育をし

ている中で常に心がけ，子供に働きかけてやるこ

とは，子供が持っている問題を解決してやること

である。歯の健康に問題をもって生活している者

がいれば，その問題を解決してやり，生活をより

望ましいものにしてやることが教育の使命であ
る（，

　C3）学校における歯の保健指導は，教育課程に

位置をもつ教育の内容である。小学校では，教科

体育の保健学習，理科，学級指導，学校行事等が

直接的指導の場である。

　2．実態の把握

　指導計画の作成や指導の展開をする段階では，

児竜生徒の実情を十分に把握することが必要であ

る。そのために，いろいろな調査が実施される。

　　（例）

　　　○むし歯にかかっている人数

　　　○むし歯の数（本数）

　　　○歯みがきをしている人数

　このような調査をよく見ることがあるが，この

調査は量の調査であって，歯科保健管理あるいは，

指導資料としては大切な資料であるが，このまま

では，次の具体的な対策が生まれにくい。更に一

歩深めたり，観点を変えて，「なぜ」「どうして」

がとらえられるような調査が必要である。つまり

質の調査である

　　（例）

　　　○歯みがきができないときはどういうとき

　　　　ですか。

　　　○歯みがきで，どこが一番みがきにくいで

　　　　すか。

　　　0歯みがきで，どこが一番みがきよいです

　　　　か。

　3．指導計画

　指導計画の立案に当たっては，児童生徒の実情

に即すことになるが，作成の手順を十分に考える

ことが大切である。特に歯の保健指導は，発育・

発達の段階が確実におさえられていなければなら

ない。

　／1）指導‘li：項を明らかにする。

　児童生徒の実情がはっきりすると，歯の健康に

かかる問題も明らかになる。同時に，指導しなけ

ればならない事項が浮きぼりになり，学校全体や

学年の傾向を明確におさえることができる。

　（2／発達に即して，指導事項を整理する。

　低学年で身につけさせる事柄と，中学年から指

導すべき事柄。高学年で重点的に指導すべき事柄

等，児童生徒0）発達に即した配列が必要で，それ

によって，学年ごとの指導の重点が明確になり，

学校全体としての指導の一貫性を図ることも可能

となる。

なお，その際に，1単位時間竜単位時間等の

指導事項を区別しておくことも大切である。

　13）ねらいや内容を設定する

　学年ごとに，指導事項についてのねらいや内容

を設定して，どの学年で何を指導し，どのような

態度や習慣を形成するかはっきりさせることが大
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〈歯の保健指導の基本事項と学年別配当の例〉

歯の保健指導の基本事項と学年別配当の例’

　　1単位時間●÷単位時間　△必要に応じて ×必要とせず 　○　○項目を組み合わせて
∫頁　　目 指　　導　　事　　項 1年　 2年　 3年　 4年　 5年

自分の歯のようす　　　　！
●1 ■　1 ●

自分の歯や口の 1
1

：

fどもの歯と大人の歯 ⊃
、　　　　　　　1 じ

健康状態
1

歯の検査の受け方 Q ■
り

うがいの仕ノ∫ ● ●　i　　1 ●

歯ブラシの選ひ方、持ちノ∫ ● ● ●

歯のみかきノ∫

歯をみがく順序

歯をみがく回数や時間

△　　卜

G　；

△

→

…［ご

tlG
6年

前歯のみがきノ∫

奥歯のみがきノ∫

i歯のうらかわのみかきノ∫

（
⊃

■

△

ワ 聯

●

へ、

》
　
○

■

v

（
翌
△

△

G
△

●

（「
℃

v

むし歯予防に

　必要な食生活

歯や口の病気と

全身の健康との

関連など

むし歯をつくりやすい食べ物

間食のとり方

むし歯のできるわけ

むし歯の進行状況

口の中の病気

●

ρ

i （

○

△

×

△

●

△

一 、

ワ

○

●

×

●

・
●
◎

　
　
［

Q
C
θ
　
●

　
　
　（
「

●

一 、

り
・

ワ

ワ

ム

（

’

⊂

　

　

「
ー
ト
ー
一

　

ワ

［
〈療∠「の」判ーむ

［

○
○
ス

㍉
、

くつの歯

b

一

ブネ
よの

」

聴

能機●造構の歯
×

×

×

y

（、

り
、

、
ワ

●

ワ

切である

　このおさえができたところで，具体的な指導の

細かいことについては，各学年の作業にゆだねる。

このおさえができないまま，各学年に任せると．

指導の一貫性がとれず，発達段階があいまいに終

りやす1．・ので留意ナる必要がある．

　4．　指導過程の工夫

　保健指導が、「お説教」になったD，単なる「申

し合わせに陥りやすいことが，従来から指摘され

ている。児童の生活に，生きて働くためには，指

導過程を工夫し，児童が主体的に取り組むように

ナることが大切である，

匝題の発見

児童の多くは，何か問題て，何か望・ii　1い行動

かがとらえられない。常に教師の与える問題を考

えるだけでは，生活は主体的になりにくいし，活

動も他人ごとに終わり実践意欲は乏しいものにな

る。従って，学年相応の問題発見の能力を伸ばす

必要がある。

　この段階は，問題が個別的であるので，そのま

までは学級集団の問題としてはかみ台わなくな

る。実践場面が家庭にある場合などでは，学級集

団の共通のものになるよう掘り下げることが大切

である。

　堀り下げが不†分で，児童の問題意識が浅いと，

当たり前の申／合わせになることが多く，実践に

は結びつきにくい。

匪因・・追求

ここでは．問題点を分析的にとらえさせ，原因



を究明させることにあるが，問題そのものが，具

体的でなければ堀り下げも不十分になる。特に，

漠然とした問題であると，その問題が何によって，

どうして起こったかの追求がむずかしくなり，通

り一ぺんの言葉のやりとりに終わりやすい。

　　（例）

　　　「夜の歯みがきかできない」ということで

　　　あれぽ，多くの児童は，

　　　　・「忘れてしまった」
　　　　　　　　　　　　　　　　　原因ではな
　　　　●「眠かったから」　　　　く結果であ
　　　　　　　　　　　　　　　　　る。　　　　●「めんどうだったから」

　このような回答が原因として多く挙げられる。

そのま’まを原因としてしまうと，一般論申し合わ

せになりやすい。「眠くなる前にどうしてできな

かったか」という，一歩踏みこんだ扱いでなけれ

ばならない。

　「忘れた」，「眠かった」という表面的な扱いに

ならないことが大切である。

随題轍の方司

　具体的な原因が把握できると，問題解決の生活

のあり方は，比較的容易に挙げられるものであ

る。しかし，前段階での原因の追求が，先に挙げ

たように「夜の歯みがきを忘れた」が，「眠かっ

た」などになると，「眠る前にする」，「忘れない

ようにする」という，申し合わせ程度に終わりや

すい。

　「なぜ忘れてしまうのか」，「なぜ眠くなる前に

できなかったのか」が追求さ淑て，はじめて，生
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活に結びついた解決策が生まれるのである。

　なお，知的な理解は，問題によって必要になっ

てくる。解決の方法が，子供だけでは考えられな

い場合もあり，教師の指導が大切な要点ともなる。

児童任せにするものではない．

［＝璽コ
　実践化の段階は，やろうとする意欲をもたせる

ことである。個々の問題を，学級集団の共通の問

題としてとりあげ，集団でその原因や解決方法を

探り出した。その解決方法を個々の生活の中に返

してやり，生活の中で，生きて働くようにしむけ

るのが実践化である。

　感想文にまとめたり，努力目標を立てさせるの

もそのためである。何よりも必要なことは，指導

全体の流れの中に，「そうだったのか。」「なるほ

ど。」という，感動や感銘が有ることである。

　人間の本質は，感激の無いところでは変化しに

くい。心に感じた時，それははずみによって変容

することが多いものである。

　5．　計画的指導は変容への糸ロ

　児童生徒の望ましい生活行動への変容は，一単

鶴間あるい帖単位時間による，計画的指導に

よって，即可能となりにくい．むしろ，計画的指

導につながる　継続した日常の指導が大きな意味

をもつものである．日常指導への継続的なつなが

りは，朝の話し合い，帰りの話し合いの時間を有

効に活用することが特に大切である。

実実
践践
のの
評石看

）

繋
縣
継
）
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【講義M

「そしゃくの意義と食生活に関する指導」

（社）日本学校歯科医会常釜秀理事石川 実

　はじめに

　近年の学校歯科保健活動は，文部省の「むし歯

予防推進指定校」の実践事例の研究発表や，日本

学校保健会のセソター的事業の「児童生徒等むし

歯予防啓発推進事業」等にその成果が数多く示さ

れてきている。

　これらの成果は，学校および地域がそれぞれの

役割を通して，意図的，組織的な取りくみによ

り，その内容の豊かさが充実し，目を見張るもの

がある。重要なことは，これらの実践活動が，推

進指定校や啓発推進中心校の地域以外にも大きな

影響を与えはじめ，ようやく学校における教育と

しての歯科保健として，その位置づけが明確にな

りつつあることである。このような傾向は子供達

の保健全般の問題として喜ばしい発展である。

　また，その研究課題やカリキュラム学習も，歯

学をはじめ，医学，教育学，教育心理学などの関

連科学の応用やアフローチに工夫が豊富で，より

理論的，かつ実践的た教育教材となっている。こ

のことは，f供の健康を主体とする学校保健の理

念を構築するヒで明るい前途を約束するものとし

て，関係者の方々に心から敬意を表するものであ

る。

　1．　三つのトピックス

　（1）口腔養護学の創造一虹の会（養護教諭グル

　　ーフ）

　学校歯科保健の推進を効果的なものにし，子供

達の生涯に亘る歯科保健の日常性を育成する鍵

は，学校長はもとより保健主事と養護教諭との職

務一ヒの連携に加え，学校歯科医との円滑な教育的

協力体制が必要である。また学級担任の保健教育

や保健指導と家庭との役割の一一体感の積み重ね

は，学校と地域ぐるみの歯科保健の向Lに大きな

成果をもたらすものと考える。学校における保健

教育は，共に育ち，共に育ち合うという共育理念

によって教育としての実践効果が期待されるもの

と思われる。

　健康教室誌（東山書房，第451集）の中で，虹

の会が専門職として，新しい「口膣養護学」を提

唱し活動を始めているようである。小児歯科の分

野で，予防でもない，治療でもない「保育歯科」

の理念追究を求めてきた学校歯科医として，すば

らしい養護教諭グループの存在に，言い知れない

喜びを感じた次第である

　学校における固定観念的な「むし歯予防デ’一　j

を超えたものを目ざし，事後措置に追われること

のない子供達への将来展望の確立や，豊かな食生

活の幸せを自覚することのたい現実と学校病の誤

解を「口腔養護学」を通して，関係改善をしたい

と結んでいる。学の休系づくりに期待して止まな

い一

　②　乳歯，永久歯の萌出時期に関する調査研究

　　一日本小児歯科学会

　近年における子供達の身体的発達はめざまし

く，特に身長，体重などは著しいものがある。

　日本小児歯科学会は，乳歯，永久歯の萌出時期

や萌出順序などの新しい（現代の）数値を求める

ために調査研究し，その結果を公表した。

　この研究の特筆すべきことは，我が国では初め

ての全国規模の地域と，しかも全国粛科大学の小

児歯科学講座が中心となって調査したものであ

る。

　この現代の数値は，診断，治療方針，成長発育

の予測をたてるために重要な資料である。

　学校における健康診断は，児童，生徒の発達段

階を把握し，将来を予測することがねらいであ
る。



永久歯の萌出時｝tJ］

　現代の数値の活用によって，問題発見から評価

に至る学校歯科保健活動の資料としたい。

　（3’）咀噛システムの基礎的研究一文部省特定研

　　究

　日本人の人口動態から女性の寿命は81歳を超

え，男性も75歳代に延び．男女そろって世界最高

の長寿国となった。ここで問題になるのが，から

だの寿命と歯の寿命の差の問題である。歯の寿命

　　　　平均寿命の各国比較

1；轟「一一一一一
1監、

　　アイ℃／ca”x，”，（、1，1、7。

　75一　　　　　　アイ7．　＝7　；．ト

　　　　　　　　　　　　目lg

70

りL）
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　85tlま：ノ≧テー一タ
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は高いもので60歳位（犬歯）であり，咀囎効率の

大きい大臼歯の生存期間は30～40年前後である。

　噛むという行動を広い視野から総合的にとらえ

直すために，歯学，医学以外の専門家（理学部，

工学部，理工学部等）によって，研究が進められ

ているが，歯科医学では前例のない画期的な研究

陣による生物学的な研究である。

　この研究の代表老，窪田金次郎教授（医歯大）

は，咀囎システム入門の序文の中で次のように述

べこの研究課題の総括にあたっている。

　「からだの寿命と歯の寿命の大きなギャップを

つくったものは何か，その1つは，自然科学の他

領域の発展にくらべ，歯科医学の研究，教育，診

療体系に大きな遅れがあったのではないか。咀噛

機能の低下とからだの寿命との大きなギャップを

埋めるには，より生物的な，より科学的根拠に基

づいて，幼児期から咀囎機能を発育，向ヒを・・…

それには従来のように，歯だけが咀囎機能を行う

という狭い概念ではとうてい対応できないであろ

う。」

　学校歯科保健も咀囎の意義を通した，広い視点

から，歯，口腔の問題について，幅広い研修が必

要な時代となった。

　2．　そしゃくの意義と機能発達の過程

　動物や人間の食生活のエソジョイは，究極的に

種族の存続にあるといえる。その第一の意義は，

生命維持のための栄養素を摂ることであり，第二

は人間らしく生きるためのコミュニケーションを

豊かにすることである。

　生涯に亘り快適な食生活を営むためには，食べ

物を噛む歯，それを支えている歯槽骨，下顎骨を

動かす筋肉，食べ物をたくみに移動させる舌や頬

の筋肉，嚥み込む時の咽頭部の筋肉など，脳や神

経支配が総合的に健康な機能を保持している。

　窪田教授は，この総合化された咀噛のシステム

を，一種のコンピューターシステムにたとえ，し

かも成長期における「咀囎システム」の健全な育

成をと述べている，

　（1＞摂食機能の発達過程

　乳児の口腔機能は，乳汁を咽頭部へ流し込む運
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動によって［蓋や舌が発達することから始まる。

次に離乳食を食べる頃から下唇を内側に入2i，口

唇を閉じることを覚える。

　離乳の中期には，口唇を使い食べ物を口に取り

込む機能が発達すると同時に舌で押しつぶして飲

み込むことを獲得する　こゐ時期が舌1旧囑の時期

である。

　離乳後期には下顎骨を左右に動かし，「1の回り

の表情筋を協調させながら食べる「咀閥」の基本

を覚える時期てある，この時期は奥の歯ぐきで食

べ物をつぶす咀噛様運動である。咀囎学習の初期

であるため，大きなもの，固いものの与え過ぎは

機能発達li好ましいことではなく，発達段階に応

じた愛情ある食生活を経験させkい。

　幼児期は周囲の人の食べ方を模倣するととも

に，乳臼歯の萌出によって，本格的な咀囎機能の

学習期をむかえ，上手に噛むために，量や固さに

よって，噛む力や，噛む回数を自然に協調するこ

とを覚える，また頬の筋，口唇，口輪筋，舌を活

溌に動かすようになる。

　乳歯列完成期（2．5歳～3歳）には，歯根膜が噛

む力の受容範囲を感じ，咬筋の力を調節すること

を習得し．大人型の摂食機能へと発達していく。

最近，噛めない子，噛まない子，飲み込みが下手

な子が多く見られ問題となっている。食欲に応じ

た噛む学習について，発達段階に応じた気配りが

大切である。

　（2）よい歯でよく噛みよいからだ

　「よい歯でょく噛みょいからだ」の標語は，学

校保健に包括される歯科保健教育の理念であり，

哲学的な名「｛い．・之る。

　学校現場ては，「歯一は自分で見ることのてき

る教材であるとして，あらゆる仮設をもとに取り

扱われてきたが，1本1本の歯の形態的特長や機

能については素通りしてきたように思われる。

　1本1本の歯，それらが構成する歯列弓，上顎

の歯列弓に対する下顎歯列弓の咬合たビについ

て，咀囎機能と併せて考えて見たい。

　健康教育の教材としての応用やアフローチの方

向に少｛てこ，科学性か1，LI出さ，｝1，児竜，生徒のた

めに役立つ1のになれは†いである。

唇肉 近心隣接川 　刮則面

　　　　　　近心隣接1朗頬側面

　　頃側凶1 iF⊥し・1嫉Fイ妾［fll

順

肉

．L　切歯

　切歯は一E下顎歯列弓の正中線の両側に，そ淑

それ2本ずつ計8本の切歯がある。切歯は臼歯

で食べ物をすりつぶすのを容易にするために，

まえもって食物を細かく切ったり引きさいたり

する裁断機の働きをする。唇面に見える2本の

溝が見られ，食べ物の流れが歯肉の方向へむか

うようになっている。

2　犬歯

　犬歯は上下左右で計4本である　犬歯は獲物

を捕ったり，穴を掘ったり，切りさいたり，つ

き刺したり，武器として使われるので，動物界

てほ大切な歯てある一ノ、間ては・番丈夫な歯て

あり，犬歯を失うと顔面の口角（口元）が平坦



になる。犬歯は咀噛する際に臼歯を守る緩衝の

役目を果たしている。小臼歯と協調する大事な

歯である。

③　小臼歯

　小臼歯は左右上下顎に各2本，計8本である。

形態学的には犬歯と大臼歯の移行形であり，食

べ物を噛みくだくための咬合面がある。

④　大臼歯

大臼歯は乳歯と萌えかわったものではなく，乳

歯列の後に加わった加生歯であり，第一大臼歯

は6歳頃，第二大臼歯は12歳頃に萌出する。

　智歯といわれる第三大臼歯は萌出しない人も

ある。大臼歯は咀噛に最も大きな役割を果たし

ており上下顎間の顎間距離を決定する重要な歯

である。大臼歯の口腔内の生存期間は第二大臼

歯で約30年である。

⑤　形態的特長

　歯を唇面から見ると正中線に近い部分は，

遠い部分より垂直に近い丸みを帯びた形であ

り，正中線より遠い部分は丸味の強い形態をし

ている。歯の間の部分は近心面は凹んでおり、

遠心面はやや凸様の丸味を帯びた形をしてい

る．

　歯肉に近い部分（黒色の部分）は食べ物の流

れがジャンプするような形態となっており，食

べ物の流れをコントロールし，歯肉を保護して

いる。その他の丸味を帯びた形態は，食べ物が

直接，歯肉に害を与えないような，すばらしい

形態となっている。

⑥歯列弓の咬合面観

　歯列弓を咬合面から見ると，1本1本の歯が

隣の歯と点接触しながらき激いなアーチ型に並

んでいる。

　上顎の小臼歯を見ると，頬側と舌側にそれぞ

れ咬頭の頂きがあり，この咬頭頂から尾根のよ

うな隆線が，咬合面の中心にむかっている。上

顎の大臼歯は4つの咬頭頂から咬合面の中心に

むかって，斜めの4つの隆線が走っている。

　咀噛の効率は，上顎の咬頭頂と咬頭頂から咬

合面の中央に至るそれぞれの隆線に対して，下

顎の咀囎運動，つまり上下，左右，前方後方，
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斜め左右運動など，その個人の特長ある咀噛運

動によって，食べ物を切りとり，切りさき，噛

み砕き，すりつぶすことになる。また下顎の図

に示したように，臼歯の周囲は，丁度お皿の縁

のように高くなっているが，これは咬頭頂から

隣の歯にむかって辺縁の隆線があり，それぞれ

の咬頭頂を結んだ形で一周している。この辺縁

隆線は，食べ物を臼歯の咬合面に置き，こぼれ

ることのないようにしている働きがある。隣接

の辺縁隆線が損われると，歯と歯の間に食べ物

がはさまり，食事が思わしくなくなり，咀囎効

率も低下する。また歯周病の原因にもなる。

⑦咀噛と咬頭の対向関係

　正常な咬合関係の型式に大別して二つ形式が

ある。

　図A型の対向関係は，下顎の小臼－歯の咬頭頂

が上顎の犬歯と小臼歯の空隙に咬みあい，また

下顎の大臼歯の正中に近い咬頭頂が，一ヒ顎の小

臼歯と大臼歯の間と大臼歯と大臼歯の間の空隙

に咬みあう型である。

　B型の対向型式は，上顎の小臼歯の正中に近

い，辺縁隆の内側にある小さな窩に咬み込む形

であり，大臼歯の頬側咬合頂が，それぞれ小窩

や中心の窩に咬み込むものである。どちらも正

常咬合であるが，Bに示す咬合関係の方が咀囎

効率がよいと思われる。
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　これらのすぼらしい歯や歯列，そして咬合関

係を生涯に頁って，健康に保つことは容易なこ

とではない。

　学校でしなければならないこと，家庭でしな

ければならないことを整理しながら，学校歯科

医を大いに活用し，より科学的な教材を通して，

子供達の歯科保健の充実と実践活動を期待した

い。

　3．食生活の指導

　子供達の生活の基盤は家庭であり，精神的にも

肉体的にも発育，発達しつつある彼等の食生活の

よき環境づくりを整えるのも家庭であると考え

る。

　虹の会のグループは，曹かな食生活の幸せを自

覚することのない現実によって起ると考えられる

学校病の誤解を「口腔養護学」によって改善した

いとしている。

　食生活は生命維持のために必要な栄養素を摂る

ことであり，家族そろっての楽しい食事でなけれ

ばならない。しかし今日の子供達の置かれている

社会，家庭，学校等の環境から，多くの問題点が

指i摘されている。

　本稿は，これらの問題を離れ，咀噛に関係する

食生活（噛む）にしぼり，日頃考えている学校歯

科保健に必要と思われる事項の二，三の点につい

て教育教材に参考となるものを考えてみたい。

　（1）噛むことの効用

　①噛めば噛むほど，表情美豊かな顔になる。

　　顔はその人の表札であり人格を感じさせるも

　のである。表情美の豊かな顔をつくるには，成

　長期の子供時代の噛む（食生活）ことが大切な

　要素の一つであろう。

　　噛めば噛むほど，顎，顔面の成長が促進され，

　バランスのとれた顔が約束されそうである。

　②　噛めば噛むほど，口の中がきれいになる。

　　歯の機能的な形態は自浄作用を促す生理的な

機能をもっている。繊維性の食べ物をよく噛

み，よく噛みしめることは，唾液を多量に出し

　自浄作用が促進される。

　　また，大きな声で歌ったり，激しい運動をす

　　　　A　咬頭の対向関係の型式
咬頭・鼓形空隙関係一下顎煩側咬頭（1い心の位置）

下顎歯頬側咬頭は，E顎歯の鼓形空隙と対向関係
にある

　　　　B　咬頭の対向関係の型式
咬頭・小窩関係一ド顎歯頬側咬頭（中心グ）位置）

L離’（ン光r；？Aw，
　亀ノl　　　Kノ婁

ド顎歯頬側咬頭がL顎歯の小窩へ袖臼J

る人は，口の中の自浄作用が盛んで，口の中の

病気は少ないといわれている。空気うがい法と

いう「ムシ歯予防」もある。

　お金のかからない「ムシ歯予防」である。

②　よく噛む人は姿勢が正しく健康になる。

　よく噛み，よく噛みしめるには，下顎を動か

す筋肉や，首から胸にかけての筋肉，また肩か

ら背中までの筋肉をすべて働かせなければなら

ない。つまり上半身を正しい状態にすることに

よって，正しい咀噛機能が効率よく働くのであ

る，

　正しい姿勢は健康の原点であり，よく噛み，

よく噛みしめる食事を獲得したい。



　4　よく噛み，よく噛みしめて，よく考える子

　　供に育てよう。

　　健i康なからだを保持増進するためには，全身

　に新鮮な血液の循環が必要である。

　　よく噛むことは，脳の中のlilL液循環がよくな

　り，さわやかな頭で物事を良く考える子供に育

　つといわれている。また，よく噛み，よく噛み

　しめることによって，脳神経を刺激し，情緒が

　安定するとも考えられている。

　　これからの食生活の指導は，今日の豊かな食

　生活を自覚し，感謝の心が生まれる教育がどう

　しても必要であろう。これらの教育が，噛むこ

　との効用を通して，歯を大切にする教育として

　発展するように期待したいのである。

　12）学校での取り紐みと教育的な保健指導の基

　　本的な発想

　先ずはじめに，歯は身体の一部であり，かけが

えのない臓器であるという基本的な発想がなけれ

ば，子供達が自分自身の問題として心の中にしっ

かり位置づけられ，生涯を通じていきいきとした

実践活動には繋ることはむずかしい。

　例えば，生れながらにして，歯質の弱い子供が

いるが，歯質の強弱は胎生時代や成長期の栄養の

摂取に問題があることが科学的に証明されてい

る。

　しかし，歯質の弱い歯であっても，日常生活で

の自覚や教育の方法によっては，丈夫な歯質に育

て上げる可能性も見い出せるのである。

　また，強い歯質をもつ子供であっても，科学的

な認識を身につけさせる保健指導の設定に考慮が

なく，行動と態度変容のみを強調する断片的な，

しつけ的指導が優先するようでは，教育的な保健

指導とはいいがたい。

　①　強い歯をつくるためには，初乳を飲み，噛

　　むという原始的な訓練から始まり，口輪筋を

　　きたえ，顎をきたえることから始まる。

　C2　よく噛む習慣のある子供は，顎や顔面の発

　　育に調和をもたらし，乳歯の自然脱落を可能
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　にし，永久歯がその固体のもっている素材に

　応じて萌出してくるものである。

、3　歯や骨の主成分はカルシウムであり，弱い

　歯をもつ了供は積極的に燐酸カルシウムとビ

　タミンCなどを摂り，糖分を控えることにょ

　って丈夫な歯として発育する。

；f”飽食の時代のため，かえってバランスの崩

　れた食生活が多い。好きなものだけ食べ，嫌

　いなものは見向きもしないようでは，丈夫な

　歯に育つことはない。

　　成長期にある萌出間もない歯の歯根は未完

　成であり，根尖孔は開いている。

　　神経や動静脈の血管は，根尖孔から入り，

　歯の成長に必要な栄養を運んでいることは忘

　れがちである。歯は萌えからの栄養摂取が大

　切であることを教えてほしい。

う　歯みがきの方法と習慣化を強くする指導の

　なでぱ、非科学的な子供を育てることになる。

　た夫な歯をつくるために必要な食物を十分摂

　ってきたのか，弱い歯になるような食物を摂

　りすぎていなかったか，という反省がわかる

　保健指導の計画や方法が大切であろう。から

　だのためによい食べ物は歯を強くする食べ物

　でもある。

　　歯垢はムシ歯になる直接間接的な要因でも

　あるが，それのみでは，子供達にとっては，

　片手落ちではないかと思うのである。

⑤　人間の咀囎は，噛んで，噛みしめる顎運動

　が伴う特長がある。軟らかい食べ物を批判し，

　できもしない古代の食べ物で，現代の食事に

　警告的な保健指導を行うことは，真の保健指

　導とはいいがたい。現代の食文化を賢く利用

　したい。

　おわりに

　そしゃくの意義と食生活に関する指導について

述べてみたが，意に反して，まとまりのないもの

となった。子供達のための教材資料として，少し

でも役に立つことがあれば幸いである。
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【講義V】

「歯のみがき方と指導の実際」（講義と実習）

（社）日本《1’校歯科医会常務理事桜井善忠

　昭和63年度の教員部会の講義に初めて実習を取

り入れる事が話し合われ，歯科保健で一番身近か

な問題である歯のみがき方の指導について行うこ

とになりました。今や全国どこの学校にも学校歯

科医が委嘱されており，学校歯科保健活動の基本

と思われてしまっているようなこのブラッシング

について，今更と思われるでしょうが，では世の

大人や学校の先生方が今迄に正式に歯みがきの方

法を指導された事があるかと言うと，従来の学校

教育の過程ではまったく無かっftと言ってよいで

しょう。従って家庭で指導にあたるべき保護者達

大人も歯磨きの仕方を他人から習ったことの無い

人ばかりと言ってよいのではないでしょうか。そ

こで今回は先ず日本学校保健会から昭和60年に発

行された「歯みがき指導のしおり」等を基にした

一連の歯みがきについてのお話と，次になぜ歯み

がきなのかの科学的な根拠となる映画，そしてこ

れらの実践活動について視覚にうったえる映画を

見て頂き，最後にご出席の先生方にご自分のllで

実際に歯のみがき方の練習体験をtていただく予

定です、

　1．　歯みがきはめんどうくさい

　大古の昔から人が歯の周りを掃除する習慣があ

り，その道具として各種の楊枝が使われていた記

録がありますが，現代の人でも何の目的意義が感

じられなければ誰でも歯みがきはめんどうくさい

ものとなってしまうでしょう。しかし今や国際人

として文化国家，先進国の仲間に入っている我国

で，手を洗ったり顔を洗う以上に口をきれいにし

ておくのが当然とされてきており，基本的エチ

ケットとされており，どちらかと言うと健康生活

を営むための基本的行動としての歯磨き習慣より

も，社会活動を円滑に営むための基本的行動とし

ての歯磨きエチケットが先行している傾向がある

ようにも受け取れますが，結局は正しい歯磨きが

普及徹底すれば所期の目的は達することになるの

で，現在の成人に対してはそれで理解出来歯磨き

行動が普及されれば良いのではないかと考えま

す。しかし児童生徒については歯磨きエチケット

の理解から入ったのでは困るので，やはり本来の

健康観に基づく歯科保健活動としての歯みがき習

慣を理解させ実践させて行かねばなりません。

　よく噛むと健康になる，噛まない人はだめにな

る等と言われており，食物の摂取栄養の補給は生

命を維持するための基本的行動の一つで，そのた

めの消化吸収の第一に咀しゃくが問題になってき

ます。そしてもう一つ歯科疾患の予防としての咀

しゃくの効用として，よくかむと虫歯になりにく

い，よくかむと歯槽のうろうになりにくい，よく

かむと歯列不正になりにくい，と言った利点が出

て来ることにも気が付きます。でもよくかめと言

っても思いきり力強く咬めない歯（虫歯など）に

してしまっていたら健康生活も疾病予防も考えら

れなくなってしまいます。そこで子供の時に生え

て来た自分の歯を虫歯にしないで，一生自分の歯

て食べられるよう取り組むことが大切になって来

ます。

　2．　歯みがきはむし歯や歯周疾患の予防法の

　　一つ

　むし歯は，歯垢の細菌が作り出す酸によって，

歯を溶かして起こり，また歯周疾患（歯槽のうろ

うなど）も，歯垢の細菌と硬い歯石の刺激によっ

て，歯肉に炎症を起こして始まることが多いので

す。したがってどちらも歯垢（歯の汚れ）が事の

はじまりです。

　！1）歯の汚れの取り方



　ア　自浄作用

ア　自浄作用

　口の中には，汚れを自然に取るような働きが

あります。これを口腔の自浄作用といいます。

　（ア）だ液の作用で，食べかすを取ったり，細

　　菌の働きを弱めたりします。

　（イ）話したり食べたりすると，舌，唇，頬で

　　こすられて，汚れが落ちることがあります。

　㈲　食べ物によっては，かんだ時に歯をこす

　　って，汚れが落ちることがあります。

イ　人工清掃

　自浄作用だけでは，歯の汚れは落ちにくく歯

にこびりついています。そのため，人工的な清

掃が必要になります。

　（7）洗口法（ブクブクうかい）……食べかすを

　　取る。（歯垢は取れない）

　（イ）刷掃法（歯みがき）……食べかすや歯垢を

　　　取る。

　㈲　線掃法（デソタルフロス）……歯と歯の間

　　　の食べかすや歯垢を取る。

　（D　洗浄法（ジェット水流を出す洗浄器）……

　　　細かい食べかすを洗い出す。

　（t）歯石除去法……専門家が歯石を取る。

／2）刷掃法（歯のみがき方）………別刷「歯み

　　がき指導のしおり」

ア

イ
ウ

工

3

震動法（スクラップ法）

描円法（フォーンズ法）

回転法（ロール法）

その他

ムシ歯の原因をさぐる・・ …・学術映画の内容

　この映画は，胎児期に於ける歯牙の原基形成か

ら始まり，乳歯から永久歯へ，そしてう蝕の実像

へ，さらにう蝕の病因へと進みます。rl腔内細菌

叢を紹介L，そこで糖培地におけるコロニーの特

異な様態を，顕微鏡微速度撮影によって明らかに

しています。中でもストレプトコッカス・ミュー

タンスのデキストラソ及び酸の産生を証明し，次

いで酸によるほうろう質の脱灰を偏光顕微鏡によ

って確かめていきます。12日間連続観察すること

により，脱灰の進行や石灰の再沈着を精密に記録

されています。さらにう蝕原囚菌，歯垢などを各
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種の方法によって検討し，そこからムシ歯予防に

ついて必要な提言を行って，この映画の結論とし

ていまt。

　4．　きみの歯ぼくの歯きれいな歯……実映践画

　学校での歯口清掃を通した歯の健康づくり活動

を東京都内3小学校の様々な実践を通して紹介し

ています。これらの小学校は，それぞれ立地条件

や環境規模が異なり，全国各地での学校歯科保健

活動と共通点が見い出されるものと思います。1

つは我国の都市の住宅政策としてとられている大

規模団地の真只中に造られた新しい小学校，そし

て次は都心と言われる地区で，昼間人口はビル建

設とともに増加し，一方そこに住む人口が減少し

ており小学校の児童数も著しく少なくなった学

校。そして都心から離れた周辺地区で，各地で良

く見られる自然環境にも恵まれた小学校。またこ

れらの学校が規模の点でも大中小のそれぞれの規

模に該当するものであり全国の各地の学校にどこ

かで共通点が見い出せるものと思います。

　5．　「みがいている」と「みがけている」のち

　　がい……実習

　最近の歯科保健統計でも，歯みがき習慣が定着

していることがはっきり出ております。ただし，

一 日二回以上磨く人は大変少ないのが残念です。

歯みがきの従来の一般的な概念が，朝起きて顔を

洗う時と夜寝る前に顔を洗う時に一緒に歯も磨

く，と言った生活習慣がそのままつづけられてき

たのでしょう。要するに歯みがきはめんどうくさ

いけれど洗顔と一緒ならぽ台所や洗面所に行くの

で実行可能であると言うことで，まさについでに

歯も磨くとさっぱりすると言うことだったので

す。だからハッカの効いた歯磨剤をつけてゴシゴ

シやると何んだか口の中がサワサワ！　となり，

一瞬爽やかになれぽ，それで磨いた！　と思って

満足していたのではないでしょうか。ところがそ

れでは磨いているだけで，本来の目的である刷掃

としてはきれいになっていないのです。いつ，な

にで，どんなふうに，歯を掃除したらばきれいに

なるでしょうか，ご出席の先生方に上の前歯の一
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部だけについて体験をしていただきます。歯が平

らではなく，一本一本違った場所と方向に生えて

おり，さらに・本…本形が違うので掃除に工夫が

いることに気付かれるでしょう。

　6．　「磨く」と「ブラッシング」のちがい……

　　実習

　最後に歯みがきでもっと大変な誤解を強調した

いと思います。それは私の文章の中で「みがく」

と言う字と「磨く」と言う字を両方使っておりま

すが，それには理由があるのです。「磨く」と言っ

たら普通は，光っていた物がくすんで汚れて光ら

なくなった時に良く「コスッテ」つやを出すこと

を磨くと言っております。木製品や金属製品はと

にかくノ」を入れて「こする」と光沢が出てきれい

になります。このイメージでナイロソブラシでこ

すられたのでは歯も磨耗し，歯肉も痛めてしまい

ますQそLて歯垢が完全に落ちてはおりません。

　さて，では「ブラッシング」と言ったらどんな

イメージになるでしょう。洋服などをハケで払う

と言うイメージになるでしょう。毛先を押し付け

て力を入れて洋服を磨く人はないでしょう。布地

や糸の方向を見定めて払う様に軽くブラシをかけ

るでしょう。このイメージがブラッシングのひら

がなで書いた「歯みがき」のイメージです。当日

は全員の先生方で実習してみたいと思います。他

人に指導するには先ず自分自身が実行出来なけれ

ば上手に相手に伝えられないでしょう。

第2分科会（学校歯科医部会）

9月29日（木）栃イく県歯9：p医師会館ホール

司会者　　　　　　　　　　　　　　　栃木県歯科医帥会常務理磐　鯛　原　悦　fll3

開会あいさつ　　　　　 肪木県歯科医師会副会長遅llミ文男
講義M

　　　「学校における歯の保健指導と学校歯科医」

　　　　　　　　　　　　　　　　日本大学松1－f歯学部教授森本　 基

講義w

　　　「歯・口の健康診断とその指導」

　　　　　　　　　　　　　　東京医科歯科大学歯学部教長　岡　田　昭五郎

講義、川

　　　1学校歯科保健における個別指導」

　　　　　　　　　　　　　　　（社）日本学校歯科医会理三ll：高寄昭

閉会あいさつ　　　　　　　　　　　　　栃木県歯科医師会副会長　柳　田　浩　司



日本学校歯科医会会誌60号1988年11月／33

【講義田

「学校における歯の保健指導と学校歯科医」

日本大学松戸歯学部衛生学教室教授森本 基

　1，　むし歯予防推進指定校の研究活動とその成

　　果

　児童・生徒の歯科保健状態があまりにも悪く，

特に，むし歯有病率は90％をこえ，改善の傾向は

みられなかった。

　この状況に対処すべく，昭和53年に，文部省か

ら「小学校，歯の保健指導の手引」が出され，学

級においての歯の保健指導が取り上げられるとい

う画期的な時代が到来したのである。

　すでに昭和48年には「小学校，保健指導の手引」

が文部省から出され，保健指導の活性化が図られ

てきていた。昭和52年の教育課程の基準の改善に

おいて，学習指導要領の総則に「健康・安全の保

持増進」が新たに加わり，保健に関する指導の重

要性が強調されていた。このことが学校生活のみ

でなく，日常生活全体を通じて実践できるように

指導の徹底が図られてきた。この活動は児童・生

徒の誰もが保有しているむし歯を例にして，人間

が食事をとり生きていくということは，必ず口の

中が汚れるという確実な具体例をもとに展開する

ならぽ，その成果は大きく，目的達成を容易にす

るものである。このことから，体育科の保健領域

はもちろん，特別活動の学級指導，学校行事及び

児童活動，さらに，学校給食や日常の学校生活に

おいての指導など歯の保健を通じて，児童・生徒

の健康度の向上を求め活動の展開となった。

　昭和53年度より始まり，既に，10年の経験を有

する「むし歯予防推進指定校」の研究活動は，予

期以上の成果をあげ，歯や口腔の改善・向上はも

ちろんのこと，学校保健全体の向上も大いに認め

図　学校歯科保健活動の領域と内容

学
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歯
科
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健
教
育

保健学習

（主として
牛寺別活重力）

歯
科
保
健
管
理

組

織

活
動

体育科6年「病気の予防」

理科6年「歯のつくりと働き」、家庭など

学級指導・ホームルーム

学校行事（保健・安全的行事）

児童・生徒活動

日常の学校生活での指導

個別手旨導

歯・口腔の健康診断と事後措置

歯科健康相談

理解・態度・実践状況の把握

洗口設備の整備・拡充

教材・教具の整備

教職貝の協力体制

家庭との協力体制

地域の医療機関・団体などとの協力体制

学校保健委貝会



34

表歯の保健指導の目標と内容（「手引」より）

日　　標　　（1）歯・コ腔の発育や疾病・異常など，自分の歯や口の健康状態を理解させ，それら健康を保持増

　　　　　　　　進できる態度や習慣を養う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　l2｝歯のみがき方やむし歯の予防に必要な望ましい食生活など，歯や口の健康を保つに必要な態度　［

　　　　　1　や習慣を養う。
　　　　　［

内 容 （1）　自分の歯や口の健康状態の理解

　　歯・口腔の健康診断に積極的に参加し，自分の歯や口の健康状態について知り，健康保持増進

　に必要な事柄を実践できるようにする。

　工・歯・口腔の健康診断とその受け方

　②歯・口腔の病気や異常の有無と程度

　③　幽・口腔の健康診断の後にしなければならないこと

「2）正しい歯のみがき方とむし歯の予防に必要な食生活

　①　歯や口の清潔について知り，常に清潔に保つことができるようになる。

　　●正しい歯のみがき方

　　●正しいうがいの仕方

　②　むし歯の予防に必要な食べ物の選び方について知り，歯の健康に適した食生活ができるよう

　　になる。

　　●むし歯の原因と甘味食品

　　●そしゃくと栄養

　　●おやつの種類と食べ方

図　小学校における歯科の

　保健指導全体像

学 ア　自分の歯や口の健康状態

級 イ　歯のみかき1∫

一 指 『 ウ　むし歯の予防に必要な食生活
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一
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O歯や歯肉の病気て、遅刻、早退、欠席する子
OIむし歯か多いのに治療を受けたがらない子

個 O噛みがきの習慣の悪い子
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『 一 O甘味食品の嗜好が特に強い子
指 CIたびたび歯が痛む子

導 ○たびたび歯肉が脹れる子
○たびたび口内炎になる子

吉田畿一郎　：保健の科学第24巻
第12号1982年よ［〕 引用

○歯肉から出血する子
e不正咬合の目立つ子



られており，その上，この活動が，それぞれの学

校が掲げている教育目標の達成に役立つことが実

証されてきている。

　2．　学校歯科保健活動の理解

　「1）学校歯科保健活動の領域と内容

　学校歯科保健活動と言った時に，その学校歯科

医が学校歯科保健活動をどのように理解している

かによって範囲が異なってくる。しかし，学校歯

科保健活動の領域と内容を吉田螢一郎によるもの

を示してあるが，広範な領域をもち，この全体を

理解してはじめて学校歯科医として十分な学校歯

科保健活動が可能となる。

　本講は保健指導を中心としたものであるが，保

健指導は，ある特定の領域をおさえておけばよい

というのではなく，全体の上にたってはじめて有

効，適切な活動が可能となるものである。

　②　歯の保健指導の目標と内容

　歯の保健指導の目標と内容を「小学校，歯の保

健指導の手引」からまとめると，表に示す如くで

ある。
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　（3）歯の保健指導の構造

　実際に歯の保健指導は，どのような場面で行わ

れるか，具体的に把握をしておく必要がある。吉

田篁一郎は，構i造を図示して理解しやすく解説し

ている。

　ここに示されている歯の保健指導は，もちろん，

学校歯科医が担当するものではなく，学級担任が

主として担当する領域である。

　学級担任が歯の保健指導をすすめるための支援

を，理論的裏付けの一部を担当するのが学校歯科

医の役割ということになる。

　3．　歯の保健指導における学校歯科医の役割

　学校歯科保健活動全体の中で重要な役割を学校

歯科医は担うのであるが，ここでは特に歯の保健

指導にかかわる部分について記すことにする。

　まず，吉田螢一郎が記した学校歯科医の役割の

うち保健教育にかかわる部分をまとめてみると，

次の表のごとくである。

　（1）学校歯科医が直接係わる学校行事

　学校行事では，学校歯科医自身が保健指導にあ

たることになる。

表歯科保健教育における学校歯科医の役割（吉田螢一郎より）

事 項 活動の基本・とらえ方

保

健

教

保　健　学　習

保

学級指導
ホームルーム

健
学校行11：

ヒ
ロ才

導

育 児童活動・

生徒活動

　小学校は体育科の保健領域，中学校は保1

健体育科の保健分野，高等学校は，保健体i

育科の科目保健で行われる。

　　　学校歯科医の役割・活動

　小学校6学年に歯科保健に関する内容が

あるが，教師からの求めによって，専門的

な指導助言を行う。

　小学校，中学校は学級指導で，高等学校1　歯科保健が最も多く扱われる場面なので，

はホームルームで，学級担任による保健指1指導計画や指導法などについて，必要に応

導が計画的，継続的に行われる。　　　　　1じ指導助言を行う。特に科学的な資料・情
　　　　　　　　　　　　　　　　　　陣につい⑰鰍が多い．

　学年単位以上の全校的な規模の集団で行

われる教育活動で，健康診断や病気の予防

に関する行事が含まれている。

　学校歯科医が，ihl接指導を行う機会が多

い教育活動である。健康診断のとき，歯の

衛生週間のときの語話などを行う。

　児童会・生徒会活動，学級会活動，クラ

ブ活動が含まれるが，児童生徒の自発的・

1’1治的活動を通して保健に関する活動が行

われる。

　歯科保健に直接結びつく活動に保健委員

会の活動がある。求めがあれば，必要な指

導と助言を行う。

　　　　　　　　心身の健康や健康生活の実践に問題を持i　学級担任や養護教諭に対して必要に応じ

個別指導　　つ児童生徒に対する指導で，学級担任，養1指導助言を行うこと。（対象等については
　　　　　　1謝諭がこれに当たる．　　　「小学・校歯の保断導の手引」参照）
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　（ア）健康診断時の保健指導

　（イ）歯の衛生週間での講話など

　「21個別指導での学校歯科医

　個別指導は健康生活に問題を有する児童・生徒

を対象に行うもので，学級担任や養護教諭が担当

することが多いのてあるが，内容によっては，指

導・助言だけでなく，直接学校歯科医が担当する

ほうが良いこヒがある。十分な連携の上ですすめ

たい。

　（3）専門家としての指導助言としての役割

4会
究協議会
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【講義＞li］

「歯・口腔の健康診断とその指導」

東京医科歯科大学　歯学部

　　　予防歯科学教室教授岡田 昭五郎

　近年，世界の先進国では子供達のう蝕が減少し

てきていると報告されているが，わが国でも最近，

子供達のう歯がだいぶ少なくなってきたという声

を聞くようにな・．てきた。学校において歯の検査

を行って，う歯などの歯科疾患を早期に発見し，

早く治療して歯や口をできるだけ健全な状態に保

とうという学校歯科保健活動は，わが国の公衆歯

科衛生の実際活動として，最も古い歴史をもつも

のである、

　小・中学校児童・生徒は，一生の間で永久歯が

最もう蝕にかかりやすい時期であるが，最近，児

童・生徒のう蝕は減少傾向の兆しが見えてきた。

また，学校保健は単に疾病・異常の早期発見，即

時治療のみならず，自ら進んで健康な心とからだ

を作り育てるということを目標とした保健教育や

指導の重要性が叫ぼれるようになってきた。

　日本学校歯科医会，学術第2委員会では，昭和

60年から歯・口腔の健康診断に関して検討を行っ

ているが，初期う蝕，歯周疾患の検出基準とそれ

らの取り扱いに関して検討結果が報告された。そ

の背景には，近年児童・生徒の歯科疾患の罹患状

態が変ってきたこともあるが，前述の学校保健の

なかでの保健管理と保健教育の調和ということ一

一すなわち，歯・口腔の健康診断の結果が保健教

育や保健指導の面で十分活用され，学校歯科保健

が充実したものになることを期待したものなので

ある。

　1．　児童・生徒等の歯科疾患の罹患状態

　（1）う歯

　ノて正時代から昭和初期にかけて，わが国の子供

達のろ蝕は増加の一途をたヒ’，たが，太平洋戦争

中に砂糖消費量が極端に減少したことと関連し

て，戦後の昭和25年ごろには小学生のう蝕経験者

は約40％まで低下した。しかし，その後のわが国

の経済的な発展につれて，児童・生徒等のう蝕も

再び増加し，90％以上の被患率を示すようになっ

た。この時期には子供達の年齢が1歳増すごとに

増加するう歯数もまた多くなる傾向が見られてい

る

　昭和63年6月，厚生省から昭和62年11月に実施

した歯科疾患実態調査の結果の概要が発表された

が，その結果によると，幼稚園児や小学校児童の

年齢では，昭和50年の調査結果に比べて昭和56年，

昭和62年の調査結果はう歯の有病者率（未処置う

歯や処置歯のある者の率）が低くなっている。ま

た，昭和62年の調査結果は，16歳以下で昭和50年

のう歯の有病者率を下回る結果となっている。こ

のような傾向は学校保健統計調査報告の結果でも

見られる。

　学校保健統計調査報告では昭和59年から12歳児

の1人平均DMF歯数（DMFT指数）が発表さ
れていて，毎年少しずつ減少傾向にある数値が示

されている。先般発表された歯科疾患実態調査の

結果によると，昭和62年の調査結果は昭和56年の

結果に比べて6歳から17歳までの1人平均DMF

歯数は少なくなっているが，18～20歳では昭和56

年の結果を上回っている。また，昭和62年の結果

に比べて13歳以下では昭和50年の数値を下回って

いるが，14歳から20歳ではまだ昭和50年の数値を

上回っている。

　以上の厚生省，文部省の統計結果では，近年，

幼児，児童のう蝕経験者や1人平均う歯数が少し

減少Lその傾向は中学校生徒にも及びつつある

と考えられる。けれども高等学校生徒では，打こ

H立ったう蝕の減少は見られないようである
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　f2）歯周疾患

　学校保健統計調査報告には歯周疾患のある者の

率としては発表されていない。その他の歯疾の欄

には歯周疾患，不正咬合，歯牙フッ素症などの認

められる者がまとめて百分率として表示されてい

る。これらの者は小学校児竜で10％内外，中学校，

高等学校生徒では4～5％と発表されている。

　厚生省が実施している歯科疾患実態調査では第

2同（昭和38年）の調査から毎同実施されている

が，調査のたびごとに方法が違うこともあって，

その推移を比較することは困難であるが，調査年

度ごとに年齢的な増加傾向や大凡その罹患状態を

知ることができる。歯周疾患は年齢的に増加傾向

があり，15～19歳では30％内外の者は歯肉に炎症

症状が見られると考えられる。しかし，歯周炎の

者はまだ少ないのが実態と考えられる。

　（3）不正咬合

　近年，小学校高学年児童や中学校生徒に不正咬

合が多くなったといわれるが，その実態は明らか

でない。昭和44年，昭和56年に実施された歯科疾

患実態調査では，1～20歳の矯正治療を要する者

の率が発表されている。昭和56年の調査では，叢

生のある者を含めて，1～20歳の矯正治療を要す

る者は約18％であるが，小・中学校児童・生徒の

年齢では20～30％oの者が不正咬合のある者で，そ

のうち約10％は，叢生のある者である。

　2．　学校における歯・ロ腔の健康診断

　健康診断とは，原則として医師，歯科医師が，

健康者あるいは病気にかかっているかもしれない

が本人は気づかずに過ごしている人を対象とし

て，その健康状態，疾病・異常の有無を診察し，

判断をくだす行為を指している。健康診断の結果，

疾病・異常が明確になれば，治療を受けるように

勧告すること。疾病・異常のない者には健康増進

のために必要な指導を行うなど，いわゆる事後措

置を行うことが前提で実施されるものである。

　学校における健康診断のうち，歯科領域では，

「歯及び口腔の疾病及び異常の有無」が検査項目

として挙げられている。就学時の健康診断では，

健康診断の方法と技術的基準として学校保健法施

行規則第1条の十に「歯及び口腔の疾病及び異常

の有無は，う歯，歯周疾患，不正咬合その他の疾

病及び異常について検査する」とある。また，児

童・生徒・学生・幼児及び職員の健康診断の方法

及び技術的基準については，昭和49年，文部省体

育局長通達として次のように述べられている。

13　口腔の検査は口角炎，口唇炎，口内炎，唇裂，

　口蓋裂，舌小帯異常その他の舌異常，唾石など

　についても注意すること、

14歯の検査は左記に留意して実施すること。

　（1）歯の疾病及び異常の有無の検査は，処置及

　　び指導を要する者の選定に重点をおくこと。

　②　歯周疾患，不正咬合，歯牙沈着物，過剰歯，

　　円錐歯，癒合歯，先天性欠如歯，エナメル質

　　形成不全などの疾病及び異常については，特

　　に処置またはきょう正を要する程度のものを

　　具体的に所定欄に記入すること。

　（3）補てつを要する欠如歯，処置を要する不適

　　当な義歯などのあるときは，その旨「学校歯

　　科医所見」欄に記入すること。

　（4）はん状歯のある老が多数発見された場合に

　　は，その者の家庭における飲料水についても

　　注意すること。

　以上の通達を通して，学校における歯・口腔の

健康診断で歯科医師は，単に歯・口腔を診査する

だけでなく，上記14－（1）の「処置および指導を要

する者の選定に重点をおいて」診査すべきなので

ある。このことは歯科医師が最終的な判断をくだ

すのであるから，結果は確たるものであることは

言うまでもないが，最終的にどのような事後措羅

が適当なのかということも最終的な判断をくだす

うえで重要なことである。

　学校保健法施行規則第7条には，事後措置とし

て9項目にわたって示されているが，それらのう

ち，歯・口腔に関連するものとしては次の事項が

ある。

　疾病の予防処置を行うこと。

　必要な医療を受けるよう指示すること。

　必要な検査，予防接種等を受けるよう指示する

こと。

　その他発育，健康状態等に応じて適当な保健指



導を行うこと。

　つまり，上記4項目のどれに，（あるいはどれ

と，どれに）この児童（生徒等）が該当するのか

を念頭に浮かべながら診査し，最終的な判断をく

だすべきなのである。

　3．　COとGOについて
　学校歯科保健の歴史では，事後措置として，特

にう歯の治療勧告に重点を置いて推進されてきた

ことは否めない。しかし，前述のように，近年，

児童・生徒等のう触は少しずつ減少傾向が認めら

れている。また，児童・生徒等の歯や口腔内の状

況も高度なう歯が放置されているという子供が少

なくなり，菓子類など子供が口にする飲食物も甘

味を抑えたものが多く出回ってきている。このよ

うな状況下では，う蝕の発生だけでなく，う蝕の

進行も一般的には一時期に比べてかなりゆるやか

になってきていると考えられる。

　日本学校歯科医会，学術第2委員会では，近年

の児童，生徒等の歯科疾患の罹患状況や児童・生

徒を取りまく環境，さらに保健管理と保健教育と

の調和等を考慮に入れ，WHOの歯科保健調査の

診断基準を参考として，昭和61年2月，初期う蝕

について，また昭和62年3月，歯周疾患について，

それぞれの検出基準と取り扱いに関する検討報告

書をまとめて会長宛に報告を行った。

　4．　歯科疾患の発生，進行と学校歯科保健教育

　う窩を形成してしまったようなう蝕，歯槽骨の

一・部が破壊された歯周疾患では，通常，もと通り

の姿に自然治癒するということはない。放置すれ

ぽむしろ進行する。けれども，非常に初期の状態

一
う蝕では白濁や変色などう窩が未だ形成され

ていない段階の歯や，軽度の歯肉炎一では，適

切な自己管理によって，進行を阻止することがで

きる。

　歯科疾患の発生や進行には，次のようなことが

複雑に関連して，比較的長い時間のうちに少しず

つ進行してゆく。

　○歯を取り囲む口腔内環境一歯の不潔物（歯

　　垢，歯石），唾液など
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　○歯，歯周組織，歯列，全身的状態，その人を

　　取り囲む環境

　○飲食物とその摂取状態

　人の一生の歯科疾患の罹患状況では，まず乳歯

のう蝕罹患に始まり，永久歯のう蝕，歯肉炎の発

生時に不正咬合を伴い，歯肉が歯周炎へと進行し，

歯の喪失を招くというのが一般的な歯の一生の過

程である。この期間ぱ極めて長いが，前述の歯科

疾患の発生や進行にかかわる種々な要囚のなかで

も，特に歯の不潔物が深く関連をもっている。

　学校保健では，自ら進んで健康の保持増進に必

要な態度や習慣を身につけさせるというねらいか

ら，まず自分の歯をいつもきれいに保つ方法は十

分に指導しなければならない。

　それと同時に，歯科疾患と関連の深い事項に関

する知識を理解していて，自ら進んで歯科疾患の

予防に努め，歯科疾患の初期に適切な治療を受

け，歯・口腔の状態をそれぞれの個人に応じた最

良の状態に保つように心掛ける態度を育てること

も大切である。これらのことを学校歯科保健のな

かに取り入れ，個々の児童・ξL徒等を指導し，実

践させるようにすることは，その人の一生の歯科

保健のうえでも，まことに当を得たものといえよ

う。

　5．　要観察者の取扱い一指導と観察，再診査

　学校における健康診断の結果，COの歯のある

者，またはGOの者は現在，直ちに処置を要する

ようなう歯や歯周疾患ではない。けれども放置す

れば，う窩の発生や歯肉炎あるいは歯周炎に進展

する可能性が高い者である。従って適切な指導を

必要とする者である。

　これらの者に対する保健指導の内容としては，

次の事項がある。

　（1）歯の清掃

　歯垢は歯科疾患の発生や進行と深くかかわって

いる。特に滞積した歯垢が認められる場合は，歯

の清掃について十分な指導が必要である。

　②　飲食物の摂取

　飲食物の質や摂取の時期（受験期の児童・生徒

では夜食を含めて）などは歯科疾患の発生と関連
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が深い。従って，前述の歯の清掃とも関連して規

則正しい生活をするように努めるよう指導するこ

とも大切なことになる。

　（3）その他

　児童・生徒等をとりまく環境や健康状態，疲労

などは唾液の分泌や口腔内微生物の増殖，歯科疾

患の進行などとも関連をもつ。児童・生徒等の生

活指導とも関連する事項といえよう。

　要観察者のその後の指導の効果，健康診断を行

った歯や歯肉の状態のその後の状態は，次年度の

定期健康診断以前に適当な機会に再診査する必要

がある。再診査は3ヵ月後，あるいは適当な期間

後に実施することが望ましい。すなわち，定期健

康診断を4～5月に実施したのであれば，1学期

末または2学期の始めに予め計画を立てておき，

実施するのがよい。

　再診査は次のことを留意して診査する。

　（1）COの歯のある者では，その歯がCl以上

　　の歯に進展しているか否か。もし，処羅を要

　　するう蝕にまで進展していれば，治療を受け

　　るように勧告する。

（2）COの歯以外の歯についても歯の清掃状態

　をよく観察し，必要な指導を行う。

（3）GOの者については，歯肉の炎症徴候の有

　無，ならびに歯の清掃状態，歯石の有無を診

　査し，歯石除去等の処置を要すると判断され

　る場合には治療を受けるよう勧告する。また，

　歯の清掃についての再指導や専門的立場から

　の指導の必要な場合もある。

　6．　まとめ

　近年，児童・生徒等のう蝕は減少傾向にある

が，紀元2000年の目標値である12歳児の1人平均

DMF歯数3を達成している学校は少ない。また，

近年の児童・生徒では食生活の変化などから不正

咬合や歯周疾患のある者が予想以上に多いといわ

れている。これらのことは，青年期，壮年期の歯

科疾患や，歯の喪失とも関連することを考えると，

幼児期，小児期から歯科保健教育が大切となる。

学校における定期健康診断の結果が単に治療勧告

に使われることに終ることなく，その後の保健指

導や保健教育にも十分活用されることが必要なの

である。



参考資料　児童・生徒等の歯科疾患の罹患状況

　表1　年齢別う歯有病者率

　　　　　　　　　　　歯科疾患実態調査（厚生省）

　　　　　　：　1　　調　　査　　年
　乳歯／
永久歯 　昭不・56多rl昭和56年r昭和6押

し季

乳1「；、liSよ¢

永　ク＼

　1年齢I

　　　　I

11歳
　　2｝
歯

　　3
　　4
　1　5

　　6
　　7
　　8　1

　19
　i
歯110
　1
　　11
　1　　12

　　13

　　14

10．4

49．3

82．1

91．1

7．7

33．5

69．5

78．1

7．8

34．0

66．7

83．4

　　日本学校歯科医会会誌60号1988f＋11月／41

表2　年齢別DMFT指数
　　　　　　　　　　歯科疾患実態調査（厚生省）

　　　　　1　　　　調　　　査　　　年
年　　　　［一一

　　　　　　昭和50年　　昭和56年

　　　　一1－一一

94．6

97．8

97．8

98．6

98．0

97．0

95．3

95．9

95．5

98．0

92．9

92，8

96．9

97．6

98．　0

96．6

97．1

96．1

96．9

97．1

89．9

90．5

94．　3

97．6

94．6

96．0

91．2

92．　9

92．4

96．8

永　ク＼　ll鴉

民
」
ρ
○
ワ
o
n
◎
Q
ゾ
O

l
1
1
⊥
－
1
9
θ

97．4

96．1

97．7

97．4

97．3

96。8

97．0

100．0

98．1

98．8

96．9

99．0

96．9

95．4

97．9

99．2

98．8

98．8

一

歳

　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2
1
1
9
7
1
2
1
5

1
7
5
2
8
5
5
6
1

α
α
L
2
．
二
3
．
↓
5
a

n

乙
7
・
Q
ゾ
8
つ
」
9
Q
り

4
ハ
O
l
l
i
1
5
1

7
7
只
V
n
δ
只
）
0
び
Q
ゾ

日召禾062itl「・

　0．10

　0．41

　1．Ol

　1．83

　2．67

　3．43

　3．73

　4．93

　5．48

　7．57

　8．22

　9．34

　9。69

10．49

11．16

10．62

各年度COは健全歯とLて算出してある。



42

表3 年度別う歯の被患率，その他の歯疾，ロ腔の疾病・異常のある者の率
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表5　年齢階級別歯周疾患の罹患状況一幽科疾患実態調査（厚生省）
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【講義皿】

「学校歯科保健における個別指導」

（社）日本学校研・腿会丑巨・レ高寄 昭

　学校保健e＃　，保健教育と保健管理の2つの領域

から成り立っている、、この2つの分野は並列して

存在するだけでは十分でなく，学校，家庭，地域

社会のような広がりの中で展開する而があり，こ

の領域が保健組織活動である。

　学校歯科保健における個別指導は，歯科保健指

導の一つとLて位置づけられている。個別指導の

対象となる児竜・生徒は，学級全体を対象とした

保健指導だげてぱ，Fl的を達すろことが困難な子

供，学級指導で取り1：げることが不適当と思われ

る問題をもった子供である。個別指導は，学級担

任教師や義護教諭が担当するが，その内容が専門

的な知識を必要とされる場合には，学校歯科医の

指導，助言を受けることになろ。特に歯科の専門

的悶題が大きいと思われる子供については，学校

粛科医による健康相談が必要となる。

　歯・口腔の健康診断，個別指導，歯科健康相談

は，歯の健康に問題をもつ子供の指導として，学校

歯科医の職務に関連しており，学校歯科医の立場

から，個別指導について理解を深めることにする。

1．　学校保健

2．　学校歯科保健

3．　歯科保健指導

　4．　学校保健関係者

　学校における常勤，非常勤の直接的な保健関係

者は，次のとおりである。

「o　常勤学校職員

　ア　校長

　イ　保健i…頚

　ウ

’2｝非常勤学校職員

　v＋t学校医

　　　羊佼歯科陰

　tノ　学校薬剤師

工学級担任教師（一般職員）

　5．　学校歯科医

　学校歯科医は，学校保健法できめられた非常勤

の学校保健専門職である　学校保健法第16条に

「学校医，学校歯科医，学校薬剤師は，学校にお

ける保健管理に関する専門的事項に関t，技術及

び指導に従事する．とあるのかその任務である。

学校歯科医の委嘱は，市町村教育委員会が主管し

ているt学校歯科医は，行政的には地方自治体，

とくに教育委員会の管轄下にあり，学校では校長

の管轄下で仕事をしていることになる、

　6．　学校歯科医の職務

　学校保健法施行規則第24条には一学校歯科医の

職務執行の準貝山が決められている

　（1）学校保健安全計画の立案に参ケする、

　・2／定期および臨時の健康診断（学校保健法第

　　6条の規定）のうち，口腔および歯の検査を

　　行う。

　（3）健康診断の結果に基づく予防措置（法第7

　　条の規定）のうち，う歯その他の歯疾の予防

　　措置および保健指導をfコら，

　1’　・1）児童・生徒の健康相淡（法第11条の規定）

　　のうち，歯および口腔の相談に従事する。

　（5）市町村の教育委員会の依頼に応じ，就学時

　　の健康診断（法第4条の規定）のうち，歯お

　　よび口腔の検査に従事する。

　（6）以上に掲げるほか，必要に応じ学校におけ

　　る保健管理に関する専門的事項の指導を実施

　　ずる

切　学校歯科医は，以1に掲げる事項について

　　職務に従串した≧ぎにけ，その状況の概要を

　　学校歯科医執務記録簿に記入1，校長に提出



　　すること，

　学校保健法に定められているのは，学校におけ

る保健管理についての役割であり，学校という場

のおもな活動は教育であるから，学校保健関係者

の1人としての学校歯科医が，その教育や指導に

もなんらかの役割を受けもたたければならkいの

は当然である

　7．　歯・ロ腔の健康診断

　健康診断には，就学時健康診断と児童・生徒・

学生又は幼児のための定期および臨時健康診断が

ある。児童・生徒・学生又は幼児の定期健康診断

は，毎学年6月30日までに行うものとし，臨時健

康診断は，学校において，必要があるとぎに行う

ものである．健康診断を行ったときは，その結果，

健康診断票，歯の検査票を作成し，適切な事後措

置をとらなければならない。歯・口腔の健康診断

そのものが，広義では，事後措置を行うために実

施されるといえる、

（事後措置）

　（1）予防処置の実施　　　　c’・2）早期処置の勧告

　（3）歯口清掃，刷掃の励行　（州建康相談

　（5）個別指導の継続等

　健康診断後に，学校歯科医は，健康診断で目立

ったこと，これからの日常生活で注意すること！IC

を，校長以下保健関係職員，特に養護教諭に対／

て指示，指導することが大切である。歯・口腔の

健康診断は，学校歯科医が，児童・生徒一人ひと

りに面接できる唯一の機会であり，この機会をて

きるだけ有効に活用し，各個人に応じた適切な保

健指導を行うことが望まれる。事後措置として，

歯の健康に問題をもつ児童・生徒の個別指導，健

康相談が必要である。

　8．健康相談

　健康相談は，学校保健法第11条にr学校におい

ては，児童，生徒，学生又は幼児の健康に関L，

健康相談を行うものとする」と規定されている。

　歯科健康相談は，学校歯科医が担当する歯科保

健管理である。

　歯科健康相談の対象は，定期および臨時の健康
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診断や1－1常の幽、｝芝観察の糸、1課，又児童・生徒およ

び保護者の希望を検討し，歯の健康に問題をもつ

児童・生徒の中で，特に学校歯科医の専門的立場

からの指導が必要とされる老である。

　「1’）未処置う歯が多く，咀噛能力がいちじるし

　　く低下している者

　2」う歯の進行がいちじるしく早い者

　3）注意を必要とする交換期の乳歯をもつ者

　　（要注意乳歯の所有者）

　’・D　放置すると不正咬合になることが予想さ

　　れ，あるいは治療が困難になると思われる原

　　因としての，う歯その他の歯・口腔の疾病・

　　異常が見られる者

　（5）　う歯や歯周疾患に原因すると考えられる微

　　熱，倦怠，神経痛などの全身症状が見られる

　　者

　C6）歯科治療に強い恐怖観念をいだき，治療を

　　極度にこばんだりする者

　〔7／　うII薪の多発，歯周疾患，不正咬合，強い口

　　臭などが粘神的なでミ担となっているよ弓な者

　（8＞歯・口腔のいちじるLい発育障害や嚥一ド障

　　害の見らわるX一

　翻　歯・rl腔の疾病・異常があるために，将来

　　精神的・情緒的な1而で問題となることが予想

　　さil、る名

　m｝歯の清掃の状態がきわめてわるく，一般的

　　な指導だけではその状態の改善が期待されな

　　い傾向の強い者

　qD　食生活習慣0）りえに，いちじるしい偏食傾

　　向が認められる者

　⑱　歯・口腔の疾病・異常のため，遅刻，早退，

　　欠席17よどの多い者

　⑯　児童・生徒自身，保護者，学級担任教師が

　　健康相談を希望する者

　歯科健康相談は，児童・生徒だけでなく学級担

任教師，保健主事，養護教諭，保護老等を交じえ

て行われることが望ましいが，中学生・高校生と

もなると，本人の希望によっては，マン・ツウ・

マンの健康相談になることもある。中学生・高校

生の歯科健康相談は，専門的知識が必要となる場

合が多く，前もって質問票などで質問を受け，十
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分な用意をしてのぞむようにするとよい

○中学生・高校生の歯科健康相談の例として，次

　のようなことが考えられる。

　／1）歯並びのわるさについての相談（反対咬合，

　　開咬，上顎前突，叢生など）

　これらに対する健康相談のポイントとしては，

治療に関するもの，特に反対咬合，開咬などにお

ける外科的療法などについての概念について指導

する．

　（2）歯周疾患，ことに進行性のものについて

　　・歯周病の鑑別と相談の場合の対応

　　。若年性歯周症というようなもの

　　。歯肉からの出［in，思春期性歯肉炎，ホルモ

　　　ソン代謝異常によるものなど

　（3）不適合な補綴物，充填物などに対する措置

　　に関する相談の場合の対応

　（4）歯牙欠損，修復についての対応

　　。臼歯部の欠損について（不適合補綴物）

　　。前歯部の欠損について（数歯欠損）

　（5）口臭，特に心因性口臭についての対応

　　。学校医との相談など

　　。対症的対応の限界と可能性

　（6）未処置高度う歯に対する対応

　　。残根など

　○健康相談は，次のような特徴がある、，

　（1）対象が個人であるL

②　現実に直面した緊急に解決を要する健康上

　　の問題をとりあげる。

（3）本人または保護者の希望または同意のもと

　　に実施される。

（4）問題解決の具体策は，その個人に適応する

　　独自のものである。

　○多くの保健指導は，一般的に次のような特徴

　がある。

（1）集団指導であって，対象は特定の個人では

　ない。

（2）指導する健康上の問題は，現実に直面した

　緊急を要するものとは限らない。

（3）自分から保健指導を受けたいという希望に

　　よって実施するものではない。

（4）同じような問題をもつ子どもたちに対して

行う最大公約数的な指導である。

　9．　個別指導

　学級指導における歯の保健指導ぱ，児童・生徒

に対し，共通の主題を設定し，ねらいと内容を決

めて，学級全体が望ましい方向へ向かうために展

開される集団指導である。

　しかし，児童・生徒の歯の健康状態，態度や習

慣などには，個人差があり，学級を単位とした一

律の集団指導では，各個人に適応した指導ができ

ない場合がある。一人ひとりの児童・生徒の実態

に即した個別指導が必要になる。

　個別指導は，学級担任教師や養護教諭が担当す

る保健指導である。

　歯科医学的な問題をもつ児童・生徒には，学校

歯科医の専門的立場からの指導助言が必要であ

る。心理的問題のある児童・生徒，例えば情緒障

害，自閉症，登校拒否，その他劣等感に由来する

諸症状を認める者に対しては，教育相談や指導，

ヘルスカウンセリングが必要なこともある。不正

咬合のいちじるしい者，歯ぎしりのひどい者等は，

個別指導から健康相談にまわす場合もある。

　（1）個別指導の対象

　対象となる児童・生徒は，学級全体を対象とし

た保健指導だけでは効果を上げることが困難な

老，学級指導でとり上げることが不適当と思われ

る問題をもった者等である。

　○歯や歯肉の病気で，遅刻，早退，欠席をする子

　○歯の治療を極端にきらう子

　○むし歯が多いのに歯科治療を受けたがらない

　　子

　○歯みがきの習慣の悪い子

　○ぶくぶくうがいがよくできない子

　○歯みがきをひどくきらう子

　○甘味食品の嗜好が特に強い子

　○歯並びの悪いことを気にしている子

　○つめ，鉛筆，指などをいつもかむくせのある

　　子

　以上のほかに，次のように明らかに歯科医学的

な処置を考慮しなければならない問題をもつ児童

・ 生徒がいる。



○たびたび歯が痛む子

○たびたび歯肉がはれる子

○たびたび口内炎になる子

○たびたび口角炎になる子

○歯肉から出血する子

○不正咬合の〔立つ子

○不正咬合が予想される子

○衝突して前歯を折った子

（2）個別指導の方法

ア　指導はいつ行うか。

　個別指導を必要とする問題を発見した時に

は，随時に行うことが大切である。鉛筆や指な

どをかむくせがあることに気づいたとき，昼食

後に歯みがきをしている児童・生徒が，歯ブラ

シの持ち方や動かし方が誤っているのに気づい

たとき等，その場ですぐに指導を行うことが大

切である。

　学級指導の保健指導の後に，引き続いて指導

することが効果的な場合がある。学級指導で歯

みがき指導を行ったときに，あまりやる気を示

さない児童・生徒，他の児童・生徒のようにう

まくできない者もいる。このような児童・生徒

には，学級指導に引き続いて，個別的に指導す

るのが効果的である。

　以上のような随時的な指導で十分でない場合

には，指導のための情報を集め，児童・生徒と

その家庭の健康生活等の実態を把握し，学校歯

科医や養護教諭の協力をえて，特に時間を設け

て計画的に個別指導を行うよう配慮することが

望ましい。例えば，歯科治療を強く拒否する子，

歯並びが悪いことをいつも気にしている子等の

場合である。

イ　指導はどこで行うか

　個別指導を行う場所は，問題を発見したその

場で，すぐに個別指導するのが効果的であり，

教室であったり，廊下であったり，運動場であ

ったりする。学級指導における保健指導に引き

続いて，個別に指導する場合は，教室で行うこ

とが考えられる。

　特に時間を設けて行う場合は，保健室あるい

は児童，生徒相談室などで行うことが考えられ
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る．この場合は，児童・生徒と指導者の間に，

好ましい信頼関係があって，児童・生徒が安心

して，気軽に話せる状態が必要である。指導者

は，しかったり，命令したり，決めつけるよう

な話し方は避けるべきである。

　個別指導の場所には，他人が出入りしないこ

とや部屋の中はきれいにしておくことなどの配

慮が必要である。

ウ　指導はだれが行うか

　個別指導をだれが行うかについては，指導の

対象となる問題を照合して考える必要がある。

例えぽ，歯みがき習慣の悪い子，ぶくぶくうが

いがよくできない子等のように，主として習慣

に問題のある児童・生徒の指導は，学級担任教

師が行った方が効果が期待できる。たびたび歯

肉がはれる子，たびたび口内炎になる子等のよ

うに専門的立場から対処しなければならないよ

うな問題のある児童・生徒の指導は，養護教諭

が行った方がよいであろう。なお，専門的な相

談・指導が必要な問題をもった児童・生徒は，

学校歯科医による健康相談の対象にすることが

考えられる。

　だれが個別指導を行うにしても，関係者が十

分な連携の下に指導にあたることが大切であ

る。学校歯科医は，歯科医学の専門的知識につ

いて，養護教諭，学級担任教師に指導，助言を

行うとともに，正確で，適切な資料提供をする

必要がある。

（3）個別指導の例

ア　歯みがき習慣がよくない児童・生徒の指導

　歯みがき習慣の悪い児童・生徒，歯みがきを

ひどくきらう児童・生徒には，根気強い指導が

必要である。

　（ア）歯みがきは児童・生徒に好かれるもので

　　はなく，歯みがき習慣は崩れやすい。

　（イ）全身の清潔習慣，例えば用便後の手洗い，

　　朝の洗面，つめ切り，入浴などの習慣形成

　　と同じように考えることが大切である。

　（ウ）　1日の歯みがき回数をふやすことによ

　　り，どのようなみがき方をすれば，歯がき

　　れいにみがけるかを考える。
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　に）起床時の歯みがきは定着しているが，食

　　後の歯一kがきは定着していない。

　　食後の歯みがきができるように指導する。

イ　歯並びの悪いことを気にしている児童・生

　徒の指導

　小学校の高学年の児童および中学校・高等学

の生徒になると，歯列不正をひどく気にしてい

る者が以外に多い。深刻な悩みとなり，劣等感

となって，内向性の無口な暗い性格になる児童・

生徒もある。歯並びの悪いことを気にするよう

になるのは，友達からからかわれる，人の前で

恥ずかしい思いをさせられる。かげ口を聞く等

から起ることが多い。このような児童・生徒の

不正咬合の程度は，歯科医師の専門的立場から

見ると，軽度なものもある。歯列不正を気にし

ている児童・生徒には，その要因をよく観察し，

継続的に指導するとともに，必要があれぼ，歯

科健康相談を受けさせて，専門的な指導をする

ような配慮が必要である。
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口むし歯予防推進指定校協議会口

　　　　宇都宮市立富士見小学校

　　　　　オリエンテーション

　　　　　公開授業

　　　　　　　　●指定授業　　●分科会

　　　　宇都宮市文化会館文化会館

　　　　　開会式

　　　　　　開会のことば

　　　　　　あいさつ

9日27月　（火）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都宮市歯科医師会会長

　　　　　　　　　　　　　　　文部省体育局学校健康教育課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木県教育委員会教育長

　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）日本学校歯科医会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木県歯科医師会会長

　歓迎のことば　　　　　　　　　　字都宮市教育委員会教育長

発　　表

　　　「家窟及び地域社会との連携を図り進んでむし歯予防に

　　　取り組む子どもの育成」

　　　　　　　　　　　　　　　栃木県都賀町立赤津小学校教頭

講義1

講義II

1むし歯予防推進指定校の運営について」

　　　　　　　　　　　　　　　　文部省体育局　体育官

　　　「むし歯予防推進指定校に期待する」

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本大学松戸歯学部　教授

閉　　会

　あいさつ　　　　　　　　　　栃木県教育委員会保健体育課長

田
川
嶋
藤
石
藤

吉
石
池
加
愼
後

良

和

増

武

山　名　貫

久
晋
雄
夫
則
雄

吉　田　螢一一郎

森　本

池　田

基

牧



50

むし歯予防推進指定校実施要項

　1．　趣　　旨

　小学校の大部分の児童がむし歯を保有している

ことにかんがみ，学校における歯の保健指導を通

じて，児童のむし歯を予防するための具体的な方

法について実践的に研究を行い，今後におけるむ

し歯の予防活動の充実に資する。

2．研究内容

（1）むし歯予防のための保健指導の方法

（2）むし歯予防のための家庭及び地域社会との

　連携の在り方

（3）むし歯予防の成果に関する評価の方法

3．研究実践期間

3年間

　5．　推進指定校の研究計画

　推進指定校は，校内の研究体制を整備し，目標

をもって研究活動を推進するとともに，各年ごと

にその成果を把握し，それに基づいて次年度に進

むよう計画的に研究を行うようにする。

6．研究報告等

q）中間報告

　　提出期日　昭和64年4月末日

　　　　　　　昭和65年4月末日

②　研究成果報告

　　提出期日　昭和66年2月末日

C3）提出先
　　都道府県教育委員会を経由して文部省へ提

　出すること。

　4．対象推進指定校

　推進指定校は，各都道府県教育委員会が推薦す

る公立の小学校の中から指定するものとし，推進

指定校数は，各都道府県当たり1校（指定都市を

含む道府県については当該指定都市の数を加えた

数，東京都については2校）とする。

　7．　文部省との連絡協議

　文部省においては，毎年度1回以上連絡協議の

機会を設け，むし歯予防の推進について意見及び

情報の交換を行うものとする。

　8．経　　費

　文部省は，推進指定校の調査研究に要する経費

を予算の範囲内で支出委任する。
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【講義1】

「むし歯予防推進指定校の運営について」

文部省体育局体育官吉田螢一郎

1。　第5次むし歯予防推進指定校について

2．　むし歯予防推進指定校の今日的意義につい

　て

3．運営に当たつて基本的に配慮すべき事柄に

　ついて

（1）教育課程の基準の改善の方向や最近の教育

　課題を踏まえる。

／2）学校教育目標の具現化の視点に立つ。

　3／保健指導について確かな考え方をもち，健

　康教育充実の視点に立つ。

4．　研究活動を進めるに当たつて留意すべき事

　柄について

く歯の保健指導の方法について〉

（1）保健指導とは何かの吟味

（2）児童の実態に即した指導内容の設定（要素

　表の作成）

（3）学級指導における指導

　ア　指導のねらいの明確化

　イ　指導の時間（1単位時間，20分程度の時

　　間）の設定

　ウ　実践意欲を育てる指導過程の工夫

　工　一人ひとりを生かす指導の工夫

C4）学校行事における指導

（5）児童活動における指導

（6）日常の学校生活における指導

（7）個別指導

〈家庭及び地域社会との連携について〉

「1）保護者の啓発

「2）学校保健委員会

くむし歯予防の成果に関する評価について〉

（1）歯の保健指導の評価

（2）歯科的な評価

5．　学校歯科医の活動

㌔

ξ
庸

為
キ
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【講義ll　］

「むし歯予防推進指定校に期待する」

日本大学松戸歯学部衛生学教室教授森本 基

　1．　2000年の歯科保健目標

　20世紀も，あと20年という時に，WHO（世界保

健機構）は，21世紀をむかえるにあたって「2000

年までにすべての人に健康を」とのスローガンの

もとに，それぞれの国のもてる力を活用して目標

を達成しようではないかを決意した。

　これに引き続き，歯科保健についても「12歳児

のDMFT（1人平均むし歯数）を3歯以下に」を

WHOの総会で採択し，歯科保健目標達成のた

めの活動を開始したfJもう少し，具体的な目標が

あったほうがよかろう，ということからWHOは

FDIと協力して，次に示すような到達目標を作

成した。

目標1

目標2

目標3

目標4

目標5

目標6

　2000年における歯科保健目標

　　　　　　　　　　WHO／FDI
5～6歳児のムシ歯のない者を50％以上に
する。

12歳児の1人平均ムシ歯数（DMFT）を平1

均3歯以下とする。

18歳の85％の者が全永久歯を保有している1

ようにする。　　　　　　　　　　　　　1

35～44歳の無歯顎者の割合を現在より50％

減らす。

65歳以上の無歯顎者の割合を現在より25％

減らす。

歯科保健向上を監視するための資料の蓄積

と解析システムを確立する。

　我が国のむし歯数は，最近，ずい分減ってきて

いるのであるが，それにしても，まだこの到達目

標は達成されていない。

　過去10年間にわたって続けられてきたむし歯予

防推進指定校の活動は，着々とその成果をあげ目

標に近づいてきている。

　小児期は，永久歯が萌出をはじめ，永久歯列弓

を完成する時期にある。そして，う蝕の発生は萌

出後の2～3年に集中することからも，この時期

は極めて重要な時期であり，しかも，最も効果を

あげることのできる時期でもある。

　世界第1位の長寿国となった。喜ばしいことで

ある。しかし，現時点では，人生の最後の10年余

は，歯が1本もなくなるのである。今，永久歯列

弓が形成されている児童が，自ら歯を守ることを

知り，一生を自分の歯を保有できるよう取り組ん

でほしいものである。

　2．　むし歯予推進指定校のねらい

　歯科保健活動に改善と進歩をもたらしたむし歯

予防推進指定校は，10年間の活動の実績が保健指

導を通じての実践の成果を教えてくれている。こ

の間の変化はlrを見張るものがあり，予期しない

大きなものであった。

　保健指導をすすめることにより，児童の口の中

はきれいになった。そして，確かにむし歯も減り

はじめた。この実際から，歯の保健指導は高く評

価されることとなった。

　この活動の成果を，より広く，より日常活動と

して定着させることを願っているものであり，過

去10年間の貴重な体験の上にたって，

　（1）むし歯予防のための保健指導の方法

　「2）むし歯予防のための家庭及び地域社会との

　　連携の在り方

　（3）むし歯予防の成果に関する評価の方法

を実践的に研究し，予防活動の質的向上を願って

いる。

　3．歯の保健指導をライフサイクルで生かす

　歯の保健指導が適切に有効にすすめら治たなP・

ば，歯の保健が自らの問題として取りヒげ，自ら

の健康を自ら守り育てることを一生を通じて可能
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とする。このことは，単に歯や口腔だけの問題で

はなく，人それぞれのトータルヘルスの問題にも

つながっていく。健康上の問題発見・問題解決に

対して口の中ほど適切な例題はないとも言える。

　その結果が，日本学校保健会の歯の保健指導委

員会がまとめた「学級担任のための歯の保健指導・

小学校編」に示される歯の保健指導の効果にな

る。その内容は，

　（1）意識や行動の面から

　①　口のなかの汚れを，自分で確認することが

　　できるようになる。高学年になると，染め出

　　しを行わなくても，ある程度汚れの程度がわ

　　かるようになるc

　②　歯のみがき方については，自分に合った方

　　法を見つけ出して，進んで歯みがきを励行す

　　るようになる。

　3）口の中がきれいになり，新しく発生したむ

　　し歯がみつけやすくなる。

　④間食の摂り方に気をつけるようになる。

　⑤　栄養素のバランスを考えた食事を摂るよう

　　になる。

　⑤　みがき残しのないような歯みがきができる

　　ようになると，日常の生活リズムにも望まし

　　い変化がみられるようになる。

　⑦正しい歯みがきを励行し，間食に気をつけ

　　ることができるようになると，ねばり強さ，

　　がまん強さが身につき，表情も生き生きして

　　くるようになる。

　（2）歯・口腔の疾病の面から

　①むし歯の処置率が向上し，未処置歯が減少

　　する。

　勿　上顎前歯のむし歯の発生が抑制される。

　③高度のむし歯が著しく減少する。

　④永久歯のむし歯の発生が全体的に抑制され

　　る。

　⑤　高学年に発生する歯肉炎を抑制することが

　　できる。

　歯の保健指導が児童の意識や行動を変え，健康

生活の実践に強くむすびつくことになり，歯の保

健を通じて，一生を自分の歯で食べて健康で幸せ

な生涯を送ることをも可能とするのである。

むし歯i’防推進指定校公開授業の願景
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【研究発表1】

「家庭及び地域社会との連携を図り進んで

むし歯予防に取り組む子どもの育成」

栃木県都賀町立赤1例・学校教頭山名貫二

　1．　はじめに

　「児童一人ひとりを生かす教育をすすめる」で

はじまる「楽しい学校8か条」を具体的指標とし

て，全職員の創意と協力によって「楽しい学校を

創造する」というのが，本校の学校教育の基本で

ある。

　今，私たちの教育している児童は，すべて21世

紀という未来圏の開拓者である。この開拓者は

「健康でなけれぽならぬ」それには「まず歯が健

康でなければならぬ」ということで，昭和60年度

より3年間「むし歯予防推進指定校」として文部

省より指定されたのを機会に「未来圏を開拓する

小さな戦士たちの，一入ひとりの歯の健康のため

にやるのだ」という決意のもとに，全職員が一致

協力して積極的に「むし歯予防の推進」に取り組

んできた。

　2．　地域の特性及び本校の概要と実態

　本町は，首都圏域内の栃木県南部に位置し，鉄

道は東武鉄道日光線が縦貫していて，首都東京に

80分，県都宇都宮に40分の距離にある。道路は東

北自動車道路が縦貫していて，栃木インターにわ

ずか3kmという至近距離にある。

　町域は，東西にq．68km，南北に7．06kmで総面

積は30．41km2，人口約14，000人の農業地帯であ

る。関東平野の肥よくな大地の中で，しかも自然

災害が少ない好条件下にあって，現在米麦を中心

に苺，そ菜，酪農，養鶏等が展開されている。

　本校は，昭和55年に三校統合により開校された

本年で9年目の学校で，現在，児童数436名，学級

数13，職員数21名の中規模校である。

　本校の歯科保健の問題点は，むし歯の罹患率が

90％以上と高く，ほとんどの児童がむし歯を保有

している。また，未処置のまま放置する児童もみ

られ，むし歯の早期治療が望まれる。また，児童

の歯に関する意識調査の結果によると，間食のと

り方については，甘味食品を好んで食べているこ

とや，間食後の歯口清掃を行っていないことが分

かった。食後の歯みがきについても，親に言われ

るからやるという児童が多く，自分の歯は自分で

管理するという意識がうすいというのが実態であ

った。

　3．むし歯予防の研究を推進するにあたって

　本校のむし歯予防の研究は，教育目標の具現化

をめざして，自ら健康増進に努める態度を育成す

ることである。そのためには教育活動全体を通し

て，組織的・計画的に行うこと全職員の共通理解

を図ることが大切である。そこで，次のようなこ

とを踏まえて研究に取り組んできた。

　（1）保健指導の中心を「学級指導」におき，各

教科・道徳・特別活動との相互関連を図りなが

ら，むし歯予防の研究を進め，保健・安全の習慣

化，学習態度の育成に努め，心身共に健康な児童

の育成に努めてきた。

　（2）学級指導の授業研究については，上・下学

年ブロック会で作成し，年間を通して全担任が授

業を行い，事後検討会を開いて指導法の研究に努

めてきた。

　（3）転入・新採教職員に対しては，年度初めに

「歯のみがき方の実践研究会」を開いたり，これ

までの研究実践について話し合ったりして，疑問

や問題点について解決を図り，児童・家庭への指

導を同一歩調で進めることができるよう努めた。



4．研究の実践

（1）学級指導（歯の保健指導）年間計画の改善

　と実践力を高める指導法の研究

ア．学校保健安全年間計画を改善し，歯の保健

　指導の一貫性を図った。

イ．歯の保健指導学年別要素表を作成し，各学

　年児童の能力及び発達段階を考慮し，系統的

　指導ができるよう配慮した。

ウ．教具や資料の作成にあたっては，実態調査

　の結果等を参考に，児童の興味・関心を喚起

　し，思考や学習意欲を促すものを作成した。

エ・学級指潮戦時間竜戦時間，常時才旨

　導の各指導内容に関連性をもたせ，継続的・

　累積的指導ができるようにした。

（2）日常生活におけるむし歯予防の習慣形成と

　児童の自主的実践活動

ア．学級指導後の個別指導については，個人カ

　ルテを作成し追跡調査・観察を行い事後指導

　を実施した。

イ．染め出し検査の結果を「歯のよごれしらべ

　表」で評価し，特に歯のみがき方が身につい

　ていない児童には，給食後の「歯みがきタイ

　ム」で意図的に指導した。

ウ．歯みがきの実践化・習慣化を図るために，

　月ごとに「歯みがきカレンダー」を作成し，

　みがいたら色を染めることにより，家庭での

　歯みがき実施状況が一目で分かるようにし

　た。

エ．学級会活動・委員会活動・集会活動・代表

　委員会等で児童の自発的・自治的な保健活動

　促し，歯の健康に関する意識の高揚を図っ

　た。

（3）家庭及び地域社会への啓発と体制づくり

ア．学期一回，家族ぐるみの染め出し検査を実

　施して，歯みがきの状況を自己評価し，それ

　をもとに正しい歯のみがき方に関心をもち，

　積極的に歯みがきをする態度や習慣を確立す

　るよう努めた。

イ．広報活動を通して，むし歯予防の啓発に努

　めた。

　　○保健だより　　C赤津小だより
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　○学年だより　　OPTA新聞「あかつ」

　○町広報紙等

ウ．PTA学年部会で，全学年「むし歯予防に

　関する研究テーマ」を設定し実践化に努め

　た。

エ．毎月8の日を「むし歯予防の日」とし，家

　族ぐるみで「歯みがき実践カード」をもとに

　話し合い，評価しながら家族が歯みがきにつ

　いての意識をさらに高め，実践化をさらに深

　めるようにした。

オ．むし歯予防に関する地域学習会を開催し，

　地域住民の啓発を図った。

カ．地域の関係団体との連絡活動を密にし，む

　し歯予防の啓発活動に努めた。

　（ア）幼稚園，保育所，小・中学校への啓発

　○校内研究会への参加1乎びかけ

　○研究資料の配布　○家庭教育学級での推進

　○保幼小連絡会議での協力依頼，歯みがきカ

　　レンダーの配布

　（イ）就学前保護者への啓発

キ．学校保健委員会の活性化を図るために，議

　題はできるだけ具体的にし，協議事項が実践

　化につながるようにしたJ

　5．研究の成果

　（1）全職員が，その意義を共通理解し，一一i貫し

た指導理念のもとに同…歩調で研究に当たること

ができ，一層強力な協力体制が確立できた。

　12）歯の保健に関する知識理解が深まり，児童

のむし歯予防の実践化を高め日常化に結びつくよ

うになった。これに伴い児童のむし歯の発生率も

減少してきた。

　（3）児童がいきいきとして，取り組みが積極的

になり，学習活動全般にわたっての向上が見られ

たc

　（例　町水泳大会4年連続男女とも総合優勝，

　　　町陸ヒ大会3年連続腸女総合優勝等）

　q）家庭及び地域におけるむし歯予防の意識が

高まり，家族歯みがき・歯の点検・歯の健康に関

する家族の話し合い等，積極的にむし歯予防に取

り組む家庭が多くなってきた
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　6．今後の課題

　（1、児童のむし歯予防の意識が高まり実践化・

日常化に結びつつあるが，歯び）健康に関心のうす

い児童も少し見られ，今後，個別指導の徹底と家

庭への働きかけを強化したい。

　「2）　「継続は力なり」という言葉の通り，今後

も歯みがきの励行をもとに，健康な体力づくりに

努め，望ましい児童の育成に努めたい。

　（3）町内幼稚園，保育所との情報交換・連携を

さらに深め，幼児期のむし歯予防に努めると共に，

関係機関の協力のもとにむし歯予防の強化・充実

を図りたい

　噸現在，栃木県では一いきいき栃木っ子3あ

い運動」　を推進しているところである。「むし歯

予防」についても，この精神を生かし「学びあい」

「励ましあい」「喜びあい」ながらより広い地域に

広めていきたい。
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【研究発表2】

「歯の健康を自ら考え，主体的に取り組む子どもの育成」

栃木県宇都宮市立富士見小学校

　はじめに

　本校は，昭和33年10月開校し昨年創立30周年を

迎えた学校である，創立当初の学校周辺は，農村

的で純朴な風習が多く見られたが，近年新しい住

宅が増加するにつれて，北は博物館，県中央公園

が隣接，これに通ずる遊歩道が南北に延びている。

東は道路をはさんで，市文化会館，市立図書館等

が建設され，事都宮市の文化的環境が，本校の学

区に集中しているようになった。

　現在世帯数は3，　728，約80％以上が給与所得者

である。したがって，保護者は経済的に均等化し

ており，子どもの将来に希望を託し，その育成の

ため教育には高い関心をもち，学校教育にたいへ

ん協力的であるJ本校では，このような地域の特

色を生かし，学校経営の中核に「地域に生きる富

ヒ見の教育の創造」を据え，地区の各種団体と連

携をはかり，創意に寓む教育活動を推進してき

たc

　本校は開校以来，伝統的に健康教育に努力し下

記のような業績をあげてきた．

昭和39年10．月　県指定健康教育研究学校発表会

　　42年12月　）歯対策優良校・日本歯科医師会

　　　　　　　表彰（43年，46年，52年同彰受賞）

44年11月

45年11月

61年12月

62年11月

62年12月

　本校は，昭和60・61年度市教委より

法の改善」について研究指定を受け「自ら考え71

体的に取り組む了ど｛、ハ育成」をめさL，社会科・

健康優良学校・県教育委員会表彰

県健康教育優良学校研究発表会

よい歯の学校コンクール

県1位受賞

栃木県歯科保健賞受賞

栃木県知事表彰

よい歯の学校コンクーノL

準県1位受賞

　　　　　　　　　　1学習指導

算数科・体育科の授業の改善をはかり，その成果

を昭和61年11月11日公開研究会において発表し

た．

　昭和62年度は前記教科に国語科・理科を加え，

さらに研究を深め意欲的に学習に取り組む子ども

の育成に努めてきた。次の図は，研究推進の全体

構想である。〔注1　参照〕

　本校は昭和63年度より3か年間，文部省むし歯

予防推進校の指定を受けた．これを契機に伝統的

な健康教育に新生さを加え，今までの研究成果を

踏まえ改善された指導法を活用して授業研究を深

め，意欲的に学習に取り組む児童の育成にいっそ

ら努力していきたい。

1　研究主題

　歯の健康を自ら考え，主体的に取り組む子ども

の育成。

H　主題設定の理由

　1　むし歯の処置率はよいが，子どもの理解を

　　ともなったものではない

　　（処置率　昭和61年度　90。4％

　　　　　　昭和62年度　90．2％）

　2　むし歯の罹患率が高くむし歯にかからない

　　予防意識の高揚をはかる必要がある。

　　（罹患率　昭和61年度　94．O％

　　　　　　昭和62年度　93，1％）

　3　子ども自身の口腔衛生に対する意識を高

　　め，歯の健康を守るための理解を深め，主体的

　　にむし歯予防にとり組む子どもを育成する、，

　4　本校の特色である「地域に生きる富士見の

　　教育の創造」の贋≧1て，歯の健康を視点

　　，二家庭ての習慣化をはか，），地域への啓発を

　　1一る．
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〔注1〕

学校経営の方針
研究推進全体構想

1　協力的指導体制の確立

2　指導力の向上

3　計画・実践・評価の一

貫指導

4　個性の伸長を図り自主

的行動のできる子どもの

育成

5　情操豊かな環境の整備

6　家庭・地域社会・各種

関係機関との連携

学校教育目標

1　健康でたくましい子ども

2　心豊かで礼儀正しい子

ども

3　よく学び、工夫する子

　ども

4　協力し進んで働く子ども

5　決まりを守り責任を果

たす子ども

努力の方向

・ 指導目標の明確化と指導

内容の精選

・ 児童がよくわかる、活気

あふれる授業を目指した

指導法の改善充実

・ 望ましい学習態度の育成

・望ましい学習環境の整備

・ 教育機器の活用

・ 指導と評価の一体化

主体的に取り組む児童像

自ら考え、主体的に取り組む子どもの育成

　子ども一人一人を理解し、個に応じる指導を

行い、自ら考え、主体的に取り組む学習態度を

形成する。

宇都宮市学校教育における重点目標

o豊かな心情を育てる教育

◎　個性と創造性を伸ばす教育

　・一人一人のもつ能力や適性を尊重し、個性

　　の伸長をはかる。

　・基礎となる学力を身にっける

　・自ら考える力を養い、創造的な知性と技能

　　を育成する。

◎　体力と気力をつける教育

　・自ら進んで心身の鍛練に努める態度を育て

　　強健な身体と旺盛な気力を育成する。

　・自他の生命を尊重し、安全に行動できる態

　　度や能力を育成する。

　・環境にっいての理解を深め、その保全に努

　　める態度を育成する。

・自ら活動のねらいを見っ

ける子ども

。調べたり確かめたりする

方法を、自分の考えで見

つける子ども

。目的意識をもって解決方

法を工夫する子ども

。自ら、教材教具、資料等

を使うことがご’さる子ども

。みんなで協力しながら考

えを深める子ども

目指す授業像

o自ら課題をとらえ、

解決したいという

意識に支えられた

授業

・多様な考えや活動

の生まれる授業

。協力し深め合う授

業

oわかった、できた

と言えるような喜

びの生まれる授業



〔注2〕
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具体的研究構想
（1）むし歯予防を自ら考え主体的に取り組む子どもの育成を図り、望まし

　い実践的な態度と習慣を養う。
（2）むし歯予防のための母親学習教室を開設し、子どもと共に学び家庭に

　おける口腔衛生の意識の高揚と実践的態度を育てる。

（3）母親学習教室参加を核にして、全PTA参加のもとむし歯予防の啓発

　と実践をおこない地域全体に広がるようにする。

歯の保健指導の目標　　　　　　　　　　　　子どもの像 目指す実践活動

1歯口腔の発育や疾病
異常など自分の歯や
口の健康状態を理解
させ、それらの健康

を保持増進できる態
度や習慣を養う。

2歯のみがき方やむし
歯の予防に必要な望
ましい食生活など、

歯や口の健康を保つ
のに必要な態度や習
慣を養う。

。自らの健康に関心が持てる子ど
　も・むし歯を防ぐため自分から歯の

ことを調べたり、理解を深めた
　りする子どもo常に歯のみがき方について自分

　にあった方法を工夫し、たえず
反省しながら歯みがきができる
子ども・正しい歯みがきが、日常生活に

　おいて進んで実践できる子ども
・自分からおやつを選択し歯によ

　い食べ物がとれる子ども
・みんなと協力しながら歯の健康

　について考えを深められる子ど

　も

。学級指導・歯への理解・深化と

技術の習熟・L・Hによる鋭角的

指導・日常生活指導・日常の習慣形式・個別指導o児童活動・自主的活動の推進・委員会活動相互の連

携協力・歯に関する全校集会

の立案実践

工
lp・T・A母親学習教室 ぐ

口腔衛生の意識の向上と実践化

↓

地域社会への啓発

〔注3〕 研　究　組　織
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歯の保健指導主題一覧表

学年 4　　月 5　　　月 6　　月 7　　月 8月 9　　月

歯の健康診断の受 歯の汚れを染 上手な歯鏡の

H け方 め出しで調べ 使い方
よう

1

歯のみがき方 奥歯の咬み合
L の順序を覚え わせのみがき
よう 方

順序を決めて 歯の健康診断で自 むし歯ができ

H
歯をみがこう 分の歯の様子を知 るわけ

ろう

2

染め出しや歯 6歳臼歯のく
L 鏡で歯の汚れ ぼみや段差の

を調べよう みがき方

むし歯とかむ 健康診断の結果か ぶくぶくうが

H 力にっいて調
べよう

ら、むし歯予防の
計画を立てよう

いと歯みがき

での汚れのと
れ方の違い

3

歯の外側の汚 みがき残しが

L れを工夫して ないようにみ
みがこう がこう

自分に合った 健康診断の結果か 生えそろった 歯の内側を振

H 歯ブラシを使 ら、むし歯予防の 前歯の汚れを 動させたりか
おう めあてを立てよう 落とそう き出したりし

4 てみがこう

歯の汚れを工
L 夫してみがこ

う

歯みがきの回 健康診断の結果か おやつは質や
H 数と時間 ら、むし歯予防の 量を考えてと

めあてを立てよう ろう
5

むし歯の発生
L するしくみと

予防

むし歯の発生 健康診断の結果か 第2大臼歯の
H 機構と予防 ら、むし歯予防の みがき方

6
めあてを立てよう

みがき残しの 歯や口の中の
L ないみがき方 病気



（L）1単位時間の指導、

　　　　　　　日本学校歯科医会会誌60男1988年11月／65

（H）糎位時間の指導〔宇都宮市立富士見小学校〕

10　月 11　月 12　月 1　　月 2　　月 3　月 合　計

上手なぶくぶ 前歯の内側を どんな歯ブラ
くうがい かき出してみ シを使ったら 6

がこう いいのかな

おやつの後は
歯をみがこう 3

ぶくぶくうが 前歯の外側を 奥歯の内側を
いでどれくら
い食べかすが

くるくるさせ
ながらみがこ

上手にみがこ
う

6

とれるかな う

歯に良いおや
っのとり方 3

前歯の汚れを 奥歯の汚れを 好き嫌いをな
落とそう 落とそう くして丈夫な

歯にしよう
6

むし歯をっく

らないおやつ
の取り方を調

3

べよう

みがき残しの 歯に良い食べ
ないみかき方
を工夫しよう

物を進んでと
ろう

6

おやっは時間 歯のっくりを
や回数を考え 知りむし歯か 3

てとろう ら守ろう

一 ～、染め出しでみ 歯を丈夫にす 歯垢のでき方
がき方の自己 る食品 と正しい歯み 6

評価をしよう がき

歯ぐきの病気 第2大臼歯を
とその予防 むし歯から守 3

ろう

自分の歯に合 よくかむこと 歯の健康生活
ったみがき方 と健康 の反省 6

歯によい食生
活 3
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皿　研究の基本方針

　1　自ら考え主体的に取り組む子どもの育成を

　　めざした，3か年の研究の累積と成果を生か

　　し，歯の健康について研究の拡充深化をはか

　　る。

　2　本校児童の歯に関する指導は，学校教育活

　　動全体を通Lて組織的計画的にそ1ら。

　3　学校においては，口腔衛生についての指導

　　を鋭角的に行い，児童の自覚による罹患率の

　　減少をはかるとともに，処置率のいっそうの

　　向ヒをはかる。

　4　家庭においては，学校の指導を踏まえ日常

　　生活の中で，家族ぐるみの習慣化をはかる。

W　具体的研究構想〔注2　参照〕

V　研究組織 「注3　参照〕

M　児童の実態　　　〔注4　参照〕

　考　察

　昭和63年度のむし歯罹患率は93．8％である。例

年同様，たいへん高い罹患率である。

　罹患率の低下をはかるための諸施策は，研究指

定校の最大の課題である。

　処置率は97．8％である。例年と比較して高い処

置率である。4月以来の取り組みの成果が顕著に

現れたものと考える。とりわけ，PTA授業参観

日における母と子の歯みがき学習・母親学習教室

の開設。PTA新聞による啓発資料の配布などが

効果的であった。また児童たちが，歯の健康につ

いて学習し，主体的に取り組むようになったこと

も，このようたよい結果になったと考えられる。

MI研究の実態

◇学級指導部

　1．研究の意図

　学級指導における歯の保健指導内容が意図的，

計画的，効果的に指導されるよう歯の保健指導の

目標や内容を明確にし，指導計画を作成するとと

もに，その計画に基づく授業を実践し，

の研究をする，

書旨」尊プ∫濯、

2．　実践研究の概要

lD　学校保健安全計画・歯の要素表・歯の保健

　指導年間計画の見直し検討

／2）特別活動における学級指導の在り方の追求

（3＞学級指導における歯の保健指導の授業研究

ア　研究授業計画の作成とその実施

　○第1回「望ましい授業像の在り方と自作教

　　材・教具の工夫」

　　　－5月19日　L3学級，　H　3学級一

　　児童がむし歯予防を自らの問題としてとら

　え，その解決にむかって意欲的主体的に取り

　組ませるための授業展開と興味・関心を引き

　つけ具体的に理解させるための教材・教具の

　開発を工夫した。

　○第2回「個々の実態を生かし育てるための

　　指導の手だての工夫」

　　　－6月16日　L4学級，　H　3学級一

　　児童一人一人の歯の状況や歯みがき技能等

　の実態を的確に把握し，個人票を活用して個

　人に応じた指導の手だてを工夫し，実践意欲

　の向上をはかった。

　○第3回「形成的評価をとり入れた授業展開

　　の在り方の工夫」

　　　－7月1日　L6学級，　H　6学級一

　　歯の健康を主体的に考え実践化に結びつけ

　させていくため，本時のねらいをより明確に

　し，形成的評価をとり入れる工夫をするとと

　もに，理解・技能面と意欲・態度などの情意

　面の両側面から観点・基準・方法をおさえた

　総括的評価の工夫を授業にとり入れた。

　0公開研究会　母親学習教室

　　　一9月27日　L8学級，　H　6学級一

イ　授業研究をする上での留意点

　本年度の授業研究をする上で，次の点を共通

の留意事項とした。

　○全学級が5月から9月までに1回以上研究

　　授業を実施する。

　○授業の改善点を明確にし，学年やブロック



　の共同研究で解決をはかる。

○知的な理解をはかるとともに，歯みがき技

　能の向上をはかる。

OLとHの授業の在り方や関連の追求をす
　る。

○児童の興味や関心をひきたて具体的に理解

　させる自作教材・教具を開発する。

○意欲的に学習に取り組ませる指導の手だて

　を明らかにする。

◇児童活動部

　1．研究の意図

　児童活動の本質的なねらいの達成をはかるとと

斗，に歯の保健指導が効果的に取り入れられるよう

活動を検討し，児童の自発性・自主性に根ざした

諸活動の実践の方法を研究する。

　2．　活動の実態　一むし歯をなくそう全校集会

　　　　　　　　　　第一回実践例一

　q）代表委員会

　3年以上の学級代表と委員会代表でむし歯予防

に関する実施計画の作成をする。

　・行事計画と分担・集会活動のプログラム

　・週間行事のもち方

　　（年間計画として，全校集会　2回・短集会

　　　3回を実施する。）

　（2）委員会活動

　むし歯予防に関する委員会活動は，保健委員会

を中心にして，他の委員会は連携をはかり委員会

の特性を発揮した実践活動をおこなう。

　（3）学級会活動

　むし歯予防に関する学級会活動は，児童会で決

められた活動を学級として具体化し積極的におこ

なっていく。

　　　例1　話し会い活動　歯の資料の掲示コー

　　　　　　ナーを作ろう一よい歯のコーナー作

　　　　　　られる。

　　　例2　係活動　給食後の歯のみがき方示

　　　　　　範，歯ブラシボックスの点検等

　川　実践報告1　むし歯予防週間行事

日本学校歯科医会会誌60号1988年11月／67

　（期間6月1日～6月7日）

ア　むし歯予防作品展　全児童が参加しむし歯

　予防に関する作品募集・掲示

イ　むし歯予防週間特別放送

　6月1日　児童会代表の言葉と校長先生のお

　　　　　　話

　6月2［　紙しばい「は・は・はの話」

　　　　　　　　　　　　　　　保健委員会

　6月3日　歯によい食物・悪い食物

　　　　　　　　　　　　　　　給食委員会

　6月6日　歯に関する図書の紹介

　　　　　　　　　　　　　　　図書委員会

　6月7日　作文朗読と児童会代表の言葉

ウ　「むし歯をなくそう集会」　6月4日

　oむし歯のない児竜全員に表彰と保健委員会

　　作成の賞状・ペナントの贈呈

　○むL歯のない子にイソタビュー

　　　　　　　（各学年代表に保健委員会）

　Cペープサート劇「ハミガキマンとムシバラ

　　スの戦い」　　　　　（5年代表委員会）

　○むし歯予防に関する作品の紹介

　　　　　　　　　　　　　（掲示委員会）

（5）実践報告2「よい歯のちがい」を全児童か

　ら募集，代表委員会で下記のように選定

　（ちかい1）　よくかむ，つよい歯，いきいき

　　　　　　　げんき，歯みがきがんばる，ふ

　　　　　　　じみのこ

　（ちかい2）　よくかむ，つよい歯，むしぽの

　　　　　　　ない歯，いきいき，えがおに，

　　　　　　　かがやく歯，はみがき，すませ

　　　　　　　た，きれいな歯

◇日’常指導部

　1．研究の意図

　学校における日常生活の指導において，歯の健

康についての指導の場を適切に設定継続的・効果

的に指導するための方法を研究し，習慣化をはか

るための学級経営のあり方，児童一人一人に即応

した指導の手立てなどを明らかにする。
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定

学 年 芋ーi 醐

低 学年毎月第1水曜日
中　　　　〃　　　　　　　〃

高　　　　〃　　　　　　　〃

つこうでできなかった　　　〃

2

3

4

期的指導　　保健室

　　　　指　　導　　「ド　　項

　○歯みがき実施状況確認（個人票）

指導者

○染め出し

○歯みがき実施

○記録カート

　2．活動の実際

　（1）給食後の歯みがき実施

　ア　歯みがき時間の日課表の位置づけ（児童数

　　と水道蛇口数との関係による）

　　　E学年午後1：10～1：20

　　　下学年午後1：15～1：25

　イ　洗口場の利用計画

　　01学級4個の蛇口　時間差利用で同じ蛇口

　　　を2学級が使う。

　　○歯の保健指導の実践化の場とする。

　　○日常生活の中での習慣化をはかる。

　　○特に個人指導の場にする。

　！2）給食後の歯kがき状況の指導と保健室での

　　個別指導

　給食後校内放送のテープに合わせ3分間歯みが

き，洗口場でぶくぶくうがいをする。

　定期的に歯みがき状況を検査し，個別指導を要

する児童は保健室で指導する。

　（3）個人票「ぼくのー歯・わたしの歯」作成

　　　（個人別にファイル化）

　歯科検診の結果をもとに個人ごとに歯列図（上

下学年別）に健康な歯・むし歯・処置した歯のシ

ー ルをはり，各自の歯の健康状態がわかるように

なっている．さらに，歯みがきの状況の記録をさ

せ，みがきのこしのないようにしている、

　〔D　歯みがきカレソダーの作成

養護教諭

日常指導部

担　　任

　歯みがきの習慣化をはかるために月ごとに作成

1日4回の歯みがぎの実施状況を記録させる。
　5）　　よし、t」旨0）塞安

　一生使う歯をむし歯から守ろうとする意欲を高

めるため，歯科検診の結果一本もむし歯のない児

童及び処置の終わった児童に対し6月4日むし歯

予防デーに校長からよい歯の賞を与え励ましてい

る

　嘲　業前時の歯みがき調査

　朝食後の家庭での歯みがき状態を検査するた

め，業前時にカラーテスター錠で調査し，その結

果をもとに，爵みがきの仕方の個人指導をする。

◇母親学習部

　1．研究の意図

　母親が子どもの学ぶ学習内容を体験することに

より歯の健康について共感的に理解し，家庭にお

けるよき実践者となる学習をする。

　この母親を核としてPTA，地域への啓発活動

の推進者となるよう研究を深める。

2．活動の実際

1）むし歯予防母親学習部の組織

各学年より10～12名参加，合計71名

　　　講師　学校歯科医中山皓治先生

母親学習部組織

講師　学校歯科医

　　中山院治先生

PTA執行部

副委員長3

学校担当者5



（2）活動内容

第1回　5月16日（月）午後2時～4時

　○歯に関する講話（歯の形とはたらき）歯は

　　それぞれ特徴のある形をしていて，固有の

　　役割をしている。

　○歯みがきの講話（歯科衛生士3人）みがき

　　方の説明，染め出しの方法

第2回　6月27日（月）午後2時～4時

　○歯みがきの実施，染め出しをおこないみが

　　き残しの部位をなくす。

　○歯の病気（歯肉炎・歯そうのうろう）歯の

　　異常（歯列不正・反対咬合）

　○食生活と歯について（映画と話し合い）

第3回　7月11日（月）午後2時～4時

　○歯みがきの実施

　○進んだ予防について（映画と講話）

　　かむことの大切さ

第4回　8月8日（月）夏休み中に学習したこと

　　　　の実践活動とそのまとめ

第5回　9月27日（火）午前10時20分～11時40分

　　　　（研究発表会）

訴
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　○我が家の実践発表会（各学年による発表）

　　参会者との話し合い，指導講評

〔母親学習教室に参加したお母さんの声〕

○むし歯の予防母親学習に参加して歯の大切さ

　がわかり親子で競争しながら歯みがきをして

　います。

○歯は私たちの食生活にとって大切なことを知

　りむし歯予防母親学習で学べることは幸せで

　す。

○母親学習で学ぶことは歯の弱い私には有意i義

　なことです。得た知識を子どもの歯を守るた

　め活用したいと思います。

（3）家族ぐるみの歯みがき実施（6月12～20日

　実施率80。6％，参加世帯数608）

〔子どもの声〕

○うちの人に学校でおしえてもらったみがき方

　をおしえてあげました。

○親子ではみがきをする日が多くなりました。

○家族そろって実施すると時間のたつのも早く

　感じられ，みがいたあとも見てもらったりし

　てよかったです。
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公　開　授　業　一　覧

学級指導（歯の保健指導）　H　25分　　時開10：20～10：45

学年　組

1年3組
2年4組
3年1組
4年4組
5年4組
6年4組

1　　　　　　主　　　　　題　　　　　名

　じょうずなぶくぶくうがい

　ぶくぶくうがいでどれくらい，食べかすがとれるかな

　前歯の汚れを落とそう

　みがき残しのないみがき方を工夫しよう

1歯垢のでき方と正しい歯みがき

　自分の歯に合ったみがき方

指　導　者

子

子

子
子
志
夫

久
弘
靖
悦
久
孝

本
花
部
川
本
橋

坂

小
阿
小
森
高

学級指導（歯の保健指導）　L　45分　　時間10：55～11：40

学年　組 主 題 名 指　導　者

1年4組
2年3組
3年2組
3年3組
4年2組
5年1組
51卜3組
6年2組

おくばのかみあわせのみがきかた

6さいきゅうしのくぼみやだんさのみがきかた

歯の外側の汚れを工夫してみがこう

みがき残しがないようにみがこう

おやつは時間や回数を考えてとろう

第2大臼歯をむし歯から守ろう

むし歯の発生するしくみと予防

歯や口の中の病気

子

子

子

一

子
子
る
枝

う
美
知
　
　
　
お

ゆ

扶

美
弘
幸
節
か
芳

山
見
金
野
井
山
田
根

　

津
　
　
　
　
和

中
九
大
上
白
神
亀
関

母親学習教室　　時間10：20～11：40

会　　場 活 動 勾 容 餌一一一k 者

図　　書　　室　　わが家の実践の体験発表会 学校歯科医　中　山　続　治
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向井善男先生の足あとを追う

榊原悠紀田郎

　昭和63年3月21　Fi，向井善男先生が95歳の生涯

をとじられた、

　向井先生が日本の歯科界の中で特異な活動をは

じめられたのが大正4年だから，ちょうど私の生

きてきた長さだけ歯科界で活動して来られたこと

になる。

　私が先生を存じあげたときは，すでに先生は大

成された巨人であって，ただ仰ぎみるような存在

であったので，先生のことを語るには適当でない

かも知れない。

　しかし，いろいろと先生の足あとを追ってみる

と，意外なことがたくさんわかってきて，やはり

この際，誌しておくことが大切なことのように思

えたので，いくつかの資料からあつめたことを述

べてみたいと思う。

　1．　日本連合歯科医師会の衛生普及活動

　向井先生は大正3年10月に東京歯科医学専門学

校を卒業された。専門学校の5回生であるt同期

には河村弘，入江義次，荒巻広政，ヒ條肇，畑謹

吾などの方々がおられる。

　ち：うどそのころから学校に研究科というもの

ができて，そこに入って，半日は臨床，あとの半

日は奥村鶴吉先生について口腔衛生について学ぶ

という生活をしておられたようである。このとき

アルブレヒトの根管充填の実験などを手がけてい

たと，“ある思い出”の中にのべられている。こ

のアルブレヒトの研究は大正4年4月に開かれた

第13回日本歯科医学総会で・応の報告をしておら

れる。

　この発表に対し，喜多見行正，河村勇，川上為

次郎などの先生方が討論しているところをみる

と，通り一遍のものではなかったと思われる。

　ちょうどそのころ向井先生はそのときは知って

おられなかったようであるが，大正3年春の日本

連合歯科医師会の臨時総会のとき，ライオソ歯磨

の小林富次郎さんから，会の口腔衛生普及事業の

ためとして3，000円の寄付があり，日本連合歯科

医師会はこれを受け入れて，模型などを購入し，

各地でさかんに行われるようになった衛生展覧会

などに貸出しを行っていたが，さらに組織的な講

演会活動をしよう，ということになった。

　榎本積一会長の意をうけた奥村先生から，その

巡回講演の講師になるように，という話が大正4

年の春に向井先生に伝えられた。向井先生はその

5月にその招きに応じた。24歳のときである。

　この小林富次郎さんの寄附はその後もつづけら

れ，大正3年3，000円，大正4年4，000円，大正6，

7，8年1，000円というように出され，これによっ

て全国的な口腔衛生講演が行われた。

　向井青年は本当に精力的に巡回し，大正4年か

ろ5年の間に15府県270か所，23万人を対象とし

て口腔衛生の講演を行ったことが日本連合歯科医

師会の総会で報告されている。

　しかL，そ・り巡回講演は今日考えるほど楽でな

かったようで，il｛ずそれぞれの土地の歯科医師会

や役所との折衝をして，それから会場の小学校な

　　　　　　ロ腔衛生運動が始まった頃の世相

一菰　咳撫／　避墜

　　　　　　　　　　　　・ギ～．艮て思Ψ

図1
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図2

どで準備をする，ということで，口腔衛生普及活

動自体が大変なことであったことが，そのころの

多くの人々の回想の中にのこされている。

　しかしこの普及活動のはじまった大正4年ごろ

は日本の社会全体も大きく変化していたときで，

いろいろなことが起っているが，向井先生自身の

示唆でそれをイラストでまとめた珍しいものがあ

るので紹介したい。（図1）

　しかL，このように社会をひろくみる視点をも

ち，それをイラストで示すというような発想が，

向井先生をこの口腔衛生普及活動の中に引き入れ

るようにした大きな要素の1つであったように思

える

　この二ろの歯科の雑誌，“歯口世界”の大正5

年の2月号に，口本連合歯科医師会から出した広

告があるが，この中に向井講師のことが書かれて

いる／一、（図2）

　またこのとぎ用いられた視覚教育教材として，
“

幻灯画板”一一スライドの55枚のセットのタイト

ルと内容をみてみるとこんなものである。

　争第一・次世界大戦，？日本の兵隊，③外国では

どのくらい子供の歯に注意しているか（タイト

・レ），Aoフォーサイス児童歯科診療院全景，⑤米

国の小学校における歯刷子の使用法の実習，⑥ス

トラスブ・しグ学童歯科診療所とその附近，⑦旧診

療所の門前，⑧待合室，⑨診療室，IlO子供の歯は

なぜ大切にせねばならぬか〔タイトノの，⑪消化

器，Iz歯垢の細菌，⑱頭部と頸部の淋巴管及淋巴

保，14結核予防善悪鑑，15歯列と顔面，16矯正の

前後の模型，⑰少女の歯痛，⑱小学児童，⑲西洋

婦人とその娘，⑳満1歳の幼児，⑳歯の発生，

ll2満6歳の児童，㊧歯の交換，忽9歳か10歳の児

童，ゐ歯の交換，⑳17歳の少年，忽永久歯列，銘

永久歯列．⑳乳歯の残留と不正歯列，⑳どうした

ら丈夫な歯が生えるか（タイトル），31微笑する

少女，32遺伝微毒歯，鐙母親と子供，34西洋の小

児と歯刷子，面寓意の桜樹，36どうしてむし歯が

できるか（タイトル），3プ乳酸醗酵の理解図，趣

間食，39下顎臼歯と食物の残片，C・IO浅在騙蝕，⑪

深在爾蝕，4L）残根と膿瘍，超頬痩，⑭膿漏，⑯ど

うして，むし歯をふせぐか（タイi・ノの，Aclean

tooth　never　decays，妬清掃前後口内細菌数の比

較．葬朝起きた時，終寝どこにいく前，49歯刷子

のよしあL．⑩粉歯磨，⑪唇面頬面の刷法，ξ2舌

面の刷法，〔爾咬合面の刷法，課含蹴，⑮ワーテノし

P一の朝まだき。

　またこのとき用いた映画は米国から輸入さ治た
“

歯痛”－Tooth　ache一という有名なクリーブ

ランド市のマリナン小学校のことを材料にした一

腫のドキュ（ント映画である

　そLてもう一・本はb’口腔衛生”一　Oral　Health一

という普及映画である。

　これらを携行して一種のフィルムフォーラムの

形をしたわけであろう。

　面白いのは大正6年の4月から6月にかけて千

葉県下で，2か月にわたって約26，000人0）人々に

口腔衛生の普使講演がおわ（たあとて，武藤鎮夫

といら人がそれについてくわい．硬りを歯科学報
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誌によせているが，その中で，この若い講師につ

いてベタほめをしているが，さらに次のような調

査結果を示している。

　つまり，講演の効果として，歯刷子の使用をは

じめたものがかなり増加した，というのである。

　向井青年の得意や思うべし，ということである。

　こうした全国行脚のひととき，山梨県中巨摩郡

の押原尋常小学校に行ったとき，そこの校長に，

こどもに“私の歯”という作文をつくって貰えな

いだろうか，と相談をかけたところ，後日そこか

ら5年生の児童の作文が送られてきて，これが歯

科学報誌上にのっている。

　東京都学校歯科医会のはじめたもののルーツと

でもいえるであろうか。

　こうした活動は大休大正9年ごろまでつづけら

れた。

　少しあとの話になるが，大正11年に，ライオン

歯磨の小林商店がはじめて日本での歯科衛生普及

映画をつくった。そのとき，“智慧と歯”という劇

映画と“口腔衛生”という普及用のものとが計画

された。“智慧”の方は岡本清縷先生が脚本を書い

ておられるが，“口腔衛生”の方は向井先生が脚本

を書いた。

　これは大変長い大きなもので，全12巻，7，000フ

ィートに及び，大正11年から企画されて，つくりだ

し，できあがったのは大正12年の秋ごろであった。

　本当は東京ではじめて公開されるべきところ，

ちょうど大正12年9月1日の関東大震災のため

に，はじめての公開は大正12年11月29・30日の両

日，大阪公会堂において行われた。

　この内容は，歯科衛生知識の普及をねらった，

いわゆる科学映画であって
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　「栄養と咀囑，鶴歯と全身病，乳歯の交換，翻

歯の発生，齢歯の予防，家庭における口腔衛生等」

が項目としてとりあげられ，おわりのところには

「口腔戦争」というアニメーンヨソの部分がつい

ている，というような構成であった。このころ，

向井先生はライオソ歯磨の方に移っている。

　向井先生はこうした面には大いに意欲をもやし

ておられたらしく，いくつかのそうした脚本類が

たくさんみられる。

　そのときには“向井八門”というペンネームも

使っておられた。

　昭和のはじめころ，野口英世のことを脚色して
“

栄光の冠”という劇映画のシナリナを書き，そ

れがつくられたことがある。

　のちの話になるが，昭和8年，国定教科書の国

語読本巻三の中に“むしぼ”が取り入れられたと

き，日本連合学校歯科医会は，これを中心として

それの普及活動を行ったが，その一環として映画

づくりを計画して昭和10年6月に“学校歯科衛生”

という2，500フィートほどのものができた。

　これは正木正先生がプロットを書き，向井先生

が脚色，隠岐玲濤がメガホンをとってつくられた。

　ロケーションの場所として麹町小学校が用いら

れている。

　この映画は幸にして，日本大学松戸歯学部の谷

津三雄教授のところに現在も所蔵されていてみる

ことができる。

　この中に，女教師役で出演しているのは，東京

女子歯科医専出身の川田千代子さんであることを

向井先生からうかがったことがある。

　このように，歯科衛生教育面にはただ関心をよ

せておられただけでなく，たくさんの試みをして

おられることが，そのころの史料を追って行くと

気がつくことが多い。

　2．欧米の学校歯科施設の視察と紹介

　東京府で学校歯科医の条令がきまって問もな

く，向井先生は東京府立第一高等女学校の学校歯

科医になられた。

　これは現在の白鴫高校である。

　本格的に学校歯科医として活動をはじめられた
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わけである。

　それも，ふつうには小学校が多かったのに高等

女学校の学校歯科医となられたのには，学校教育

についての関心の一端をみるような気がする。

　ちょうどそのころ，フィラデルフィアで，米国

独立150周年記念を兼ねて第7回国際歯科学会が

ひらかれることになり，それへの出席も兼ねて，

文部省から“欧米における学校歯科施設の調査”

の委嘱をうけることになった。大正15年6月に横

浜を出発して，約1年間，米国，カナダ，イギリ

ス，スコットラソド，フラソス，ドイツ，デンマ

ー ク，スウェーデン，ノールウェー，スイス，オ

ランダ，ベルギー，イタリアなどをまわって来ら

れた。

　そしてそのレポートとして“欧米における学校

歯科施設”という190頁ほどの本が出されている。

今日ではあまりみることができない。

　この報告は，米国についてはとくにくわしく，

そのときどきに集められた，診査票，勧告書など

の類までを紹介している。

　向井先生は米国の歯科衛生教育には大きな関心

を示していたようで，米国歯科医師会が1924年

（大正13年）にはじめてつくった歯科衛生教育部

の活動についてくわしい紹介をしている。そのと

きの部長のEvelyn，　C．　Schmittさんと一・緒にと

・ ，た写真（左の写真）がのこ．、ていろ

　向井先生32歳のときである一t

　このレポートはもしかすると，そのころの米国

やその他の国々の学校歯科の状態を知るのに，そ

れらの国々にとっても貴重な資料となるのではな

いかと思われるほど，よく書かれている。

　目次は次のとおりである。

第1　米国に於ける学校歯科施設・・…・…………1
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目次終

　これを今日の日本の学校歯科の現状について，

このぐらいの資料で，このぐらいのふかさで書か

れたものはどうか，と考えてみると，この報告の

意味のふかさに今更ながら感動する。

　3．学童の協蝕についての2つの大きな調査報

　　告

　向井先生が医学博士の学位をもっておられたこ

とを漠然とは感じている人は多いと思ろが，それ

がどんな仕事であったかについてはほとんど知ら

れていない。

　向井先生御自身がそんなことをあ釦）口にされ

たことがないので余計そうである。

　医学博士の学位は東京帝国大学医学部から昭和

16年8月4日に授与されたものである。

　さて，その仕事であるが主論文となったのは
“本邦児童鶴蝕症の各種素因に関する統計的研

究”である。もう1つ参考論文として出されたも

のに“本邦学童における鶴蝕の地域分布並びに鶴

蝕年齢傾向に関する研究”がある。

　二の“分布と年齢傾向”の方の論文であるか，
“体育研究”という歯科の畑には縁のうすい雑誌

にのっているので注目されていないが，1道3府

43県にわナニる小学校児童についての調査のまとめ

日本学校歯科医会会誌60号1988有11月／75

で，対象となったのは504，781人である。この対

象の数の多いことでは，これに匹敵する調査は内

外ともに他にはなさそうである．

　その結論には次のよう1二のべられている。

　第6章　結　論

1．　本研究により得られたる全体観察学童鵜蝕年

　齢傾向線は，第1屈曲点（男子10～11歳，女子

　9～10歳），第二屈曲点（男女12～13歳）並びに

　第一交叉（8～9歳と9～10歳の中間），第二交

　叉（10～11歳と11～12歳の中間）を発現す，こ

　わ大数法則の原理並びに他の各地域群に於ける

　曲線の関係より観て，本邦に於ける学童翻蝕罹

　患率の標準曲線となし得べし。

2．　本邦学童の編蝕罹患率年齢傾向線は，大都市

　群，中都市群，小邑群，漁村群，山村群，農村

　群の順序を以て低下す，其の最大の差は大都市

　群と農村群の間に於て認められ各年齢を平均

　し，男女共約16％なり。

3，　平均気温別に於ける編蝕罹患者率年齢傾向線

　　　　　　　　　　　　o　　o　　o　　o　　o　　o　　o　　o　　o　　　　　o　　o　　o

　は寒冷地群高く，温暖地群低し。両群の差は前

　記大都市群各地域群別の場合より遙に小にして
　　　　　　　　　　　　o　　o　　　　　　　　　　　　c　　o
　各年齢を平均し，男子約5％，女子約3％なり晃

1．　年齢階級相互間に於ける齪蝕罹患率の相互関

　係は，各地域群相似の関係にあり。

5．　年齢階級間に於ける各地域群相互間の鶴蝕罹

　患者率の隔絶は，10～11歳以後に於て特に顕著

　なり。

6．　蘭蝕年齢傾向線は，概ね男子は女子より規則

　的なり，特に進める年齢に於て然り。

7．　一般に女子は男子よりも，僻阪地方は然らさ

　る地方より，第一屈曲点の生ずること早期にし

　て，其の差約一ケ年とする。

8．　農村の女子に於ては，他群団に比し，第一交

　叉右偏せり。

9　農村に於ては他群団に比し男女間の差異稻不

　規則にして，女子の身体発育が都邑地に比して

　後れとると同時に歯牙交換も遅延するを見る。

10　箇体群の爾蝕年齢傾向線相互の隔絶は，両老

　文化の程度の隔たりたるもの程早期に起り且つ
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　隔絶著しきを観る。即ち其の差9％以」・・1）もの

　は，大都市，中都市間に於ける男女共に12～13

　歳以後に於てこれを観るべし，就中最大の溢は

　約21％なり。

11．大都市，小邑問に於ける9％以上の差の現出

　は，男女共に11～12歳より始まる。而して最大

　の差は23％を示す。

12．大都市，農村問に於ける以上の差は即に6－

　7歳より始まり，男子8～9歳を除く，各年齢

　階級に於て認められ，最大の差29％なり，而し

　て各年齢階級に於ける差は，概ね男子に於て女

　子より大なり。

13．各小学校蠕蝕罹患率度数分布曲線は，各地域

　群を通じ非対照性なり。

14，以一ヒの曲線は，低年齢に於ては急角度のJ字

　形曲線を示し，高年齢に至るに従い平坦不規則

　となる。

15．度数分布曲線の性的関係は，年齢傾向線の場

　合と同様，低年齢（6～10歳）にありては男女

　殆ど同様なるも，高年齢（12～14歳）に至り，

　男子は女子より低位なり。

16．各小学校に於ける両性蠣蝕罹患率の相関関係

　は，低年齢に於て高度なるも，高年齢に至るに

　従い係数低下せり。即ち年齢傾向線の性的差異

　に於ける場合と殆ど一致す。

17．爾蝕罹患者率の各地域群別性別及年齢別に於

　ける状態は，爾蝕率年齢傾向線，学校分布，及

　び両性間相関関係の何れよりも観察するも，同

　一・なる成績を得たり。

　これは参考論文の方で主論文の方は．静岡市の

32の小学校の31，649人についての調査で，いろい

ろな素因について追及したものである。これもそ

の当時としてはもちろん，今日でもあまり比較て

きそうな調査がないと思われるものである。

　この方は民族衛生という雑誌に報告されてい）｛、

もので350頁に及ぶ大きな論文である。

　あまり知られていなかった方が不思議なくらい

の仕事である。

　向井先生の45歳の2きの油ののりきったときの

仕事である。

その結論を引用すると次のとおりである一

　（第7章　結　論）

　1．　木研究に於ては鯖蝕症の一般的素閃と見倣

さるべき内外諸因子を，可能なる範囲に於て原則

的に遺伝的，先天的，後天的に大別し，更に其各

々に属する諸因子に就て各群団別に集計せる児童

の翻蝕状態を罹患者率並びに編歯数に就いて対比

観察し，以てその発生を制約すべき環境因子の種

類及影響の深度並びに其表出の頻度を窺知すべく

意図せり，

　2．　両親の歯牙の健否の児童騙蝕罹患性に発現

せらるる影響の差異はC群児童は他群に比し乳・

永久歯共に低年齢に於て稻高率を示し，罹患者率，

騙歯数共にB群児童を有意に凌駕し，常に後者に

比して著しく高忌・に推移するも増齢的に其差を消

退せり。

　而して，他群間に於ける差異は明瞭ならざれど

も，女子永久歯に於ける罹患者率並びに男子乳・

永久歯罹患者率及び爾歯数は何れもA群児童のB

群児童を有意に凌駕せるを認む。

　3．　出生時母の年齢による児童爾蝕状態の差異

は罹患老率に於ては男・女，乳・永久歯共全く有

意ならず，女子に於ける永久歯鯖歯数の40～44歳

君羊（3．033±O．0831）o）25～29歳君羊（2．719±O．0348）

及び21～24歳群（2．683±0．0361）をイf意に凌駕せ

るを認むるのみなり。

　4．　出生順位別による児童輻蝕状態は各群極め

て錯雑なる所見を皇し，一定の傾向を石取し得

ず，而して身体他部諸測度に現出tる掃の分娩年

齢の影響と侑同系的傾向を示す箇所あるも，全体

的に明瞭ならず．

　5．　受胎月別に於ては乳歯は男女共各年齢級を

通じ4月，5月．及び6月受胎群比較的高率を示

し，7月，8月，9月受胎群低率を示せり。

　編歯数亦同じく4月，5月，6月受胎群他を凌

駕し，7月．8月，9月受胎群は比較的小なる数

値を示せり一而して特に6月受胎児にLて7，8，

9月の夏季に歯牙形成期を迎ふるものに於て最大

なる爾蝕罹患件を示し，9月受胎児に1て此期を

10，11，12月の秋冷期に迎ふるものに於て最小な



るを認めたり。

　永久歯は区々なる群間関係を呈するも男女共に

6月受胎群が他群に比して低位にあるを認む．

　6．　保護者の職業別による児童鯖蝕状態は農業

群が乳・永久歯共他群に比して少数を示すも，農

業群女子の永久歯翻歯数ば商工業及び官公吏群に

比し大なり。

　7．　住居の日当りの良否による児童翻蝕状態の

差異は罹患者率，翻歯数共に有意ならず。

　8．　麻疹罹患の有無による影響は翻蝕罹患率に

於ては男女，乳・永久歯共有意ならず，女子の永

久歯爾歯数に於て麻疹を経過せるもの然らさるも

のを有意に凌駕せり。

　9．　麻疹の罹患年齢による差異は乳歯に於ては

全く行意ならざるも，永久歯にありては男女共に

幼若年齢に麻疹を経過せるものに編歯数大なるが

如き傾向を看取し得たり。

　10．乳児期栄養法別による蘭蝕状態の比較に於

て罹患率は男女，乳・永久歯共有意ならず，館歯

数は女子の乳歯に於て牛乳群の人工栄養群を，混

合栄養群の母乳群を夫々凌駕せるを認む。

　11．授乳期間別による児童餓蝕状態の差異は罹

患者率にありては有意ならず，齢歯数に於ては女

子乳歯の半年，1年，2年及び2年半群を，同永

久歯3年群の1年半及び2年群を夫々有意に凌駕

せるを見るも其間に一定の傾向を捕促し得ず。

　12。主食品の種類別による各群の罹患者率は乳

歯に於ては差異なく，永久歯に於ては男子白米及

び胚芽米群は麦群を，女子白米群は七分揚米及び

麦群に比し夫々有意の高率を示せり。

　13．偏食の有無による児童編蝕罹患者率は，永

久歯爾蝕に於ては男女共に偏食癖を有するもの然

らざるものに比して高率を示し，歯牙形成に及ぼ

す偏食の為害作用を証左するも，醜蝕数に於ては

男女，乳・永久歯共両群問に有意の差を認めず。

　14．1且囎の精粗による児童鯖蝕状態の差異は乳

歯に於ける男子爾歯数の粗咀囎群，精咀囎群を有

意に凌駕せる以外他に全く群別差を見ず。

　児童の蘭蝕発病について，その当時としてとり

出せるだけの要因をとり出して，そ激に関与する

日本学校歯科医会会誌60号1988でlll月／77

因子を追及しようとしたものである。

　これが学位論文になったわけである。

　現在これをみると，分析の手法などに多少の問

題がみられるが，もう少し注目されてもよかった

のではないかと思われる。

　1つにはこれが発表された雑誌が歯科関係者に

なじみのうすいものであったこともあるが，向井

先生御自身が，この分析に必ずしも全面的に満足

しておられなかったこともあるのではないかと思

う。

　生前，この2つの論文について向井先生の口か

らはあまりおききしたことがない。別に鵜蝕の疫

学的文献を調べる過程で承知したようなわけであ

る。

　向井先生の物事に刻するきびしい一・面を垣間み

た思いがする。

　4．新しい日本歯科医師会の公衆衛生審議会委

　　員長

　昭和22年になって新しく社団法人日本歯科医師

会が生れたとき，社会保険への歯科医師会の関与

が禁じられていたことと，連合軍総司令部の担当

者の指導が全体として公衆衛生指向であったの

で，公衆衛生活動にはかなり大きな力がそそがれ

ることになった。

　当初は審議会制で，公衆衛生審議会がつくられ

た。昭和23年5月に，向井先生はその委員長とい

うことになった。

　それからは，保健所歯科の活動，歯の衛生週間

の復活，母と子のよい歯のコンクール，地区別公

衆衛生担当老研修会などの多彩な活動がはじまる

が，その中心に向井先生はいつもいて采配をふる

っておられた。

　そのころ，一方で歯科衛生士の育成にも力をか

しておられた。

　5．　日本学校歯科医会会長

　昭和29年10月7日，出雲市で日本学校歯科医会

の設立総会がひらかれ，会則などがきまったとき，

はじめての会長として向井先生が満場一致できま

った。
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昭和37年ニュージーランドのDr．ライスが来日した時

（右から向片，竹内，亀沢，榊原各先生，前がライス丈妻）

　副会長には浜野松太郎，池田明治郎，今井金造

の諸先生であり，理事長として岡本清櫻先生が当

られた。

　こうして新しい口本学校歯科医会が発足した。

　それ以後の活動はまだ40年くらいしか経ってい

ないし，会誌たどでみることができるとおりであ

る。

　学校歯科保健には保健管理的な面と保健教育又

は保健指導という面の2つがあり，それを具体的

にどう調和させて行くかは，ある意味では永遠の

主題であるが，向井先生は，若いころからの足と

りをみてもわかるように，保健指導の方向からの

アプローチをつよくもっておられた。

　少しさかのぼるが，昭和27年2月に，文。1二省か

新しい学校保健の理念を伝達しようという目的

で，学校歯科医講習会を東大図書館講堂でひらい

たとき，歯科衛生教育の視覚教育について，スラ

イド，パネルなどをふんだんに用いた示説を交え

た立体的な講演をして受講者に大きな感動を与え

た．

　つづいて行われた，多分日本の学校歯科の分野

でばはじめてだったと思うワークショップー研究

集会一では，第三班の“学校における歯科衛生教

育はいかにあるべきか”の中て，藤正楳夫（名古

堅）さんのグループリーダーによる討論に相談者

として，文部省の浜田正好さんとともに向井先生

は，適切な助言と指導をされた。

　このとき以後，全国学校歯科医大会の中でワー

クショップやシソポジウムなどの形式がよく取り

昭和55年，東俊郎元日本学校保健会会長と

込まれるようになり，それらでは向井先生はいつ

も指導的な役割をつとめておられた。

　とくに昭和30年からはじまった“学童むしば半

減運動”の推進には情熱をそそがれて，学校ぐる

み，という指向をひろげようとされていた。

　昭和35年に埼玉県羽生市の新郷第二小学校にと

くに学校歯科医となって，第一線の現場にふれな

がら，“よい歯の学級コンクール”というような

ことをはじめられたり，歯垢のそめ出しの学校教

育の中へのとりこみ，としてサフラニンテストな

どを導入されたことなど，これらがいつも，保健

教育の視点からとりあげられていることを今更の

ように思いかえすのである。

　おわりに

　こうして向井善男先生の足どりをたどってみる

と，一・貫して歯科衛生教育へのつよい指向がみら

れ，24歳のとぎからはじまって，むしろ学校歯科

の世界に足をふみこまれたのもその方向からであ

ったことに気づくのである。

　しかし，それでいて，あまり多くの人は気づい

ていなかったが，昭和16年のあの大きな調査のお

仕事，学校歯科医として地道な活動で裏打ちされ

ていたことに思いいたるとき，学校歯科で，保健

教育，保健指導にとりかかるときの巨人の背中の

大きさにおそまきながら再び頭をたれるものであ

る。

　向井先生の御めい福を心からいのる次第であ
る。
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1学校歯科保健のアルバム1■No．　2

初期のll；月衛ノi教育に関連じ∵il柄ろ’No．1て紹プ目”：t．・，

1哩こ検査ノ1免にLて紹介すろ

／≧回，≧保健t掴向，　　1に

口活力検査のはじまり口

　小学校の制度が

一応ととのったこ

ろ，児童の病気の

多いこと，および

体位の低いことを

何とか改善したい

ということで，体

操という科目を取

入れ，この指導の

ために，1978年（明

治11年），体操伝

習所をつくり，

G．A．1）一ランド

　　　　　　　米人医師であるジ。一ジ・

アダムス・リーラソドを招いて指導に当っ

てもらった。

　この体操は，唖鈴，球竿，木環，棍棒な

どを使用するもので，基礎的身体訓練をベ

ー スにするものであった。そしてこれの効

果を測るために，身体計測や体力測定を宥

った。

　これは活力検査と呼ばれたが，学校身体

検査のルーツということができる。

　リーラソドは3年ぐらいで帰国したが，

1888年（明治21年）に“学生生徒の活力検

査に関する訓令”が出された。

　1891年（明治24

年）9月に，当時

東京帝国大学の小

児科の大学院にい

た三島通良が，学

校衛生取調嘱託と

いうことになっ
た。　　　、4
　学校保健関係の｝評

技官のはしりとい　，

うわけである。

　仕事は日本人学
三　島　通　良

徒の発育調査，疾病状況調査，環境衛生の

実態調査であり，三島はこれを精力的に行

い，1897年（明治30年）に学生生徒身体検査

規程をつくって，正式に，身体検査が全面

的に行われるようになった。

　そのころ，問題になっていた病気は，近

視眼，伺縷病（亀背），衰弱（虚弱，腺病，

肺病），頭痛，甥血，精神病および伝染病

などがあった。

　公立学校に学校医をおくようになったの

は1898年（明治31年）で，これには新しい

西洋医学を修めた医師のみをあてるように

なった。
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］はじめての歯の検査［

　1891年（明治24年），津市にあった県立病

院の歯科主任の直村（邨♪善五郎が“自分

はこの病院にきて8年になるが，来院患者

が，ただ痛みをとめるためにくるものが多

く，歯が咀噛に役立つことを知るものが少

ない。少しでもよいからそれを知らせたい

と思っていた。それにちょうどいいのは小

学校児童であるが，それには教員にたのむ

のがよいと思っていたところ，当津市の養

正高等小学校の校長が，同じようなことを

考えていて，児童の歯の検査をたのみた

い，というて来られた”ということでその

5月にその小学校の児童304人について歯

の検査をし，さらに翌6月には，津市良田

高等小学校，桑名町の桑名高等小学校，四

日市町の四日市高等小学校について全部で

1，428人の児童の検査を行って，その結果

を“歯科研究会月報16号に報告し，その後

その別刷を，“歯牙統計”として1892年（明

治25年）2月に出している。

　この報告から集計してみると表のように

なっている。

三重県下の4小学校のう歯罹患状態　　（直邨の結果からの集計）

i年齢1受検
　　1者　数

処
歯
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数歯｝つ
検
数

一．受
名

一

引
葛
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η
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　　　　1
9　　1．181

　　1．70

　　2．08

1　　1．78

　　2．29

…ij
o・　Ol

I
O．03

0．02

　　1．1∫－L

　　1．351

　　1．20
5　　　　1．56　1　　0．05

　　2．371

　　1．69

　　2．OoI

言十　　　　1，109　　　1，433 1±　1・29

　　直村善五郎

毎年1回，この検査をすることを約束した

から，この4校のうちどこがもっとも歯科

衛生に熱心であるかは病歯に対する既療歯

数の多寡によって判るだろう”というよう

　現在の状態からみ

るとかなりよいと思

われる状態である

が，処置された歯は

全体で19歯，これは

きわめて少ないこと

がわかるc

　直村は‘‘これから

0．Ol　　　　　319　　　　　470　　　　　　　5　　　　1．47　　　　0，02　1

　　　　　　　　　　　　h訓’　1，428ノ＼

　　なことを書いている。

　　　しかしつづいての結果は活字にならなか

　　ったようである。

　　　いずれにしてもこれが日本ではじめての

　　児竜の歯科検査の報告である。

　　　この報告をした直村善五郎は1861年（文

　久元年）の生れだから，このとき31歳であ

　　ったわけで，小幡英之助の門から出て，歯

　科医籍4番の大先輩ということになる。

　　三重県歯科医師会会長などもつとめ，

　1932年（昭和7年）2月13日に71歳でなく

　なつた。
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口はじめての身体検査臨時補助医員口

　1901年（明治34年），東京麹町区の区会議

員をしていた中原市五郎が区当局にさかん

にはたらきをかけて，ようやく学校医の配

置ができたばかりであった区内の5つの小

学校の歯の検査に歯科医を委嘱することに

成功して，学校で正式に歯科医による検査

がはじまった。

　このころのことであるから，補助医員と

いう名目になっており，それも“臨時”と

冠している委嘱状を出していることでも，

かなり困難であったことが想像できる。

　
　
　
高
福
蒙
ム
郎

東
京
窒
励
輩
墨
萩

生
嚢
～
饗
臨
露
甥

棄
京
尋
慮
覆
黒

　小学校は，区内の麹

町小学校，番町小学

校，富士見小学校，日

比谷小学校，上六小学

校の5つで，委嘱され

たのは，高橋栄五郎，

伊藤忠三郎，木谷茂吉，

細野彦平，藤島太麻夫

の方々であった。

　いずれも“生徒身体

検査臨時補助医員”と

いう委嘱状を正式にう

けて歯の検査を行っ
た。

　これらの歯科医はい

ずれものちにそれぞ

れ大家として名を成

した人々であった。

　この検査は1903年

（明治36年）までつ

づけられ，これをき

っかけとして，その

後もながく検査をし

ていた学校もあっ
た。　　　　　　　　　　　　中原市五郎

　このときの富士見小学校の生徒口腔検査

統計表がのこっているが，これをみると，

う歯については，乳永久歯別に，門歯，犬

歯，小臼歯，大臼歯別に記入され，他にと

くに“う歯なき者”という項があり，疾病

としては，粘膜病，歯銀病，歯槽病，舌病

などの項目があげられている。
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富土見小学校生徒口腔検査表（明f台34f卜11月）



つなれども，甲は乳歯抜去，前歯欠傷，

副前歯変形等多少の欠点あるも疾病と〔

すべき点なきものにして，乙，丙は疾病

の経過時期，性質等において区分したる

ものなゲ　とLている．

　甲455人，乙533ノ＼，丙69人であ’♪た。

　もっとも多いのは第・大臼歯腐蝕で

560人がもっていたc

　歯列不整は208人であった。しかL歯

列不整は10歳より前なら何とかなるc，
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　’t父兄たるものは1年に2度の長休業，

つまり夏休と年末年始の休には，必ず子供

の身体各部を検し，とくに歯の如きは最尋，

注意して休暇中治療する習慣を養成さカた

きものなり“とコメソトをのべている、，
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コ新聞に報道された歯の検査m

　1897年（明治30年）11月27日の大阪毎｝・i新

聞に婆心生という署名の取材記事として，

京都市第二高等小学校で行われた歯の検査

の結果がのっている。

　これは，そのころ，木屋町で開業してい

た杉原順三と，鳥丸の堀内徹のところにい

た榎本元吉の2人が行ったものである。

　これはう歯のみでなく，もう少しひろい

視点から行われるようで，この検査のフP

モーターぱもしかすると，京都の歯科界の

大先輩の堀内徹であったかも知れない。

　内容の概要をひろってみると

1，調査したのは1057人であって，全体を

　甲，乙，丙の3種にわけている。

　　“その甲乙丙の区別は別に標準あるに

　あらず，更に医師の見込みに成りたるも
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年）に免許をとっていた，27歳だv）たわけ

である。

　杉原についてはくわLいことはわからな

いが，榎本は1870年（明治3年）に滋賀県に

生まれ，堀内徹のところで1892年（明治25



コはじめての検査報告口

　1912年（明治45年）4月に，東京九段の私

立の学校である精華学校の児童を中島左一

が検査をして，その結果をその年の歯科学

報の8月号にのせている。

　これは7歳（かぞえ年）から16歳までの男

女249名について行われたものである。

　これをまとめるに当って，中島は，東京

帝国大学の石原久とそのころ東大にいた佐

藤運雄の意見をもとめ，その指導によって

まとめたとしている。

　全体として8つの表をかかげ，乳永久歯

別にう歯および処置歯などをあげている

他，う歯の多いもの11名と，う歯の少ない

もの12について，栄養，皮膚の色，頸部淋

巴腺の腫脹，体格概評などを比較し，また

文部省標準体重との比較を行っている。

　これもそれまでにはあまりなかったこと

である。

．－1
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佐藤運雄

全児童の約90％が歯科疾患をもって

いる

う歯の治療をしているものは15％に

すぎない

う歯のあるものは栄養発育に障害を

うけているらしい

う歯のあるものぱ体重の少ないもの

が多い傾向がある

う歯のあるものは頸部淋巴腺の腫膨

　　　　がやや多い
ρ
0

7
1

8

学力もやや劣る

歯列不正の者は腺様増殖

症，扁桃腺肥大をもってい

る

歯列不正をもっているもの

は胸郭に変形をみとめるも

のが多い

　というようなことをのべてい

る。
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コはじめて用いられた口腔検査票：

　1915年（大正4年）

6月に，東京府多摩

郡中野町桃園小学校

の児童1，592名の口

腔検査を，川上為次

郎が指導して東京歯

科医学専門学校の教

員が行った。

　このときはじめて口腔検査票の様式をき

めて行った。

　これまで報告されたものでは，どんな検

査票が用いられたかが明示されていない。

　このときはじめてであったといえる。

　このとき以後，様式が次第にきまるよう

　になった。

川L為次郎

（實
物
大
ノ
診
査
表
ヲ
示
ス
）

No．

鞭

雀
肇
笙

　年

　月
殿生

　　　　　　　　　　　　　　i

　　　麗　　　　⑭⑭　鰯

　　　③⑥＠◎◎＠＠⑨⑥⑨　　　i
　　　　　　　　　　　　　　l　　　⑥⑨◎《狛飽愈⑥⑥　　　　・

㊥①⑦⑧⑧　　　囎ee㊥

1
1

讐 甕 成
績 1

A．＆σ Toη8．

M．M． 0．R．

Toη5． L．G．

川上が用いたはじめての1呼1診査票（実物大）

診
査
符

氏
　
　
／
曲
牙
賛
生
　
　
×
鵬
曲
　
　
〆
残
提

A＆0……歯牙排列および咬合
M。M　……口腔粘膜疾患の有無

Tons………口蓋扁桃腺肥大の有無
Tong………舌疾患の堰こ態

OR…………口呼吸
L．G………顎下淋巴腺肥大
（R．Lは左右の意味である）

川1ゴ）診査票・b記入例
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社団法人日本学校歯科医会加盟団体名簿（昭和63年11月）

会名

北海道歯科医師会

札幌歯科医師会学校歯科医会

青森県学校歯科医会

岩手県歯科医師会学校歯科医会

秋田県歯科医師会

宮城県学校歯科医会

山形県歯科医師会

福島県歯科医師会学校歯科医部会

茨城県歯科医師会

栃木県幽科医師会

群馬県学校歯科医会

千葉県歯科医師会

埼玉県歯科医師会

東京都学校歯科医会

神奈川県歯科医師会学校歯科部会

　　横浜市学校歯科医会

　　川崎市歯科医師会学校歯科部

山梨県歯科医師会

長野県歯科医師会

新潟県歯科医師会

静岡県学校歯科医会

愛知県学校歯科医会

　　名占屋市学校歯科医会

　　稲沢市学校歯科医会

岐阜県歯科医師会学校歯科部

三重県歯科医師会

富山県学校歯科医会

石川県歯科医師会学校保健部会

福井県学校歯科医会

　　敦賀市学校歯科医会

滋賀県歯科医師会

和歌lll県学校歯科医会

奈良県歯科医師会歯科衛生部

京都府学校歯科医会

大阪府学校歯科医会

　　大阪市学校歯科医会

兵庫県学校歯科医会

　　神戸市学校歯科医会

　

夫
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昇
満
美
蔵
則
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雄
造
夫
夫
司
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弘
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義
貞
恵
一
増
純
　
芳
雄
　
繭
　
恒
清
和
勇
正
太
信
文
竹
信
保
博

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川

長
内
崎
谷
坂
藤
藤
泉
瀬
山
石
戸
藤
口
橋
藤
田
田
井
薙
主
本
塚
熊
井
山
中
禾
内
谷
沢
木
本
岡
谷

会
庄
融
】
熊
赤
遠
斎
有
高
秋
愼
神
斎
関
高
加
森
井
武
草
池
坂
中
田
坪
総
川
想
竹
天
深
久
辻
福
長

樹
恭
郎
三

義
　
俊
　
一

本
崎
井

阪
大
村
蹟

〒　所在地

060　札幌市中央区大通西7－2

・64札幌市1映区南七条㍊關医師会内

030　青森市長島1－6－9　東京生命ビル7F

O20　盛岡市下の橋2－2

010秋田市ILi王2－7－44

980　仙台市国分町1－6－7　県歯科医師会内

990　　1⊥1刀「多τ行一1・日田丁2－4－35

960　福島市仲間町6－6

310　水戸市見和2－292

320　宇都宮市一・の沢町508

371　前橋市大友町1－5－17　県歯科医師会内

260　千葉市千葉港5－25　医療センター内

336　浦和市高砂3－13－3　衛生会館内

102　東京都千代田区九段北4－1－20

220　横浜市中区住吉町6－68

230　横浜ri∫中区住吉町6－68

210　川崎市川崎区砂子2－10－10

400　甲府市大手町1－4－1

380　長野市岡田町96

950　新潟市堀之内337

422　静岡市曲金3－3－10　県歯科医師会内

491愛知県一宮市大志2－2－2

460　名古屋市中区三ノ丸3－1－1市教育委員会内

492　稲沢市駅前1－11－7　坪井方

　　岐阜市加納城南通1－18500
　　　　　　県口腔保健セソター
514　　｝車蒔了東：ヌL之1’x］17－1

93・富［1欄雛讐萎員会福禾1」保繍・」

920　金沢市神宮寺3－20－5

910　福井rl∫大願寺3－4－1

914媚市本㌫韓。，4F深沢僻手方

520　大津市京町4－3－28　県厚生会館内

640　和歌lll市築港1－4－7　県歯科医師会内

630　奈良市二条町2－9－2

6・3粥市北区紫野東御嘱罷師会内

543大阪畝持区堂ケ 縮燕師会内

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

65・神醐1央区山本称繍医師会内

　　神戸市中央区山本通5－7－17
”　　　　　　　　　　　市歯科医師会内

　電話

　011－231－0945

　011－511－1543

　0177－34－5695

　0196－52－1451

　0188－23－4562

　0222－22－5960

　0236－22－2913

　0245－23－3266

0292－52－2561～2

0286－48－0471～2

　0272－52－0391

　0472－41－6471

0488－29－2323～5

　　03－261－1675

　045－681－2172

　045－681－1553

　044－233－4494

　0552－52－6481

0262－27－5711～2

　0252－83－3030

　0542－83－2591

　0586－73－7465

　052－961－1111

　0587－32－0515

0582－74－6116～9

　0592－27－6488

　0764－32－4754

0762－51－1010～1

　0776－21－5511

　0770－25－1350

　0775－23－2787

　0734－28－3411

0742－33－0861～2

　075－441－7171

06－772－8881～8

　　　〃

078－351－4181～8

078－351－0087
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岡山県歯科医師会学校歯科医品会

鳥取県歯科医師公

広島県歯科医師会

島根県学校歯科医会

山口県歯科医師会

徳島県学校歯科医会

香川県学校歯科医会

愛媛県歯科医師会

高知県学校歯科医会

福岡県学校歯科医会

　　福岡市学校歯科医会

佐賀県・佐賀市学校歯科医会

長崎県歯科医師会

大分県歯科医師会

熊本県歯科医師会

宮崎県歯科医師会

鹿児島県学校歯科医会

沖縄県歯科医師会学校歯科医会

　森本　太郎

　上田　　務

　松島　悌二

　板垣　　陽

　永冨　　稔

　白神　　進

代・泉川亮太

　田窪　才祐

　坂本　良作

　有吉　茂実

　升井健二郎

　藤川　重義

　寺谷　雄一

　豊田　文一

　宇治　寿康

　野村　靖夫

　瀬口　紀夫

　西平　守廣

700　岡山「十J石関町1－5

680　鳥取市吉方温泉3－751－5

730　広島市中区富士見町11－9

690　松江市南田町141－9　県歯科医師会内

753　山口市吉敷字芝添3238

770　徳島市北田宮1－8－65　県歯科医師会内

760　高松市錦町1－9．－1　県歯科医師会内

790　　仁≧こ1［1市樗ロプ1・田J’2－6－2

780　高知市比島町4－5－20　県歯科医師会内

　　福岡市中央区大名1－12－43810
　　　　　　　　　　　　県歯科医師会内
〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

840　佐賀市鬼丸田」10－46　市歯科医師会内

850　長崎市茂里町3－］9

870　大分市王子新町6－1

860　熊本市坪井2－3－6

880　宮崎市清水1－12－2
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横浜市金沢区寺前2－2－25

東京都町田市中町1－2－2　森田Jヒル2F

京都市南区吉祥院高畑町102
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長野県伊那市入崩町3312
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　　　　　　078－331－3722

　　0582－51－0713，53－6522

　　　　　　0764－21－3871

052－261－2971，05617－3－2887

7て阪ll・月」ユ田市鉢塚3－15－2　メゾンさつきIF

京都ll∫右｝｝（区太勇、　fJll｝7の内町25－IO

静岡県｛1∫水市入江1－8－28

鹿児島県鹿屋市西大手町6－1

茨城県日立市国分町3－10－9

山1－1県下関市幸町6－16

愛媛県松Li」市木屋町2－2－17

千葉県千葉市富士見2－H　大百堂歯科医院

川1Trli飯塚3－9－18

東京都千代田区神田錦町1－12

プぐβ反lb旭巨ζ？青オ（3－8－31

東京都武蔵野市吉祥寺南1－13－－6

千葉県市川市八幡3－28－19

OlO－16秋田県秋田市新屋扇町6－33

272

144

640

546

036

805

153

131

千葉県市川市Th川2－26－19

東京都北区東十条5－4－7

和歌lll県和歌山市中之島716

大阪市東住吉区南田辺2－1－8

青森県弘前市藤王町3

福岡県北九州市八幡東区尾倉1－5－31

東京都i」黒区中li焦3－1－6

東京都墨田区立花3－10－5n－801
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0172－36－8723，32－0071

093－662－2430，671－2123

　　　　　03－712－7863

03－619－Ol98，834－9567
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編集後記

　本号は9月，宇都宮で行われた昭和63年度学校歯科保健研究協議会の内容を中心に編集いたしました。

全国的な歯科保健に関連した研究大会は，この協議会のほかに，本年は八戸で開催された全国学校歯科

保健研究大会があり，この二つの大会を中心として，その年度の主な学校歯科保健に関する研究協議が

なされております．次号は八戸大会が中心記事になりますが，それゆえ年二回発行の日学歯会誌に目を

通していただげれぽ，基本的な流れはご理解いただけると思います。

　最近，咀噛に関する研究，議論が盛んに行われています、，言うまでもなく，咀囎は歯列，それを支え

る顎骨並びに関連支持組織，頬，唇等をふくめた総合機能運動であります。

　古代から人間は，それぞれ異なった環境の中で，その風Lに適合した食生活を営んできました。そし

て人間はその叡智により科学をうみ現代の輝やかしい社会をつくってきたなかで，食生活も大きく変化

してきました。より美味しいものへのあこがカと欲望にはきりがなく，軟食グルメ嗜好がすすむなかで，

咀囎をどのように位置付けていくかが今後の課題になっていくと思います。

　人は子供のとき，しばしば何の抵抗もなく食していた食物の種類によって嗜好が決まるといいます。

とすれぽ，理論的にはある程度歯こたえのある食品が好ましいとしても，一旦食習慣が出来上がったあ

とではその習慣を急に変えることは難しい。学校歯科保健は児童・生徒の時代だけのものでなく，人間

生命の誕生にさかのぼるべきて，それから人生80年時代思対応する学校歯科保健を考える，そカが「包

括化」につながっつ，《ように思います。

　大正の初期から学校歯科保健を教育としてとらえ，保健活動をしてこられた向井先生が3月亡くなら

れました。先生の偉大な足跡，　「向井善男先生の足あとを追う」は榊原悠紀太郎先生の寄稿です。向井

先生のこ冥福をお祈り申しあげます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔梶取〕
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